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説

は

じ

め

に

論

手
形
(
小
切
手
)
利
得
償
還
請
求
権
(
手
形
法
八
五
条
、
小
切
手
法
七
二
条
)
は
、
手
形
法
(
小
切
手
法
)
が
認
め
た
権
利
で
あ
る
が
、

そ

れ

は

手

形

上

の

権

利

が

消

滅

し

た

と

き

に

認

め

ら

れ

る

も

の

で

あ

る

利

得

償

還

請

(
以
下
で
は
も
っ
ぱ
ら
手
形
で
論
ず
る
)
。

他
方
、

求
権
は
手
形
が
利
用
さ
れ
た
実
質
的
(
基
本
的
)
取
引
関
係
の
後
始
末
の
問
題
で
あ
り
、
そ
の
発
生
、
内
容
を
考
え
る
場
合
に
は
こ
の
実

質
関
係
の
内
容
を
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
手
形
の
交
付
と
そ
の
原
因
関
係
を
、
手
形
上
の
権
利
消
滅
の
場
合

に
再
び
取
り
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
手
形
と
そ
の
原
因
(
実
質
、
基
本
)
関
係
と
密
接
な
関
係
が
あ
り
、

い
わ
ば
そ
の
総
住
上
げ
の
場

で
も
あ
る
。
鴻
教
授
は
、
「
利
得
償
還
請
求
権
と
い
う
制
度
は
、

い
わ
ば
『
手
形
法
と
民
法
(
商
法
)
と
の
中
聞
に
位
す
る
特
殊
な
制
度
』

と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
:
:
:
い
っ
て
み
れ
ば
、
利
得
償
還
請
求
権
と
い
う
制
度
は
、
手
形
に
関
す
る
私
法
上
の
法
律
関
係
の
『
ふ

き
だ
ま
り
』
な
の
で
あ
る
。
」
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
利
得
償
還
請
求
権
を
論
ず
る
に
は
、
手
形
自
体
に
つ
い
て
の
理
解
と
と
も
に
、

手
形
が
利
用
さ
れ
る
取
引
の
全
体
像
に
つ
い
て
の
理
解
を
前
提
・
と
す
る
。
浅
学
の
筆
者
に
は
こ
の
前
提
が
な
い
こ
と
を
畏
れ
つ
つ
、

つ
の
解
釈
論
を
敢
え
て
展
開
し
た
い
と
思
う
。

周
知
の
よ
う
に
手
形
法
は
、
「
為
替
手
形
及
約
束
手
形
ニ
関
シ
統
一
法
ヲ
制
定
ス
ル
条
約
」
「
第
一
附
属
書
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る

が
、
利
得
償
還
請
求
権
は
、
留
保
条
項
を
定
め
た
条
約
「
第
二
附
属
書
」
一
五
条
を
援
用
し
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
統
一
条
約
参

加
国
に
あ
っ
て
も
、
こ
の
問
題
の
取
扱
い
は
区
々
で
あ
る
。
手
形
法
人
五
条
は
、
商
法
(
明
治
三
二
年
)
旧
四
四
四
条
が
ド
イ
ツ
手
形
条

令
八
三
条
に
倣
っ
て
採
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
利
得
償
還
請
求
権
の
制
度
を
、
ド
イ
ツ
手
形
法
八
九
条
と
と
も
に
、
取
入
れ
た
も
の
で
あ

る
。
商
法
旧
四
四
四
条
、
ド
イ
ツ
手
形
法
人
九
条
と
の
相
違
は
義
務
者
と
し
て
裏
書
人
を
加
え
た
こ
と
で
あ
り
(
そ
れ
が
解
釈
論
に
ど
う

影
響
す
る
か
の
問
題
に
つ
い
て
は
後
述
参
照
)
、

さ
ら
に
ド
イ
ツ
手
形
法
人
九
条
と
の
相
違
と
し
て
、
所
持
人
の
損
害
を
要
件
と
せ
ず
、
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と
の
右
の
相
違
お
よ
び
条
文
の
体
裁
の
相
違
か
ら
、

(
こ
の
二
つ
は
商
法
旧
四
四
四
条
と
同
じ
で
あ
る
)
。
ド
イ
ツ
法

い
く
つ
か
の
間
題
に
つ
い
て
は
ド
イ
ツ
法
と
は
立
場
を
異
に
す
る
、
と
も
い
え
る
が
、

利
得
償
還
請
求
権
の
時
効
期
間
を
定
め
ず
、
解
釈
に
委
ね
た
点
が
あ
る

本
稿
の
利
得
償
還
請
求
権
の
内
容
、
発
生
要
件
に
つ
い
て
は
後
述
の
よ
う
に
、

ド
イ
ツ
の
解
釈
論
が
役
立
つ
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
も

ド
イ
ツ
の
最
近
の
解
釈
論
で
も
、
結
論
は
と
も
か
く
、

(
8
)
 

な
く
は
な
い
が
。

理
論
づ
け
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
り
、
後
述
の
よ
う
に
疑
問
の
余
地
も

つ
ル
γも、

紙
数
節
約
の
た
め
、

以
下
の
叙
述
で
は

(
特
に
五
の
具
体
的
適
用
)
、
約
束
手
形
を
A
が
振
出
し
、
そ
れ
が
受
取
人
B
か
ら
順
次
C
、
D
、

-
・
と
裏
書
譲
渡
さ
れ
た
場
合
を
主
に
述
べ
る
。
最
後
の
所
持
人
は
叙
述
の
都
合
上
、
適
宜
B
、

c、
D
等
で
あ
る
。
為
替
手
形
の
場
合

は
、
振
出
人
と
支
払
人
・
引
受
人
と
の
関
係
を
資
金
関
係
(
口
市
長

g
m回
話
忌
包
百
ぽ
)
、
振
出
人
と
受
取
人
・
第
一
裏
書
人
と
の
関
係
お
よ

び
裏
書
人
と
被
裏
書
人
と
の
関
係
を
対
価
関
係
(
〈
巳
ロ
件
当
号

E-su)
と
呼
ん
で
区
別
す
る
が
、
支
払
人
・
引
受
人
に
つ
い
て
み
れ
ば
、

そ
の
な
す
引
受
は
振
出
人
と
の
聞
の
原
因
関
係
上
の
債
務
の
、
履
行
の
た
め

(
N田
r-cロ
加
国
}
回
同

-r巾
H
1
)

(ω-nr21
・

で
あ
り
、
担
保
の
た
め

g
m島
田
】
ゲ
叩
ろ
で
あ
り
、

ま
た
は
履
行
に
代
え
て

ま
た
は
引
受
な
い
し
支
払
い
の
後
に
振
出
入
に
対
し
て

(
N田
F
T
Hロ
関
田
凹
仲
間
骨
片
)

で
あ
り
、

求
償

(
岡
山
巾

4
3
1
2
1ロ
ロ
ぬ
)

債
権
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
(
最
後
の
場
合
を
約
束
手
形
に
つ
い
て
考
え
れ
ば
、

A
が
B
の
た
め

い
わ
ゆ
る
融
通
手
形
を
振
出
し
た
場
合
を
考
え
れ
ば
よ
い
。

A
は
B
に
対
し
て
、

そ
の
聞
の
融
通
契
約
に
従
い
、
あ
る
い
は
手
形
の

手形利得償還請求権

満
期
前
に
既
に
、
あ
る
い
は
手
形
の
支
払
後
に
、
手
形
金
相
当
額
の
求
償
権
を
有
す
る
。
)
、
資
金
関
係
と
対
価
関
係
に
内
容
的
な
実
質
的

一
律
に
扱
っ
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、

A
を
為
替
手
形
の
引
受
人
、

B
を
振
出
入
、

C
を
受
取
人
、
以
下
順

相
違
が
あ
る
わ
け
で
な
く
、

Ei---
を
考
え
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。
為
替
手
形
の
特
殊
性
は
、

次

D
、

B
が
振
出
し
た
が
、
支
払
人
A
が
引
受
を
せ
ず
、

皇
示
期
間

の
徒
過
ま
た
は
遡
求
義
務
者

(
B
、

c、
等
e
)

に
対
す
る
時
効
完
成
に
よ
っ
て
遡
求
権
が
消
滅
し
た
場
合
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に
は

B

が
利
得
償
還
義
務
者
で
あ
る
と
の
結
論
に
お
い
て
は
争
い
が
な
い

(
支
払
保
証
l
l
l
小
切
手
法
五
三
条
以
下

1
!の
な
い
一
般
の
小
切
手

北法31(2・3)403



説

の
場
合
と
同
様
で
あ
る
)
。
ま
た

C
、

D
、
等
の
裏
書
人
は
ど
う
い
う
場
合
に
ど
の
範
囲
で
義
務
者
と
な
る
か
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

述
の
義
務
者
と
し
て
の
裏
書
人
に
つ
い
て
述
べ
る
と
こ
ろ
が
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
。

論

ハ
1
)
鴻
常
夫
「
手
形
法
上
の
利
得
償
還
請
求
権
」
商
法
研
究
ノ

l
ト

E
一
八
三
頁
、
手
形
研
究
七
七
号
所
収
。

〈

2
〉
第
二
附
属
香
第
一
五
条

各
締
約
国
ハ
失
権
又
ハ
時
効
ノ
場
合
-
一
一
於
テ
ハ
資
金
ヲ
供
給
セ
ザ
ル
振
出
人
又
ハ
不
当
利
得
ヲ
得
タ
ル
振
出
入
若
ハ
裏
書
人
ニ
対
ス
ル
訴
権
ガ
其
ノ
領

域
内
ニ
於
テ
存
在
ス
ト
決
ス
ル
ノ
自
由
ヲ
有
ス
同
一
ノ
権
能
ハ
時
効
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
資
金
ヲ
受
領
ジ
又
ハ
不
当
利
得
ヲ
得
タ
ル
引
受
人
-
-
付
テ
モ
存
在

ス

(
3
〉
浜
田
一
一
男
「
利
得
償
還
」
手
形
法
・
小
切
手
訟
講
座

5
一
二
七
頁
以
下
参
照
。

(

4

)

商
法
(
明
治
三
二
年
)
四
四
四
条

手
形
ヨ
リ
生
シ
タ
ル
債
権
カ
時
効
又
ハ
手
続
ノ
欠
依
ユ
因
リ
テ
消
滅
シ
タ
ル
ト
キ
ト
雌
モ
所
持
人
ハ
振
出
人
又
ハ
引
受
人
ユ
対
ジ
其
受
ケ
タ
ル
利
益
ノ

限
度
ニ
一
於
テ
償
還
ノ
請
求
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

(
5
)
明
治
二
三
年
の
旧
商
法
は
、
利
得
償
還
請
求
権
制
度
と
同
一
の
機
能
を
も
っ
制
度
と
し
て
、
当
時
の
プ
ラ

γ
ス
商
法
の
資
金
(
匂

5
4
2
5ロ
〉
の
制
度
を

取
入
れ
て
(
司
法
省
・
ロ
エ
ス
レ
ル
氏
起
稿
商
法
草
案
下
巻
二
七

O
頁
以
下
、
四
七
一
一
良
以
下
、
参
照
)
、
第
一
一
編
商
の
通
則
第
十
二
章
手
形
及
ヒ
小
切

手
総
則
中
に
次
の
規
定
を
お
い
た
。

第
七
一
四
条
手
形
ヨ
リ
生
ス
ル
請
求
権
ヲ
時
効
ユ
因
リ
又
ハ
法
律
二
規
定
シ
タ
ル
行
為
ヲ
怠
リ
タ
ル
ユ
因
リ
テ
失
ヒ

F
ル
者
ハ
其
失
ヒ
タ
ル
ニ
拘
ハ

ラ
ス
支
払
人
、
振
出
人
又
ハ
築
設
譲
渡
人
ニ
対
シ
此
等
ノ
者
カ
支
払
ハ
サ
ル
為
替
資
金
若
F
ハ
取
戻
ジ
タ
ル
為
替
資
金
三
凶
リ
テ
己
レ
ヲ
利

γ
タ
ル
限
度

ユ
於
テ
右
詩
求
権
ヲ
主
張
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
第
七
百
十
一
条
ノ
場
合
-
一
係
ル
モ
ノ
ト
雄
モ
亦
同
シ

第
十
二
章
第
一
節
為
替
手
形
第
十
一
款
資
金
中
に

第
八

O
五
条
方
式
ニ
依
ラ
サ
ル
引
受
ト
蜂
モ
其
引
受
ニ
依
リ
テ
引
受
人
カ
為
替
資
金
義
務
者
ヨ
リ
為
替
資
金
ヲ
受
取
リ
タ
リ
ト
ノ
推
定
ヲ
生
ス
但
参

加
引
受
ヲ
為
シ

F
ル
ト
キ
ハ
此
限
一
一
ア
ラ
ス

第
八

O
六
条
為
替
資
金
義
務
者
ト
所
持
人
ト
ノ
間
ニ
在
テ
ハ
為
替
手
形
ノ
引
受
ニ
依
リ
テ
為
替
資
金
ヲ
供
シ
タ
リ
ト
ノ
推
定
ヲ
生
セ
ス

七
一
四
条
、
八

O
五
条
、
八

O
六
条
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ロ
エ
ス
レ
ル
草
案
七
七
六
条
、
八
六
六
条
、
八
六
七
条
に
対
応
す
る
。
参
考
と
さ
れ
た
当
時
の
フ
ラ 後

北法31(2・4)404



手形利得償還請求権

γ
ス
商
法
一
七

O
条
、
一
七
一
条
、
一
一
七
条
と
の
相
違
は
、
利
得
償
還
に
あ
た
る
場
合
に
も
フ
ラ

γ
ス
商
法
一
一
七
条
三
項
が
振
出
入
は
資
金
を
供
し

た
こ
と
に
つ
い
て
立
証
責
任
を
負
う
と
し
た
も
の
を
、
旧
商
法
八

O
六
条
は
普
通
の
原
則
ど
お
り
に
、
引
受
が
あ
っ
て
も
為
替
資
金
を
供
し
た
こ
と
の
推

定
は
生
じ
な
い
、
従
っ
て
所
持
人
に
お
い
て
振
出
人
が
為
替
資
金
を
供
し
な
か
っ
た
こ
と
を
立
証
す
べ
し
と
し
た
こ
と
に
あ
る
ハ
司
法
省
・
ロ
エ
ス
レ
ル

氏
起
稿
商
法
草
案
下
巻
四
七
二
頁
〉
。

ち
な
み
に
、
資
金
は
順
次
の
所
持
人
に
移
転
す
る
旨
の
、
統
一
法
に
基
づ
く
以
前
の
フ
ラ

γ
ス
商
法
一
一
六
条
二
項
は
、
前
か
ら
の
実
務
に
応
じ
て
一

九
二
二
年
(
大
正
二
年
)
の
改
正
で
挿
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
(
当
ち
f
z
u芯

P
S
N
E
S
Z
者
2
r
o
e
s
-
a
g乙
与
え
月
号
己
白
色

gnrHFP

A
H
-

品。∞)。
旧
商
法
七
一
四
条
か
ら
商
法
旧
四
四
四
条
へ
の
移
行
は
、
ブ
ラ

γ
ス
法
か
ら
ド
イ
ツ
法
へ
の
移
行
と
評
し
う
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
為
替
資
金

を
民
法
上
の
事
項
と
な
し
、
こ
れ
を
手
形
法
中
に
掲
げ
な
か
っ
た
こ
土
ハ
日
本
学
術
振
興
会
・
法
典
調
査
会
商
法
修
正
案
参
考
書
第
四
一
縦
二
ニ
一
氏
、
日
本

学
術
振
興
会
・
商
法
委
員
会
議
事
要
録
第
八
の
二
頁
以
下
〉
、
単
な
る
支
払
人
を
義
務
者
か
ら
除
い
た
の
は
、
こ
の
者
は
引
受
を
し
な
い
限
り
為
替
手
形

上
の
義
務
者
で
な
い
こ
と
(
前
掲
・
参
考
書
一
一
一
一
頁
、
前
掲
・
要
録
四
二
頁
)
、
義
務
者
中
の
裏
書
人
を
除
い
た
の
は
、
裏
書
人
が
手
形
上
の
権
利
を
得
る

に
は
岨
相
当
の
反
対
給
付
を
し
て
い
る
の
が
通
例
だ
か
ら
、
裏
書
人
の
受
け
た
利
益
の
限
度
で
償
還
を
さ
せ
る
の
は
不
当
で
あ
る
こ
と
(
前
掲
・
参
考
書
一

三
頁
、
前
掲
・
要
録
四
一
一
一
良
〉
、
で
あ
る
。

な
お
「
法
律
三
規
定

γ
タ
片
行
為
ヲ
怠
リ

F
ル
」
、
を
削
り
、
「
手
続
ノ
欠
依
」
と
し
た
の
は
、
岬
附
怠
が
な
い
こ
と
を
立
証
す
れ
ば
、
な
お
手
形
上
の
権

利
を
行
使
で
き
る
か
の
よ
う
な
誤
解
が
生
じ
る
余
地
の
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
理
由
で
あ
る
(
前
掲
・
参
考
書
一
一
一
一
頁
、
前
掲
・
要
録
四
二
頁
参
照
)
。

(
6
〉
〉
ユ
-
密
売
の
・

(H)
宮
佳
作
君

2
Z刊
百
間
宮
開
。
〈

2
Z
E
-
-
n
F
o
x
e
m
〉
g
m
E
r
g
D号
円
《
宮
〉

g
m
y
g
2
ω
L
E
H
n
y
〈

2
筈
『
包
括

O
L
2
《山田弘一

R
n
F
2
-
D
2
r
o
p
L
m
-
w
Eロ
O
N
E円開門司同何回目
Z
ロ
明
会
山
田

JM『四円『問問】円四
ny円
曲
目
。
丹
耳
町
田
門
出
向
時
国
間
ロ
一
色
ロ
ロ
間
ぐ
ゆ
円
切
開

CHU片
君
。
同
ι町ロ

Z
F
g

z
o
F
Oロ
号

P
S
F
E
Z円
仏
巾
田
君
。

n
Z
各
国
C
3
X
S
G
R
n
z
o
?
と
:
目
。
回
目
白

r
s
x
e
a
g
ω
吾
邑
g
Z
E
n
r
o円ロ

s
a
g
-
。。同

〉ロ回同】門口口

r
R
A
E
R
P
C日開
nroLmw円
切

2
0
-
n
Y
2
E
D
m
Z円
』
与
え

E
仏門

E
F
r耳
目
白
担
ロ
ゲ
品
。

B
M
W円
-gnyoロ
門
由
。
門
司
刊
円

7
8
-
B陣{出問。ロ

〈
R
E
E
-
-
n
r
r色丹・

(
日
)
の

omoロ
L
E
Hロ仏
D目印同ロお
P

内
田

2
0ロ
君
。

ngo-HHH間
宮
問
。

J1REz--nrr色丹

2-cω
口}再ロ

H
a
p
p丘
2

2ロ
m
o
r
r
2
〉
ロ
名
門
ロ
ロ

V
E
n
z
m
H
m芹・

ハ
7
)
鴻
・
前
掲
一
七
五
頁
。

(
8〉
〈

m
-
4
F
E
g
n
V固
め
片
足

Z
Y
-
-
4〈
2
5
K
2
3
5仏
ω
n
r
o
n
r
m
o
E
N
L
N
-
〉口出・

(Hus-ω
・
8
H
R・山

EConr・(
u
g
g叩
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説

者

2
宮
3
2
P
H
H・
〉
己
出
・

3
4
3
ム
-
H
N
U
R
-
-
F
F
E
N
D
-
-ロ
F
者
R
G
を
3
2
F
ロ
-
吉
田
・

(
5
4
3・

ω-Em-

(

9

)

資
金
関
係
と
対
価
関
係
を
対
立
し
て
観
念
す
る
こ
と
は
、
為
替
手
形
の
利
用
が
大
多
数
で
あ
る
ド
イ
ツ
で
は
行
な
わ
れ
易
い
〈
約
束
手
形
と
同
じ
機
能

は
、
振
出
入
が
自
己
宛
で

l
l
l手
形
法
三
条
二
項

l

l
既
に
引
受
済
の
為
替
手
形
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
な
い
う
る
。
〈

m-.‘
切
開
呂
田

gny・

国
民
2
B
o
r
-
-
F
白・。・

7
〉
HH・
3
河内】

p
ω
)。
し
か
し
、
約
束
手
形
及
び
自
己
宛
為
替
手
形
の
振
出
人
は
自
ら
資
金
を
供
給
す
る
義
務
が
あ
る
か
、
は

既
に
、

(
U
8
2
0
F
T
W
E
E
n
r
p
ω
巧
2
r
z
r
o
n
E
C
S
3・
ω・
品
目
〉
ロ
ヨ

-U
が
否
定
的
に
述
べ
て
レ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
後
述
。

百命

利
得
償
還
請
求
権
の
性
質

手
形
法
は
、
手
形
上
の
債
務
者
の
責
任
が
極
め
て
厳
格
な
た
め

(
手
形
厳
正
、
抗
弁
切
断
、
手
形
訴
訟
な
ど
て

」
れ
と
の
バ
ラ
ン
ス

上
、
手
形
権
利
者
に
対
し
て
も
手
形
上
の
権
利
の
行
使
、
保
存
に
つ
き
一
定
の
期
間
内
の
一
定
の
行
為
を
要
求
し
、

の
欠
扶
と
し
て
手
形
上
の
権
利
の
消
滅
を
来
た
す
も
の
と
し
、
ま
た
手
形
上
の
権
利
に
つ
い
て
は
一
般
債
権
よ
り
も
短
期
の
消
滅
時
効
期

聞
を
定
め
る
。
し
か
し
そ
の
結
果
、
手
続
の
欠
快
、
時
効
と
い
う
手
形
上
の
権
利
の
消
滅
の
手
形
法
上
の
原
因
は
あ
り
な
が
ら
、
手
形
授

こ
れ
を
怠
る
と
手
続

受
の
実
質
関
係
を
も
考
慮
す
る
と
、

不
衡
平
な
結
果
を
も
た
ら
す
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
為
替
手
形
の
振
出
人
は
、
受
取
人
か
ら

対
価
を
取
得
し
て
手
形
を
交
付
し
つ
つ
、
手
続
欠
映
、
時
効
の
結
果
支
払
人
に
資
金
を
供
給
す
べ
き
こ
と
を
免
れ
、
ま
た
既
に
給
付
し
た

ま
た
為
替
手
形
の
引
受
人
、
約
束
手
形
の
振
出
人
は
、
引
受
、
振
出
の
実
質
関
係
、
た
と
え
ば
売

資
金
を
取
戻
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、

買
に
よ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
振
出
人
ま
た
は
受
取
人
か
ら
売
買
の
目
的
物
を
取
得
し
、

手
形
を
も
っ
て
決
済
す
べ
き
代
金
債
務
を
、
手
形
の
時

効
に
よ
っ
て
免
れ
る
こ
と
、
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
こ
で
手
形
法
は
、
衡
平
の
観
点
か
ら
、
手
形
上
の
権
利
が
手
続
欠
飲
ま
た
は
時
効
に
よ

っ
て
消
滅
し
た
場
合
(
以
下
で
は
適
宜
あ
わ
せ
て
失
権
と
よ
び
、

そ
の
手
形
を
失
権
し
た
手
形
と
よ
ぶ
)

に
も
、
振
出
人
、
引
受
人
ま
た

は
裏
書
人
が
実
質
関
係
上
利
得
し
て
い
る
場
合
に
は
、

そ
の
「
受
ケ
タ
ル
利
益
ノ
限
度
」
に
お
い
て
、
所
持
人
は
そ
の
償
還
の
請
求
を
で

き
る
と
し
た

(
八
五
条
)
。

北法31(2・6)406



利
得
償
還
請
求
権
の
性
質
は
、
不
法
行
為
な
い
し
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
で
は
な
く
、
民
法
上
の
不
当
利
得
返
還
請

求
権
で
も
な
く
、
ま
た
原
因
関
係
に
基
づ
く
権
利
で
も
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
判
例
、
通
説
は
、
手
形
上
の
権
利
の
消
滅
を
原
因

と
し
て
、
前
述
の
衡
平
の
趣
旨
か
ら
、
所
持
人
に
与
え
ら
れ
た
手
形
法
上
の
特
別
の
権
利
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、

こ
の
権
利
を
手
形
上
の
権
利
の
残
存
物
と
し
、
あ
る
い
は
こ
れ
と
同
様
に
手
形
上
の
権
利
自
体
で
は
な
い
が
、
そ
の
権
利
の
相
手
方
と
数

量
が
限
定
さ
れ
た
変
形
物
な
い
し
復
活
物
と
し
て
、
手
形
上
の
権
利
に
近
い
取
扱
い
を
主
張
す
る
立
場
も
あ
る
。
し
か
し
、
利
得
償
還
請

求
権
を
手
形
上
の
権
利
の
「
残
存
物
」
「
変
形
物
」
「
復
活
物
」
と
法
的
性
質
付
を
行
な
っ
て
も
、
す
べ
て
が
手
形
上
の
権
利
と
同
じ
に
扱

手
形
訴
訟
の
利
用
)
、

わ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
(
た
と
え
ば
履
行
地
、

ば
な
ら
な
い
。
「
残
存
物
」
「
変
形
物
」
「
復
活
物
」
と
す
る
説
は
、

除
権
判
決
の
所
持
、
交
付
な
い
し
受
戻
を
要
す
る
と
す
る
立
場
、
時
効
期
間
は
民
法
一
六
七
条
一
項
所
定
の
一

O
年
で
は
な
く
、
商
法
五

区
々
に
扱
う
な
ら
ば
そ
の
た
め
の
明
確
な
根
拠
が
示
さ
れ
な
け
れ

利
得
償
還
請
求
権
の
行
使
、

譲
渡
に
つ
き
手
形
な
い
し
そ
れ
に
代
る

O
一
条
四
号
に
い
う
「
手
形
ニ
関
ス
ル
行
為
」
に
よ
っ
て
生
じ
た
債
権
に
準
じ
て
考
え
る
べ
き
で
、
商
法
五
二
二
条
が
類
推
適
用
さ
れ
て

五
年
と
解
す
る
立
場
、
手
形
上
の
債
務
の
担
保
は
利
得
償
還
請
求
権
を
も
担
保
す
る
と
い
う
立
場
、

を
解
釈
論
と
し
て
導
き
易
い
。
し
か

し
行
使
、
譲
渡
に
手
形
の
所
持
、
交
付
を
要
す
る
か
否
か
の
問
題
に
つ
い
て
、

に
結
論
を
導
く
こ
と
に
は
疑
問
が
提
出
さ
れ
て
い
る
し
、
時
効
期
間
に
つ
い
て
は
、
論
理
の
赴
く
と
こ
ろ
、
利
得
償
還
義
務
者
が
引
受
人
、

こ
れ
を
肯
定
す
る
側
か
ら
も
、
法
的
性
質
論
か
ら
た
だ
ち

手形利得償還請求権

ま
た
は
約
束
手
形
の
振
出
人
で
あ
る
か
、
裏
書
人
、

ま
た
は
為
替
手
形
の
振
出
入
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
区
々
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と

七
七
条
一
項
八
号
、
七
八
条
一
項
)
、
「
残
存
物
」
「
変
形
物
」
「
復
活
物
」
と
い
わ
な
く
と
も
、
時
効
期

聞
を
五
年
と
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。
ま
た
担
保
の
移
行
の
問
題
は
担
保
権
設
定
契
約
の
当
事
者
の
意
思
解
釈
の
問
題
と
い
え

よ
う
。

(
手
形
法
七

O
条、

に
な
ろ
う
し

北法31(2・7)407

要
す
る
に
、
利
得
償
還
請
求
権
の
法
的
性
質
論
か
ら
何
ら
か
の
解
釈
論
的
結
論
を
引
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
利
得
償
還
請
求
権



説

を
手
形
上
の
権
利
の
「
残
存
物
」
「
変
形
物
」
「
復
活
物
」
と
い
う
こ
と
に
解
釈
論
的
意
味
が
あ
る
わ
け
で
も
な
凶
r

そ
こ
か
ら
直
ち
に
解

E命

べ
き
か
と
い
う
観
点
か
ら
、

そ
の
法
的
性
質
を
吟
味
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
前
述
の
よ
う
に
、
短
期
時
効
と
手
続
欠
献
と
い
う
厳

北法31(2・8)408

釈
論
的
結
論
を
導
き
出
す
と
い
う
こ
と
で
は
な
し
に
、
利
得
償
還
請
求
権
と
い
う
法
定
債
権
が
、
私
法
体
系
上
ど
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る

格
な
法
の
適
用
に
よ
る
手
形
上
の
権
利
消
滅
は
、
そ
の
基
礎
と
な
っ
た
実
質
的
関
係
を
も
含
め
て
観
察
す
る
と
、
終
局
的
な
も
の
と
し
て

法
的
妥
当
性
を
認
め
え
な
い
財
産
移
動
を
も
た
ら
す
の
で
、
衡
平
の
見
地
か
ら
財
産
移
動
の
調
整
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
統
一
条
約
第
二

附
属
書
一
五
条
に
い
う
よ
う
に
、
不
当
利
得
返
還
請
求
権
で
あ
っ
て
、
民
法
の
不
当
利
得
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
特
別
の
形
態
と
考
え

る
だ
け
で
十
分
で
あ
ろ
う
。
た
だ
手
形
法
八
五
条
が
そ
の
不
当
利
得
法
理
を
独
立
に
、
か
つ
全
面
的
に
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
利
得
償
還
請
求
権
は
そ
の
基
礎
を
「
衡
平
」
に
お
く
と
い
っ
て
も
、
そ
の
こ
と
は
あ
ら
ゆ
る
法
分
野
に
共
通
な
こ
と
で
あ
る
か

ら
、
そ
れ
故
に
こ
の
権
利
を
広
く
解
す
る
、
そ
れ
放
に
補
充
前
の
白
地
手
形
に
基
づ
い
て
も
こ
の
権
利
は
成
立
す
る
、
逆
に
そ
れ
故
に
所

持
人
に
他
の
民
法
上
の
救
済
の
途
な
き
と
き
に
限
り
成
立
す
る
、
と
い
う
の
は
解
釈
論
と
し
て
の
根
拠
に
乏
し
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。

(
1
〉
利
得
償
還
請
求
権
の
性
質
に
つ
い
て
は
、
古
く
か
ら
争
い
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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阻
ロ
チ
ロ

2
d弓
m
n
Z巾
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5
L
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5
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口
F
i
r
R
Z
Z
n
r
g

。Z出品
F
m
g
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5
0
6・
ω
色
は
、
「
利
得
償
還
の
訴
は
、
故
郷
を
失
っ
た
難
民
の
よ
う
に
、
手
形
法
に
よ
り
民
法
へ
行
け
と
、
民
法
か
ら
手
形
法
へ
行

け
と
命
令
さ
れ
、
最
後
に
は
そ
の
双
方
の
領
域
か
ら
閉
め
出
さ
れ
る
」
と
す
る
。
論
争
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
〈

m---
口
広
田

n
F
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3
n
y
E
n
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o

Z
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良
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円
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E
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Z
Z
H
n
Z
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g
n
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E
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ι
g
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r
-
o
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n
Z
2
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5
ロ

g
B
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印

N
E
n
Y
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同
国
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L
2
5
7
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2
z
o
r
2
Z
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国

ELm-由
B
E
(〉円
nr.
同・

ι.
巧
.HF)
∞
(
5
5
.
H叶
印
・

(

3

)

民
法
不
当
利
得
と
見
る
者
の
う
ち
に
も
、

nDロ仏
-
2
5
2ロ
ゆ
口
同
戸
協
同
と
す
る
者
(
こ
れ
に
近
く
手
形
利
得
償
還
の
訴
は
、
コ

γ
デ
ィ
ク
チ
オ
も
ヴ
イ

γ

デ
ィ
カ
ヂ
オ
も
適
用
さ
れ
え
な
い
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
或
者
の
財
産
部
分
が
法
的
原
因
(
同

2
Z必
E
ロ
仏
)
な
し
に
他
人
の
下
に
あ
る
と
き
の
、
補



手形利得償還請求権

充
的
法
手
段
と
し
て
の
由
主

o
S
F
2
E
B
と
す
る
の
は
、
相
内

D
n
y
z
N
E
B
〉
ユ
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8
《

H
R
m
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E
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す
る
者
百

gos---KFRY-
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言
問

-
L
L
a
u町内
o
n
F
F
F
。

-h.

主
に
よ
る
)
、
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
何
者
も
他
人
の
損
害
に
お
い
て
利
得
す
べ
か
ら
ず
」
の
(
若
干
漠
と
し
た
〉
法
原
則
の
援
用
を
い
う
も
の
と
し
て
、

F
E
gゲ
E
m
-
E
D
E
E
m問
。
君
。

m
g
∞
2
2円
r
R
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ロ
白

ny
応
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g
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ロ
}
居
間
昨
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∞
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∞
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A∞同

(

4

)

大
判
明
治
四
五
・
四
・
一
七
民
録
一
八
斡
三
九
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頁
。

ハ
5
)
F
Z
P
U
F
m
巳
釘

0
5
5
0
含
己
昨
日

n
z
d司
onrz-口
三
ロ
ロ
ロ

m
g
u
巴
ロ

-
2
2口出

E
L
F
-苦
言
ロ
ロ
問
。

P

E
司

N
-
m
(
5
5・
ω・
NH由
民

-
H
F
-

』白

g
z
-
E
Zロ
ω・
日
三
一

g
g
y
o
H
L
-
国
-
0・
み

-
u
g
に
よ
る
。
当

E
E
L
-
田
・
回
-
。
-
ム

-
g
R・

木
内
宜
彦
「
利
得
償
還
請
求
権
の
制
度
的
な
再
検
討
」
法
学
新
報
七
八
巻
阿
・
五
・
六
号
)
四
四
頁
、
一
四
七
頁
、
一
七
二
頁
、
同
・
手
形
法
小
切
手

法
(
企
業
法
学

E
)
二
四
三
頁
以
下
、
二
四
六
頁
以
下
も
同
旨
か
。

(
6
〉
浜
田
・
前
掲
一
三

O
頁
以
下
、
鴻
・
前
掲
一
五
八
頁
、
田
中
誠
二
・
手
形
・
小
切
手
法
詳
論
上
巻
二
七

O
頁
、
参
照
。

〈

7
)
大
判
明
治
四
五
・
四
・
一
七
民
録
一
八
輯
三
九
七
頁
、
大
判
大
正
問
・
一

0
・
一
三
民
録
二
一
輯
一
六
七
九
頁
、
最
判
昭
和
三
四
・
六
・
九
民
集
二
ニ

巻
六
号
六
六
回
頁
。

(

8

)

岡
野
敬
次
郎
・
日
本
手
形
法
一
三

O
頁
、
松
波
仁
一
郎
・
改
正
日
本
手
形
法
四
八
五
頁
以
下
、
松
本
系
治
・
再
販
手
形
法
九
三
京
以
下
、
升
木
貫
一
夫
・

手
形
小
切
手
法
論
三
五
九
頁
、
竹
田
省
・
手
形
法
・
小
切
手
法
五
五
頁
、
伊
沢
孝
平
・
手
形
法
・
小
切
手
法
二
三
三
頁
、
石
井
照
久
・
鴻
常
夫
増
補
・
手

形
法
・
小
切
手
法
商
法
W
一
四
四
頁
、
大
隅
健
一
郎
|
河
本
一
郎
・
注
釈
手
形
法
・
小
切
手
法
四

O
八
頁
、
大
森
忠
夫
・
新
版
手
形
法
・
小
切
手
法
講
義

二
O
O頁
、
河
本
一
郎
「
利
得
償
還
請
求
権
」
総
合
判
例
研
究
叢
書
商
法
剣
一
二
八
頁
。

ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
、
利
得
償
還
請
求
権
を
、
特
別
の
種
類
の
、
実
定
法
に
よ
る
不
当
利
得

(
gロ
岳

2
5
由即日

g
S
F
)
と
す
る
も
の
と
し
て

ω君。
Z
E
¥
U
F
O
F円。
-
n
F
2
5
m由
主
釦
問
。

2
国
母
ヨ
〉

E
Z
-
自

LO円
E
-
m
2
5
5ロ
ロ

2
z
n
r
g
君
。

n
r
z
z三
ロ
ロ
ロ

muw
〉

5
7・同・

L・
4〈
-

HN・
5

S

5・
N吉
良
山
田

2
5
8
p
u
g
ロ
2
5
Z
J
p
n宮内日
z
n
r
H
(
5
3
)ふ
・

8
二
-
ま
た
、
吋

F
o
-
-
E
E
m
-
Z
R
Z
-
H
H・
4〈
2
Z。
-
3
7グ

品
・
〉
口
出
会
∞
斗
∞
)
は
、
手
形
利
得
償
還
請
求
権
を
手
形
法
的
な
、
即
ち
手
形
条
令
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
債
権
で
あ
っ
て
、
民
法
的
又
は
純
粋
に
民
法
的

な
も
の
で
は
な
い
と
す
る
が

(ω'ω
∞H
)

、
訴
は
当
然
に
一
般
の
訴
訟
の
み
が
で
き
る
と
す
る
か
ら

3
・
ω∞N
ご
こ
の
説
に
属
す
る
と
評
せ
よ
う
。

(
9
)
田
中
耕
太
郎
・
手
形
法
小
切
手
法
概
論
一
九
四
頁
。
烏
賀
陽
然
良
・
手
形
法
七

O
頁
以
下
。
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手形利得償還請求権

U
E
n
y
oア
p
p
c・-
ω
'
8
H
に
よ
れ
ば

(
U
8
2
2ロ
の
所
説
に
近
い
が
、
利
得
に
つ
い
て
、
わ
自
己
命
日
ロ
が
手
形
金
額
ま
た
は
遡
求
金
額
の
節
約
と
見

る
の
に
対
し
て
、

Hurgnyo
は
、
常
に
資
金
に
注
目
す
る
こ
と
、
同

v
r
a円
ro
は
手
形
訴
訟
を
許
容
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
「
残
存
物
」
と
明
言
し
な
い
が
、
利
得
償
還
の
債
権
は
以
前
と
同
じ
よ
う
に
|
|
た
と
え
消
滅
は
し
て
も
l
|
書
面
行
為
に
基
づ
く
、
た
だ
条
件

づ
け
ら
れ
、
量
的
に
制
限
さ
れ
る
だ
け
の
債
権
で
あ
る
と
す
る
の
込
ロ
ゲ
ロ
グ
巧

2
Y宮
町

2
Z
N・回
ι・
2
S
3・
ω・
8
0
〉
ロ
ヨ
・
由
も
、
疑
問
も
あ
る

が
残
存
物
理
論
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
(
例
区
・

U
E
R
Zア
p
m
。
二
凶

-
u
g
ご。

〈
日
〉
最
判
昭
和
四
二
・
三
・
コ
ご
民
集
二
一
巻
二
号
四
八
三
頁
。
鈴
木
竹
雄
・
手
形
法
・
小
切
手
法
三

O
九
頁
以
下
、
浜
田
・
前
旧
制
一
三

O
頁
以
下
、
田
小

誠
二
・
前
掲
二
七

O
頁
以
下
。

(
ロ
)
服
部
栄
三
「
利
得
償
還
請
求
権
と
手
形
証
券
」
現
代
商
法
学
の
課
題
中
(
鈴
木
竹
雄
先
生
古
稀
記
念
〉
七
五
一
頁
以
下
。

(
日
)
浜
田
・
前
掲
一
五
七
頁
、
一
七

O
頁。

(
凶
)
鴻
・
前
掲
一
六

O
頁。

(
時
)
服
部
・
前
掲
七
五
五
頁
。

(
f
m

〉
最
判
昭
和
四
二
・
ゴ
プ
コ
二
民
集
二
-
巻
二
号
四
八
三
頁
、
最
判
昭
和
四
六
・
内
・
二
三
金
融
法
務
六
二
一
号
三
六
頁
。
反
対
、
大
判
明
治
四
五
・
四
・

一
七
民
録
一
八
輯
=
一
九
七
頁
、
大
判
大
正
八
・
二
・
二
六
民
録
二
五
輯
一
一
一
八
一
一
員
、
大
判
大
正
一

0
・
二
・
二
ハ
民
録
二
七
輯
コ
二
四
頁
。

田
中
耕
太
郎
・
前
掲
一
九
五
頁
、
鈴
木
・
前
掲
一
二
一
一
一
氏
、
田
中
誠
二
・
前
掲
二
七
一
頁
。

ち
な
み
に
、
現
行
ド
イ
ツ
手
形
法
八
九
条
一
項
二
文
の
、
利
得
償
還
請
求
権
の
時
効
期
間
を
三
年
と
す
る
明
文
の
規
定
の
な
か
っ
た
、
手
形
条
令
八
二
一

条
に
関
し
て
、
残
存
物
理
論
を
と
る
学
説
も
、
そ
の
時
効
期
間
を
一
般
債
権
の
三

O
年
と
し
て
い
た
。

HNor-}巴
p

m
国
・
。
・
・
〉
ユ
-
∞

ω
〉
ロ
ヨ
ア

ω
S
E
r
-
2
5ロ
N
-
F
P
C
-
(者・

0
・)・〉ユ・

8
〉
ロ
ヨ

-N0・
ぐ
開

-
-
O
E
g
o
s
r
-
E
F
R
Z曜
日
・
凹
・
。
・
1
〉
3
・
S
〉
ロ
ヨ

-HW
前
鈎
司
法
省
・
ロ
エ

ス
レ
ル
氏
起
稿
商
法
草
案
下
巻
二
七
八
頁
以
下
参
照
。

(
汀
)
東
京
地
裁
八
王
子
支
判
昭
和
三
三
.
一
コ
了
ニ
八
下
民
集
九
巻
三
号
五
一
一
三
二
」

印

TUο
吋芯口ロ与rz¢三F同F唱
L釦P.
釦F.
。φ•. 

ω.
印

g
〉
ロ

g.

。?U
ω
S巳与
σ.ω留門可吋
E釦gロRNF唱
L白P.
釦F.
。9.(4君
弓
。
.U)-

〉門三P同
?
.
∞
詔
由
〉
ロ

B.NyUω2同可円
g釦自ロRNF唱
L岱P.
白
.
。9.噌〉円ユ丹.∞
g申
〉
ロ
ヨ
.
叫
.

反
対
、
福
山
区
判
昭
和
二
・
四
・
七
新
聞
二
六
九
一
号
九
頁
。

こ
れ
を
肯
定
す
れ
ば
一
般
に
利
得
償
還
義
務
者
と
さ
れ
て
い
な
い
振
出
入
、
引
受
人
の
手
形
保
証
人
も
、
娠
出
入
、
引
受
人
の
利
得
に
つ
い
て
で
は
あ

る
が
支
を
負
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

ω
S
E
r
-
ω
H
E
R
-
g
gロ
♂
同
-
P
。
-
は
意
思
が
は
っ
き
り
し
な
い
と
き
、
疑
わ
し
い
と
き
は
と
い
う
限
定
っ
き
だ
が
、
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説

手
形
の
客
観
解
釈
か
ら
は
、
右
の
結
果
を
認
め
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
手
形
保
証
人
の
意
思
を
問
題
に
す
る
な
ら
後
述
註
(
却
)
の
何

-rg玄・
ω・
宏
司

〉
ロ
ヨ
・

ω
の
い
う
よ
う
に
失
権
前
に
だ
け
責
任
を
負
う
と
い
う
の
が
真
相
に
近
い
で
あ
ろ
う
。

(
時
)
北
沢
正
啓
「
利
得
償
還
請
求
権
」
商
法
演
習
(
旧
)
班
二

O
七
頁
、
浜
田
・
前
掲
一
五
七
頁
、
な
お
一
六
一
頁
参
照
、
前
田
庸
「
利
得
償
還
請
求
権

ー
ー
そ
の
行
使
の
要
件
お
よ
び
そ
れ
に
関
連
す
る
こ
、
三
の
問
題
|
|
」
学
習
院
大
学
研
究
年
報
一
一
・
四
頁
。

(
四
〉
法
律
行
為
(
手
形
行
為
〉
に
よ
っ
て
一
旦
生
じ
た
債
権
ハ
手
形
債
権
〉
が
消
滅
し
、
別
の
法
定
債
権
(
利
得
償
還
請
求
権
〉
が
生
ず
る
と
い
う
点
か

ら
、
商
事
契
約
の
解
除
に
よ
り
生
ず
る
原
状
回
復
義
務
の
履
行
不
能
に
よ
る
損
害
賠
償
義
務
に
つ
き
、
商
事
性
を
肯
定
し
た
、
最
判
昭
和
三
五
・
一
一

-
民
集
一
四
巻
二
ニ
号
二
七
八
一
頁
が
類
似
の
ケ
l
ス
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
反
対
趣
旨
の
判
例
が
あ
る
、
大
判
昭
和
一

0
・一

0
・
二
九
新
聞
一
ニ
九

O

九
号
一
五
頁
、
最
判
昭
和
五
五
・
一
・
二
四
民
集
三
四
巻
一
号
六
一
一
氏
。

(
叩
訓

)HW・
γ口
o
z・
ヨ

2
z
o
-
-
E仏
F
y
o
n
r
B
n
Z
(
g
g
-
ω
-
E∞
〉
ロ

5
・
ω・

(
幻
)
何

-
F
n
o
z
-
白・白・

9
・
ω
-
E印
一
回

Z
2
r目。田口
2
2・
mF
白・

9-ω
・
ロ
日
一
回

m
g
s
g
n
r・
出
丘
町
司
自
由

rf
田
・
同
・
。
・
・
〉
門
戸

S
H
N【

H
P
H・
「
残
存
物
」

と
解
す
る
註
(

ω

)

に
掲
げ
た
学
説
の
う
ち
に
も
、
手
形
訴
訟
手
続
が
許
さ
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
ロ

xmnroア
回

-mW・
O
・-ω-AHC印
が
否
定
す
る
の
は

当
然
と
し
て
、

HNorσEP
国
-m
。
・
・
〉

3
・∞

ω
〉
ロ
ヨ
・
∞
山
門

Umロ
2
2
p
目
・
同
・
。
・

ω・
品
位

(H)
一
列
。
ロ

EML-
同・白・

0
・・

ω・
ω自
は
否
定
す
る
。
な
お

田
中
耕
太
郎
前
掲
一
九
六
頁
も
否
定
説
。
一
般
に
は
そ
れ
に
よ
る
実
効
性
は
と
も
か
く
こ
れ
を
肯
定
し
て
い
る
。
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ば
宮
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口
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。
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∞
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。
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残
存
物
」
と
解
し
た
と
し
て
も
一
致
し
た
結
論
が
得
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
一
例
と
い
え
よ
う
。

ま
た
「
変
形
物
」
「
復
活
物
」
と
い
う
こ
と
で
、
「
残
存
物
」
と
い
う
こ
と
と
何
ら
か
の
異
な
る
結
論
が
導
か
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
必
ず
し
も
そ
う
い
え

な
い
よ
う
で
あ
る
。
と
す
る
と
要
は
、
手
形
上
の
権
利
が
消
滅
し
て
、
新
た
な
板
利
が
発
生
す
る
こ
と
の
比
喰
の
巧
拙
に
す
ぎ
な
い
と
い
え
よ
う
(
服
部
・

前
掲
七
五
一
頁
以
下
参
照
)
。
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大
判
明
治
三
人
・
一
一
・
二
五
民
録
一
一
輯
一
五
八
一
頁
、
大
判
明
治
四
五
・
四
・
一
七
民
録
一
八
斡
三
九
七
頁
、
大
判
大
正
二
・
問
・
一
四
民
録
一

言命
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九
輯
二
三
六
頁
、
富
谷
姓
太
郎
・
商
法
手
形
五
二
頁
以
下
、
岡
野
・
前
掲
一
二
七
頁
以
下
。
前
掲
司
法
省
・
ロ
エ
ス
レ
ル
氏
起
稿
商
法
草
案
下
巻
中
で
は

「
無
根
ノ
利
ヲ
占
メ
タ
リ
ト
ノ
訴
訟
」
「
非
理
占
利
訴
訟
」
と
呼
ん
で
い
る
。

(
剖
)
石
井
・
前
掲
一
四

O
頁。

(お
V

田
中
誠
二
・
前
掲
二
六
九
一
良
。

ハ
ぽ
山
〕

h

尽
都
地
判
昭
和
四
三
・
六
・
一
ニ
判
例
時
報
五
五
六
号
七
九
頁
。
大
関
河
本
・
前
掲
円

O
九
頁
。

(
幻
)
伊
沢
・
前
掲
二
三
六
頁
。
な
お
後
述
三
、
ハ
参
照
。

利
得
償
還
請
求
権
の
発
生
要
件

イ

利
得
償
還
請
求
権
の
当
事
者

権
利
者
は
、
時
効
完
成
ま
た
は
手
続
の
欠
快
に
よ
り
、
手
形
上
の
権
利
が
消
滅
し
た
当
時
の
手
形
所
持
人
で
あ
る
。
遡
求
義
務
を
履
行

し
て
手
形
を
受
戻
し
た
が
前
者
に
対
す
る
手
形
上
の
権
利
を
時
効
に
よ
り
喪
失
し
た
者
も
含
ま
れ
る
。
し
か
し
、
手
形
上
の
遡
求
義
務
が

な
い
の
に
失
権
し
た
手
形
を
償
還
し
た
者
に
は
、
そ
れ
に
つ
き
一
般
私
法
上
の
義
務
が
あ
っ
た
と
し
て
も
(
銀
行
取
引
約
定
書
ひ
な
型
六

一
O
条
三
項
参
照
)
、
利
得
償
還
請
求
権
が
原
始
的
に
発
生
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
者
は
失
権
の
時
に
お
け
る
所
持
人
で
は
な
か

条っ
た
か
ら
。
こ
の
者
に
は
後
者
に
発
生
し
た
利
得
償
還
請
求
権
を
譲
受
け
る
か
、
損
害
賠
償
者
の
代
位
(
民
法
四
二
ニ
条
)
等
の
類
推
適

手形利得償還請求権

(
後
述
)
。
権
利
者
は
失
権
当
時
手
形
上
の
実
質
的
権
利
者
で
あ
れ
ば
よ
く
、
失
権
当
時
、

裏
書
の
連
続
あ
る
手
形
の
所
持
人
と
し
て
形
式
的
資
格
を
有
す
る
こ
と
が
必
要
な
わ
け
で
な
く
、
手
形
を
喪
失
し
て
お
っ
て
、
失
権
時
ま

で
に
除
権
判
決
を
得
て
い
な
く
と
も
よ
い
。

北法31(2・13)413

用
を
認
め
る
か
の
余
地
が
あ
る
だ
け
で
あ
る

義
務
者
は
、
振
出
人
、
引
受
人
お
よ
び
裏
書
人
に
限
ら
れ
る
。
問
題
は
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
者
の
利
得
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
後

述
す
る
。
引
受
を
し
な
い
支
払
人
、
委
託
手
形
の
第
三
者
(
手
形
法
三
条
三
項
)
、
支
払
担
当
者
(
手
形
法
四
条
、

二
七
条
、

七
七
条
二



説

項
)
、
手
形
保
証
人
(
手
形
法
一
ニ

O
条
以
下
、

七
七
条
三
項
)
、
参
加
引
受
人
(
手
形
法
五
六
条
以
下
)
に
利
得
の
生
ず
る
こ
と
は
考
え
う

そ
の
場
合
も
利
得
償
還
義
務
者
で
は
な
い
。
ド
イ
ツ
法
上
は
裏
書
人
も
義
務
者
に
加
え
ら
れ
て
い
ず
、
失
権
し
た
所
持
人
に
ど
の

立
法
政
策
の
範
囲
内
の
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。

北法31(2・14)414

る
が
、

論

よ
う
な
範
囲
で
救
済
的
な
利
得
償
還
請
求
権
を
与
え
る
か
は
、

な
お
権
利
者
、
義
務
者
の
問
題
で
注
意
す
べ
き
点
は
、
後
述
の
利
得
の
内
容
と
も
絡
む
け
れ
ど
も
、
権
利
者
、
が
、
利
得
償
還
義
務
者
か

ら
返
還
を
受
け
る
利
得
は
(
後
述
の
い
わ
ゆ
る
利
得
の
基
準
時
の
問
題
と
は
無
関
係
)
、
権
利
者
の
手
形
上
の
権
利
の
失
権
の
時
点
に
お

い
て
、
そ
の
義
務
者
に
つ
い
て
問
題
に
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
手
形
法
八
五
条
の
表
現
「
消
滅
シ
タ
ル
ト

キ
」
(
ト
雄
モ
)
:
:
:
「
請
求
ヲ
為
ス
」
、

に
最
も
則
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
を
お
さ
え
て
お
か
な
い
と
、
時
効
期
間
の
相
対
性
(
手

こ形
と法
に七
な O
ろ条
う白
。}七

，七
条

項
/¥ 
号

と
時
効
中
断
の
相
対
性
(
手
形
法
七
一
条
、

七
七
条
一
項
八
号
)
と
相
侠
っ
て
、
議
論
が
混
乱
す
る

ロ

利
得
償
還
請
求
権
の
発
生
要
件

利
得
償
還
請
求
権
の
発
生
の
た
め
に
は
、
第
一
に
手
形
上
の
権
利
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
、
第
二
に
そ
れ
が
手
続
の
欠
献
ま
た
は
時
効

に
よ
っ
て
消
滅
し
た
こ
と
、
第
三
に
義
務
者
に
利
得
、
す
な
わ
ち
「
其
ノ
受
ケ
タ
ル
利
益
」
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
法
と
異
な
り

所
持
人
の
損
害
に
お
い
て
利
得
し
た
こ
と
は
必
要
で
な
い
。

手
形
上
の
権
利
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
要
す
る
か
ら
、
手
形
が
要
件
欠
献
で
無
効
で
あ
れ
ば
、
利
得
償
還
請
求
権
の
発
生
は
そ
も
そ

も
問
題
と
な
ら
な
い
。
未
補
充
の
白
地
手
形
が
失
権
し
た
と
し
て
も
、
す
な
わ
ち
も
し
適
時
に
補
充
し
て
い
た
と
し
て
も
失
権
し
た
白
地

手
形
は
、
失
権
後
に
補
充
し
た
と
否
と
を
問
わ
ず
利
得
償
還
請
求
権
を
発
生
さ
せ
な
い
。

利
得
償
還
請
求
権
の
二
次
性
(
補
充
性
)

二
次
性
の
問
題
と
は
、

A
↓
B
↓
C
↓
D
と
約
束
手
形
が
順
次
、
振
出
、
裏
書
さ
れ
、

ノ、

の
問
題

D
の
下
で
手
形
が
失
権
し
た
場
合
を
想
定
す
る



と、

D
が
た
と
え
ば

B
に
対
し
て
利
得
償
還
を
請
求
す
る
と
き
、

D
の
手
形
上
の
権
利
が

B
に
対
す
る
も
の
の
み
な
ら
ず
、
他
の
全
て
の

手
形
債
務
者
A
、
C
に
対
す
る
も
の
も
消
滅
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
第
一
点
。
さ
ら
に

D
に
は
一
般
私
法
(
民

法
)
上
他
に
救
済
の
方
法
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
か
、
た
と
え
ば
、

D
が
C
の
D
に
対
す
る
既
存
債
務
の
履
行
の
た
め
に

C
か
ら
裏
書
を

こ
の
原
因
債
権
を
な
お

C
に
対
し
て
行
使
で
き
る
な
ら
ば
、

A
、
B
に
対
す
る
利
得
償
還
請
求
権
は
発
生
し
な
い
か
、
と

受
け
た
場
合
、

い
う
こ
と
が
第
二
点
で
あ
る
。

判
例
は
こ
の
二
点
に
つ
き
と
も
に
利
得
償
還
請
求
権
の
発
生
に
つ
き
消
極
に
解
す
る
。
す
な
わ
ち
、
他
に
手
形
上
の
債
務
者
が
あ
る
場

合
は
、
そ
の
者
が
無
資
力
で
な
い
限
り
利
得
償
還
請
求
権
は
発
生
し
な
い
。
民
法
上
の
救
済
方
法
が
あ
る
と
き
、
原
因
債
権
を
行
使
で
き

る
と
き
は
、
や
は
り
発
生
し
な
い
と
す
る
判
例
は
多
い
。
こ
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
手
形
上
の
権
利
の
時
効
消
滅
後
に
、
原
因
債
権
が

時
効
消
滅
し
て
も
利
得
償
還
請
求
権
は
発
生
し
な
い
と
す
る
。
正
確
に
は
、
手
形
上
の
権
利
が
時
効
に
よ
り
消
滅
し
た
時
点
に
お
い
て
利

得
償
還
請
求
権
は
発
生
し
な
い
こ
と
に
確
定
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
後
た
と
い
原
因
債
務
が
時
効
消
滅
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
時
点

に
お
い
て
あ
ら
た
め
て
利
得
償
還
請
求
権
が
発
生
す
る
い
わ
れ
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、

』
の
利
得
償
還
義
務
者
(
と
さ
れ
た

者
)

の
原
因
債
務
の
時
効
消
滅
の
時
点
で
生
じ
た
利
得
は
、
手
形
の
失
権
(
時
効
)

と
は
何
ら
の
因
果
関
係
も
な
い
か
ら
、
当
然
の
こ
と

で
あ
る

(
な
お
、

四
註
(
日
)
参
照
)
。

手形利得償還請求権

学
説
に
は
争
い
が
あ
る
。

第
一
説
は
判
例
と
同
様
に
、
手
形
上
の
救
済
方
法
も
一
般
私
法
上
の
救
済
方
法
も
な
い
こ
と
を
要
求
す
る
。
も
っ
と
も
こ
の
説
に
お
い

て
も
、
所
持
人
す
な
わ
ち
最
後
の
手
形
上
の
権
利
者
に
、
手
形
の
授
受
と
は
関
係
な
く
生
じ
た
損
害
賠
償
請
求
権
、

た
と
え
ば
取
立
委
任

裏
書
の
被
裏
書
人
の
過
失
に
よ
り
手
形
が
失
権
し
た
と
き
の
被
裏
書
人
や
、

償
請
求
権
が
考
え
う
る
の
で
あ
る
が
、

不
適
法
な
拒
絶
証
書
を
作
成
し
た
公
証
人
に
対
す
る
損
害
賠

そ
れ
を
有
し
て
い
て
も
利
得
償
還
請
求
権
の
取
得
を
妨
げ
な
い
と
す
る
も
の
が
あ
る
。

北法31(2・15)415



説

そ
れ
で
足
る
と
す
る
説
で
あ
る
。

第
二
説
は
、
手
形
上
の
債
務
は
す
べ
て
消
滅
し
た
こ
と
を
要
す
る
と
と
も
に
、

論

第
三
説
は
、
所
持
人
が
利
得
の
償
還
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
す
る
手
形
上
の
権
利
の
消
滅
を
も
っ
て
足
る
と
す
る
説
で
あ
る
。

た
だ
、
利
得
償
還
義
務
者
と
目
さ
れ
る
者
が
、
原
因
関
係
上
、
な
お
原
因
関
係
の
債
権
者
に
対
し
て
債
務
を
負
担
し
て
い
る
場
合
に

は
、
利
得
を
確
定
的
に
得
た
と
は
い
え
な
い
か
ら
、
利
得
償
還
請
求
権
は
発
生
し
な
い
と
す
る
の
が
第
二
説
、
第
三
説
で
は
一
般
的
で
あ

る
。
そ
の
際
、
利
得
償
還
義
務
者
と
さ
れ
た
者
と
権
利
者
と
称
す
る
者
が
原
因
関
係
の
当
事
者
で
あ
っ
て
、
前
者
が
後
者
に
対
し
て
、
原

因
関
係
上
の
債
務
を
負
っ
て
い
る
と
き
は
、
右
の
よ
う
に
考
え
る
と
当
然
利
得
償
還
請
求
権
は
発
生
し
な
い
。

判
例
が
第
一
説
を
と
っ
て
、
民
法
上
の
救
済
方
法
あ
り
と
し
て
利
得
償
還
請
求
権
を
否
定
し
た
も
の
の
大
多
数
は
、
利
得
償
還
の
当
事

者
聞
に
原
因
債
権
、
債
務
が
存
在
し
た
事
案
で
あ
る
か
ら
、
第
二
説
、
第
三
説
中
の
多
数
説
と
の
相
違
は
出
て
こ
な
い
。
問
題
は
権
利
者

以
外
の
者
に
利
得
償
還
を
請
求
す
る
場
合
、
た
と
え
ば

D
が
C
に

と
称
す
る
者
が
、
自
分
が
手
形
を
交
付
さ
れ
た
原
因
関
係
の
当
事
者
、

対
す
る
原
因
関
係
上
の
憤
権
を
有
し
つ
つ
、

A
に
対
し
て
請
求
す
る
場
合
で
あ
る
。

理
論
的
に
第
二
説
、
第
三
説
は
第
一
説
に
対
し
て
、
手
形
法
八
五
条
は
ド
イ
ツ
法
と
異
な
り
所
持
人
の
損
害
を
要
件
と
し
て
い
な
い
と

い
う
こ
と
を
理
由
に
批
判
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
現
在
で
は
、

こ
の
所
持
人
の
損
害
は
抽
象
的
に
手
形

上
の
権
利
を
喪
失
し
た
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
か
ら
(
註
(
日
)
参
照
)
、

そ
の
理
由
は
次
の
よ
う
な
実
質
的
な
こ
と
に
求
め
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。

D
の
も
と
で
手
形
が

A
に
対
し
て
失
権
し
た
と
き
に
、

A
に
対
す
る
利
得
償
還
請
求
権
が
発
生
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
。

C
が
B
に
対
す
る
原
因
債
権
を
有
し
な
い
場
合

(
C
の

第
一
4

説
の
よ
う
に

D
は
C
に
原
因
債
権
を
有
す
る
か
ら
発
生
し
な
い
と
す
る
と
、

B
に
対
す
る
原
因
債
権
の
支
払
に
代
え
て
手
形
の
交
付
を
受
け
た
と
き
、

ま
た
手
形
割
引
売
買
説
を
と
り
、

C
が
B
の
い
わ
ゆ
る
手
形
買

戻
義
務
1

l銀
行
取
引
約
定
書
ひ
な
型
六
条
、
一

O
条
三
項
ー
ー
を
特
約
せ
ず
に
割
引
い
た
と
き
)
に
、

D
が
C
に
対
し
て
原
因
債
権
を

行
使
す
る
と
、
損
害
は
専
ら

C
が
被
ら
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

C
が
D
に
原
因
債
務
を
履
行
し
て
も
、

D
に
生
じ
な
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か
っ
た
利
得
償
還
請
求
権
を
譲
受
け
る
こ
と
も
、
代
位
に
よ
っ
て

る
。
こ
れ
を
避
け
る
た
め
に
は
、

D
の
A
に
対
す
る
失
権
の
と
き
に
、 (

民
法
四
二
二
条
の
類
推
)
取
得
す
る
こ
と
も
不
可
能
だ
か
ら
で
あ

C
に
も
A
に
対
す
る

利
得
償
還
請
求
権
が
発
生
す
る
こ
と
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
明
ら
か
に
手
形
法
八
五
条
の
文
言
に
反
す
る
。
も
っ
と
も
こ
の

よ
う
に
手
形
上
の
権
利
が
消
滅
し
た
不
健
全
な
手
形
、
い
わ
ば
傷
も
の
と
な
っ
た
手
形
に
な
っ
た
と
き
は
、
一
般
に
は

D
の
C
に
対
す
る

原
因
債
権
の
行
使
は
直
ち
に
は
許
さ
れ
な
い
が
、
そ
の
と
き
に
は
原
因
憤
権
は
消
滅
す
る
と
し
な
い
限
り
(
消
滅
す
る
と
す
る
な
ら
ば
そ

の
法
的
根
拠
が
問
題
に
な
る
)
、

D
の
C
に
対
す
る
原
因
債
権
行
使
の
余
地
が
、
債
権
の
一
部
に
つ
い
て
で
あ
ろ
う
と
、
残
る
の
で
あ
る
。

A
以
外
の
全
て
の
手
形
団
体
の
構
成
員
B
、

第
二
説
、
第
三
説
の
い
ず
れ
を
と
る
べ
き
か
は
困
難
な
問
題
で
あ
る
。
第
二
説
で
、
他
に
手
形
債
務
者
が
残
っ
て
い
て
も
こ
の
者
が
無

資
力
で
あ
る
と
き
は
、
利
得
償
還
請
求
権
は
発
生
す
る
と
い
う
説
で
は

(
他
の
手
形
債
務
者
の
無
資
力
を
所
持
人
が
立
証
す
べ
き
こ
と
に

な
ろ
う
が
て
第
三
説
と
実
際
上
の
相
違
は
あ
ま
り
な
い
で
あ
ろ
う
。

手
形
法
八
五
条
は
所
持
人
の
損
害
(
た
と
え
損
害
を
手
形
債

カL

権
の
喪
失
と
解
す
る
抽
象
的
損
害
説
を
と
る
と
し
て
も
)

を
要
件
と
し
て
い
な
い
こ
と
、
他
の
手
形
債
務
者
の
無
資
力
を
債
権
の
発
生
要

件
と
す
る
こ
と
は
私
法
体
系
に
な
じ
み
が
薄
い
こ
と
(
発
生
し
た
債
権
の
効
力
と
し
て
、
債
務
者
の
無
資
力
を
要
件
と
す
る
こ
と
は
あ
る

四
二
四
条

1
1
0
む
し
ろ
、
利
得
償
還
請
求
権
は
発
生
す
る
と
し
つ
つ
、
義
務
者
は
他
の
手
形
債
務
者
が
資
力

が
ー
ー
ー
民
法
四
二
三
条
、

手形利得償還請求権

あ
る
こ
と
を
抗
弁
と
で
き
る
と
す
る
ほ
う
が
、
私
法
体
系
に
マ
ッ
チ
す
る
で
あ
ろ
う

l
l民
法
四
五
三
条
参
照

1
l
)、
ま
た
、
利
得
償

還
義
務
者
は
後
述
の
よ
う
に
、
通
常
は
手
形
団
体
に
お
い
て
一
人
の
者
だ
け
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
全
て
の
手
形
債
権
が
消
滅
し
た
こ
と
を

要
件
と
し
な
い
第
三
説
を
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
手
形
時
効
期
間
の
相
対
性
と
時
効
中
断
の
相
対
性
(
手
形
法
七

O
条
、
七
一
条
、
七
七

北法31(2・17)417

条
一
項
八
号
、

七
八
条
一
一
項
)
と
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
第
二
説
を
と
る
と
勤
勉
な
債
権
者
の
方
が
損
失
を
被
る
結
果
に
な
ろ
う
。
た
と

え
ば
、
所
持
人
が
あ
る
手
形
債
務
者
に
対
し
て
時
効
を
中
断
し
た
が
、

そ
の
手
形
債
務
者
が
そ
の
後
無
資
力
に
な
っ
た
よ
う
な
場
合
。



叫況

(

1

)

大
判
大
正
二
・
ニ
・
二
一
民
録
一
九
輯
九

O
頁。

(
2
)
ω
Eず
ω
H
E
E
L
-
同
・
。
・
(
言
。
・
)
噌

E
F
S
〉
ロ
ヨ

-
E
v
ω
H
E
R
m
-
m・
9
・
〉
ユ

-
S
E
E
-
品
山
開
・

γ
S
F
p
m
-
。・

ω
-
S甲山

切

E
g
z
n
y
'
E止め片岡国内山
r
f
p
白・

0.‘
〉
ユ
・
富
岡
山
島
ロ
・

ω・

(

3

)

大
判
昭
和
五
・
九
・
一
七
民
集
九
巻
八
二
一
百
円
。

(
4
〉
最
判
昭
和
ゴ
二
・
二
・
七
民
集
一

O
巻
二
号
二
七
頁
参
照
。

(
5
〉
最
判
昭
和
三
四
・
六
・
九
民
集
一
コ
一
巻
六
号
六
六
四
頁
。

(

6

)

烏
賀
陽
・
前
掲
七
五
頁
註
(
幻
)
は
、
保
証
人
、
参
加
引
受
人
も
義
務
者
と
す
る
。

ω0・
富
山
口

E
o
-
-
p
p
国・

0
・
・
〉
ユ
-
∞

ω
〉
ロ
B
-
r
F
m凶

L
E
E
G
-

p
p
o
-
-
∞

A
H
N
R
1
8
同
・
は
、
引
受
を
し
な
い
支
払
人
、
支
払
担
当
者
も
利
得
償
還
義
務
者
で
あ
る
と
す
る
。
利
得
償
還
請
求
権
の
問
題
は
手
形
法
で

は
な
く
て
、
民
法

(
n
E
E
L
m
H
m
g
E
E
ロ
O
ロ
閉
め

E
S
の
不
当
利
得
)
で
答
え
ら
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
っ
て
、
手
形
条
令
が
義
務
者
を
引
受
人
に
限
っ

た
の
は
、
手
形
条
令
を
作
成
し
た
ラ
イ
プ
チ
ヒ
会
議
の
権
限
が
手
形
に
限
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
す
る
。

(

7

)

し
か
し
、
国

E
n
r
'
P
E
ュp
p
m
-
。•. 

ω
H
N由
L
N∞
は
、
手
形
法
の
明
文
(
手
形
法
八
九
条
二
項
)
に
か
か
わ
ら
ず

l
lそ
れ
は
通
常
の
場
合
を
規

定
し
た
も
の
と
し
て

l
lた
と
え
ば
受
取
人
が
振
出
入
に
よ
り
好
意
手
形
(
融
通
手
形
〉
の
振
出
を
う
け
、
さ
ら
に
こ
れ
を
譲
渡
し
た
場
合
に
は
、
右
条

文
の
制
限
解
釈
と
し
て
、
義
務
者
と
認
め
る
。

(

8

)

鴻
・
前
掲
一
七
凶
頁
。

(
9
〉同州め

r
F
5・N白}}口
mp
白・白・

0
・・

ω-HHN-

(
叩
)
こ
の
混
乱
が
見
ら
れ
る
の
は
、
円
蔵
判
昭
和
四
三
二
子
二
一
民
集
二
二
巻
三
号
六
六
五
頁
で
あ
る
。
坂
井
芳
雄
・
裁
判
手
形
法
(
増
補
)
三
五

O
頁
参
照
。

(
日
)
主
な
場
合
は
手
形
法
五
三
条
、
七
七
条
一
項
四
号
で
あ
る
が
、
そ
の
他
二
五
条
二
項
、
五
六
条
二
項
、
一
二
項
、
六

O
条
二
項
、
六
六
条
二
項
、
六
八
条

二
項
、
七
七
条
一
項
五
号
、
六
号
。

(
臼
)
手
形
法
七

O
条
、
七
七
条
一
項
八
H
V
、
七
八
条
一
項
。

手
形
債
務
者
が
時
効
を
援
用
し
た
こ
と
(
民
法
一
四
五
条
)
を
要
し
な
い
と
す
る
の
が
判
例
で
あ
る
。
大
判
大
正
八
・
六
・
一
九
民
録
二
五
純
一

O
五

八
頁
、
大
判
昭
和
二
了
九
・
二
一
新
聞
四
一
八
八
号
二
三
良
。
な
お
、
浜
田
・
前
掲
一
四

O
頁
、
一
四
九
頁
註
(
三
)
参
照
。

(
臼
)
大
判
大
正
二
・
凶
・
一
四
民
録
一
九
輯
二
三
六
頁
、
大
判
昭
和
一
凶
・
二
・
一

O
法
学
八
巻
七
号
七
八
九
頁
。
反
対
、
烏
賀
陽
・
前
掲
七
二
頁
、
七
五

京
、
八
一
一
良
。

論
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手形利得償還請求権

も
っ
と
も
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
要
求
さ
れ
る
所
持
人
の
損
害
の
要
件
は
、
抽
象
的
損
害
、
す
な
わ
ち
手
形
上
の
権
利
を
喪
失
し
た
こ
と
で
あ
っ
て
、

手
形
の
取
得
の
た
め
に
対
価
を
供
し
た
た
め
、
手
形
の
失
権
に
よ
っ
て
そ
の
対
価
の
損
害
を
被
っ
た
こ
と
で
は
な
い
こ
と
は
通
説
で
あ
る
。
切
出
E
g
g
n
y・

固
め
同
白
目
。
E
-
p
m
9・
〉
ユ
-
∞
喧
河
E
-
f
H
N
5
F
E・N
巴
F
2・
m-m・
o・-ω
・
ロ
ダ
出
口
o
n
r
-
n
E
R
E
-
F
F
O
-
-
ω
・
巴
町
・
我
法
に
お
い
て
、
所

持
人
の
損
害
を
要
件
と
さ
れ
る
、
納
富
義
光
「
手
形
の
利
得
償
還
請
求
権
」
法
学
論
議
三
五
巻
五
号
一
一
四
五
頁
以
下
、
も
そ
の
損
害
は
抽
象
的
損
害
と

さ
れ
る
。

(
M
)
大
阪
控
判
裁
判
年
月
日
不
明
新
聞
一
六
一
号
一
一
三
貝
、
徳
島
地
判
裁
判
年
月
日
不
明
新
聞
一
一
一
一
一
一
号
-
一
一
具
、
東
京
控
判
裁
判
年
月
日
不
明
新
聞
一
一
一
一

七
号
一
九
頁
。

(
江
川
)
浜
田
・
前
掲
一
一
一
一
四
頁
、
一
三
六
頁
等
、
通
説
。
反
対
、
京
都
地
判
昭
和
四
三
・
六
・
三
判
例
時
報
五
五
六
号
七
九
頁
、
升
本
・
前
掲
三
五
五
頁
、
鈴

木
・
前
掲
一
二
一
一
頁
、
大
隅
|
河
本
・
前
掲
四

O
九
頁
、
開
・

γ
n
o
r
-
-
P
白・

0
・
ω・
由
也
・

(
日
目
〉
大
判
昭
和
三
・
一
・
九
民
集
七
巻
一
真
、
大
判
昭
和
二
二
・
五
・
一

O
民
集
一
七
巻
八
九
一
頁
、
大
阪
高
判
昭
和
三
六
・
九
・
二
七
金
融
法
務
二
九

O

号
九
頁
。

ハ
ロ
)
た
と
え
ば
、
大
判
大
正
九
・
四
・
八
民
録
二
六
輯
四
七
六
頁
、
大
判
昭
和
一
六
・
六
・
二

O
民
集
二

O
巻
九

O
O
頁
、
最
判
昭
和
三
六
・
二
了
二
二

民
集
一
五
巻
一
二
号
三

O
六
六
頁
、
最
判
昭
和
三
八
・
五
・
二
一
一
民
集
一
七
巻
四
号
五
六

O
頁
。
た
だ
し
、
利
得
償
還
請
求
権
の
成
一
合
が
直
接
の
審
判
対

象
と
な
っ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
第
二
点
の
意
味
で
の
二
次
性
を
否
定
す
る
趣
旨
を
判
示
し
た
も
の
と
し
て
、
大
判
昭
和
六
・
二
了
一
一
民
集
一

O

巻
一
一
四
九
頁
。

(
刊
日
)
大
判
昭
和
一

0
・
六
・
二
二
新
聞
三
八
六
九
号
一
一
一
具
、
大
判
昭
和
一
六
・
六
・
ニ

O
民
集
二

O
巻
九

O
O
頁
、
大
判
昭
和
一
六
・
二
了
一
六
法
学

一
一
巻
七
号
七
二
六
頁
、
最
判
昭
和
三
八
・
五
・
二
一
民
集
一
七
巻
四
号
五
六

O
頁。

(
四
)
岡
野
・
前
掲
一
一
一
一
一
頁
、
一
三
一
一
一
頁
、
烏
賀
陽
・
前
掲
八
一
頁
(
所
持
人
に
損
害
な
き
こ
と
を
理
由
と
す
る
)
、
伊
沢
・
前
掲
二
三
五
頁
以
下
、
小
町

谷
・
判
例
民
事
法
昭
和
一
五
年
度
五
八
事
件
、
大
橋
光
夫
・
手
形
法
四
一
六
頁
、
。
吋
出
口
}
E
7
m
p
。・・

ω・
8
由

ZCHO
印・

ω
-
g
ι
Z
O件
。
広
一

宮回口
E
丘町田
-
m
F
9・
〉
ユ
-
∞
ω
〉
ロ
ヨ

-
E
W
O
E
S
8
4司
ωrT〉
}
Z
m
n
Z噌
胆

-m-
。
・
〉
ユ
-
S
〉
ロ
B
-
5・

(
叩
却
)
伊
沢
・
前
掲
同
所
、
小
町
谷
・
前
掲
同
所
。

(
氾
)
竹
田
・
前
掲
五
六
頁
、
納
富
・
前
掲
一
一
四
九
頁
、
大
隅
・
改
訂
手
形
法
小
切
手
法
講
義
六
三
頁
、
小
橋
・
全
訂
手
形
法
小
切
手
法
講
義
六
七
頁
。

ω同国ロゲ・
2
g
E
-
回
・
目
。
・
〔
者
・

0
・
)
・
〉
ユ
包
〉
ロ
B
-
E
W
5
5
0
F
白・同・。・・

ω
-
M斗叫一

ω可
白
ロ

NL-
白
・
。
・
・
〉
同
F

S
〉
ロ
ヨ
・
∞

u
F
C
B
H記
号
・
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説

出。

h
R
B
o
y
-
-
F
P
C
-
u
〉
2
・
∞
由
児
島
ロ
・
土

-u
出
口
。
ロ

r
-
n
g
R
F
白
・
目
・
。
・

ω-HN品

(
辺
)
松
本
・
前
掲
九
七
頁
、
一

O
O頁
、
問
中
耕
太
郎
・
前
掲
一
九
七
頁
以
下
、
石
井
・
前
掲
一
四
二
頁
、
田
中
誠
二
・
前
掲
ニ
七
六
頁
以
下
、
大
森
・
前

ぬ
一
九
八
頁
、
河
本
・
前
掲
二
三
一
一
一
頁
、
鴻
・
前
掲
一
六
九
頁
以
下
、
浜
田
・
前
掲
一
四
二
頁
。
開

-
F
g
r
r
F
P
O
-
-
ω
・
8
0
h剛
山
知

AwrF5・N
包

Z
2・

白・

P

0
・

ω・
ロ
N
・
所
持
人
の
有
す
る
民
事
債
権
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
手
形
上
の
債
権
に
対
す
る
二
次
性
を
否
定
す
る
も
の
と
し
て
、

ω司
cto仏
P
同
-
F
。・・

ω
ω
g
u
吋

rof
目
白
・
。
・
・

ω・
ω∞
u
z
o
z
m
一
河

o
r
z
z
-
F
P
C
-噌
〉
ユ
-
∞

ω
〉
ロ
ヨ
・
J
1

・

ハ
お
)
註
(
紅
)
(
沼
〉
の
文
献
参
照
。
な
お
、
問
辺
康
平
「
利
得
償
還
請
求
権
の
発
生
要
件
に
つ
い
て
」
法
学
新
報
七
五
巻
一
・
二
号
二
九
頁
、
三
五
頁
参

照。
反
対
、
鈴
木
・
前
掲
三
二
一
頁
註
(
九
)
、

d
-
5
2・
F
F
9・
ω・
N
3
h・
u国
R
H
B
E
P
p
m
-
。・・

ω・
印

HNU
阿
内

O
B
B
Eロ
¥
-
U
2
田
口
出
口
民

自
己

-
z
n
z
z
n
r
o門
司

O
E
2
5関
口
口
仏
〈

OHゲ
Z
E
r
r
-内
5

3

2同
居
口
当

2
Z巳
Z
5
n
r
o
Eロ
m
gロ回目
V
Eロ
r
E
n
r
〉
ス
・
∞
担
当

q
u
当
・
冨
-

ss・
5
M品
問
・
は
、
利
得
償
還
義
務
者
の
利
得
を
事
実
上
、
現
実
に
受
け
た
対
価
、
資
金
に
限
り
、
利
得
が
債
権
の
形
で
占
め
る
こ
と
換
言
す
れ
ば
義
務
者

が
な
お
原
因
関
係
上
債
務
を
負
っ
て
い
る
こ
と
は
、
利
得
の
妨
げ
と
な
ら
な
い
と
す
る
。

(
川
品
)
鴻
・
前
掲
一
六
九
頁
以
下
参
照
。
田
辺
・
前
掲
二
八
頁
以
下
、
一
ニ
八
頁
以
下
は
、
利
得
償
還
請
求
権
を
認
め
る
実
益
が
な
い
と
さ
れ
る
。

ド
イ
ツ
法
で
は
、
築
寄
人
が
利
得
償
還
義
務
者
と
さ
れ
て
い
な
い
(
八
九
条
二
項
〉
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
ケ
l
ス
は
、
受
取
人
が
振
出
人
に
、
為
替
手

形
の
振
出
人
が
引
受
人
に
利
得
償
還
す
る
と
き
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
通
説
は
や
は
り
利
得
償
還
請
求
権
は
発
生
し
な
い
と
す
る
。
問
。
N

怠
"
斗
∞

(CH件。
-
-
4
0
5
U
O・
C
-
g
S
)
一
盟
国
己
ず
安
門

E
P
白・目・

0
・
(
巧
・
。
・
)
・
〉
ユ

-
S
〉
ロ
ヨ
・
∞
同
・
幅
広

u
g
g
E
-
回・同・

0
・
〉
ユ

-
g
k
rロ
ヨ
・
∞
ア
ロ

U

∞g
s
g
n
r
'出
。
向
。
同

B
o
z
-
白
・
目
・
。
・
・
〉
え
・
∞
由
同
州
《

rF
由
・
反
対
、

d
-
B
o
p
白・同・

0
・・

ω
-
M口
問
・
山
開

-
r
n
o
z
-
同
・
由
。
・
・

ω・由
UHU
問。

B
E
E
P

世・白・

9
・
ω・
5
S・
rnor--
同町

B
自
由
ロ
ロ
は
、
採
証
上
の
問
題
、
即
ち
利
得
償
還
請
求
権
と
原
因
債
権
の
請
求
権
競
合
を
認
め
れ
ば
、
裁
判
所
は
利

得
償
還
請
求
権
の
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
原
因
債
権
に
関
す
る
も
は
や
意
味
の
な
い
採
一
誕
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
こ
と
に
、
そ
の
根
拠
を

求
め
る
。

論

(
お
)
利
得
償
避
の
当
事
者
と
原
因
関
係
の
当
事
者
が
異
な
る
事
案
と
し
て
、
大
判
大
正
五
・
九
・
ニ

O
民
録
二
二
瞬
一
八
一
六
頁
、
大
阪
区
判
大
正
八
・
コ
了

凶
新
聞
一
五
三
九
号
二
五
頁
、
東
京
地
判
大
正
八
・
一

0
・
四
評
論
八
巻
商
法
四
九
八
頁
、
大
判
大
正
九
・
一
・
二
九
民
録
二
六
輯
九
四
頁
、
東
京
控
判

昭
和
二
了
六
・
二
九
評
論
二
六
巻
商
法
三
八
五
頁
、
大
阪
高
判
昭
和
三
九
・
七
・
一
ニ
高
裁
民
集
一
七
巻
五
号
三

O
二
頁
、
は
い
ず
れ
も
利
得
償
還
義
務

者
と
申
立
て
ら
れ
た
者
が
、
原
因
関
係
上
の
債
権
者
す
な
わ
ち
義
務
者
か
ら
最
初
に
手
形
の
交
付
を
受
け
た
債
権
者
に
対
し
て
、
原
因
関
係
上
の
債
務
を
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手形利得償還請求権

負
っ
て
い
る
か
ら
、
利
得
な
し
と
し
た
も
の
。
名
古
屋
地
裁
岡
崎
支
部
判
昭
和
一

0
・
五
・
一
七
新
聞
三
八
四
九
号
一

O
頁
も
同
じ
く
直
接
の
当
事
者
で

な
く
、
さ
ら
に
義
務
者
の
原
因
関
係
上
の
債
務
が
、
手
形
失
権
後
に
時
効
消
滅
す
る
と
い
う
事
情
が
加
わ
っ
た
事
案
ハ
勿
論
利
得
を
否
定
)
。
こ
れ
と
同

様
の
事
案
と
し
て
、
大
判
昭
和
一

0
・
六
・
二
二
新
聞
三
八
六
九
号
一
一
頁
が
あ
る
が
直
接
の
当
事
者
で
は
な
い
の
だ
が
、
失
権
前
の
手
形
の
譲
受
人

か
、
失
権
後
利
得
償
還
請
求
権
を
譲
受
け
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

〈
お
)
後
述
と
の
関
係
上
、
こ
こ
で
は

D
は
手
形
の
失
権
に
つ
い
て
故
意
、
過
失
が
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
公
証
人
の
作
成
し
た
拒
絶
証

書
が
不
適
法
な
と
き
と
か
、
小
切
手
に
つ
い
て
支
払
銀
行
、
手
形
交
換
所
の
支
払
拒
絶
宣
言
|
|
小
切
手
法
三
九
条
二
号
、
三
号
ー
ー
が
不
適
法
な
と
き
。

ハm
む

ω
g手・
2
2
R
L
-
国・

0
・
(
者
・
。
・
)
・
〉
2
・
∞
申
〉
ロ
g
・
5
u
d
-
B
F
回-同・。・・

ω-N叶
r
g
S
F
白・曲
-C--
〉
円
円
・
芭
〉
ロ
ヨ
・
∞
U

回目ロ

g
g
n
y
a

国
民
2
B
o
z
-
間
同
・
。
・
岨
〉
ユ
-
∞
申
河
仏
ロ
・
印
山
田
口

onr・(
U
釦ロ但吋山田

-m-
田・。・・

ω-HN由
一

HNorrE-N包
F
3・
p
m・
o・-ω-HHN-

(
お
)
切
g
s
r
m
n
r・図。同
2
B
o
z
-
田
・
国
-
。
・

HNLロ
・
印
-

(
抽
出
)
拙
稿
「
手
形
・
小
切
手
と
そ
の
原
因
関
係
」
新
商
法
演
習
3
手
形
・
小
切
手
八
六
頁
以
下
。

〈
ぬ
)
宮
巳
目
。
円
H
開
門

N
E
n
r・
0
2
g
n
r
g
回目ロ《
Hm-RonypN¥ω
・
〉
口
出
・

(
H
S
g
L凶
・
印
串
は
、
手
形
所
持
人
に
、
所
謂
ロ
ニ
ロ

m
g
N司回目
n
Z
(手
形
配
慮

義
務
)
の
過
失
あ
る
違
反
が
あ
る
と
き
は
、
原
因
債
権
も
喪
失
す
る
と
す
る
。
そ
こ
で
は
、
原
因
債
権
の
喪
失
は
現
行
法
か
ら
は
抽
き
出
せ
な
い
が
、
法

の
発
展
的
形
成
(
司
。
ュ
E
E
Eロ
悶
)
で
あ
る
と
す
る
。

ハ
弘
)
註
(
晴
山
〕
の
前
提
の
下
で
は
、

D
の
無
条
件
で
の

C
に
対
す
る
原
因
債
権
の
行
使
は
許
さ
れ
る
こ
と
に
は
異
論
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
位
〉
納
富
・
前
掲
一
一
四
九
頁
、
大
隅
・
前
掲
六
三
頁
。
ド
イ
ツ
で
は
通
説
で
あ
る
、
ぐ
開

--H凶同
c
g
r
s
r
E同町内
2
g開
ELw-
国・

0
・・〉
2
・
∞
申
問
門
HU
品
U

国
巴
ぬ
ロ
日
向
目
。
自
由
円
H
T
由
・
同
-
。
・

ω・
ロ
∞

u
g
H
E
M
-
m
-
国
-
。
-w
〉
ユ

-
g
〉
ロ
ヨ
・
∞
・

ち
な
み
に
、
所
持
人
が
原
因
債
権
が
あ
る
と
き
に
は
、
利
得
償
還
請
求
権
は
発
生
し
な
い
と
す
る
第
一
説
も
、
原
因
債
権
の
債
務
者
が
無
資
力
の
と
き

は
、
利
得
償
還
請
求
権
が
発
生
す
る
と
す
る
、

O
E曲目印
O
君

ω
E
-
k
r
F
5
n
Z
L
r
p
。
・
〉
1
・
S
〉
ロ
ヨ
・

5
の
が
真
意
で
あ
ろ
う
。

(お

)ω
昨
日
ロ
N
-
P
出・

9
・
〉
ユ

-
S
〉
ロ
ヨ
エ
-
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四

利
得
の
内
容

利
得
償
還
義
務
者
の
利
得
、
手
形
法
八
五
条
の
「
其
ノ
受
ケ
タ
ル
利
益
」
と
は
、
当
該
義
務
者
が
手
形
の
失
権
に
よ
っ
て
手
形
上
の
債



説

務
を
免
れ
た
こ
と
自
体
で
は
な
く
、
基
本
関
係
(
実
質
関
係
、
原
因
関
係
)
に
お
い
て
現
実
に
受
け
た
利
益
(
振
出
人
、
裏
書
人
の
得
た

対
価
、
引
受
人
の
得
た
資
金
)
を
い
い
、
そ
の
際
の
対
価
ま
た
は
資
金
は
積
極
的
な
金
員
の
交
付
に
限
ら
ず
、
消
極
的
に
既
存
債
務
の
支

払
を
免
れ
た
と
き
を
含
む
、
と
い
う
の
が
判
例
で
あ
り
、
通
説
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
為
替
手
形
に
つ
い
て
は
、
引
受
人
A
が
振
出
人

論

B
か
ら
資
金
を
得
て
、
そ
の
資
金
を
B
に
返
還
を
要
し
な
く
な
っ
た
場
合
に

A
に
利
得
が
あ
り
、
振
出
人
B
は
受
取
人
C
か
ら
対
価
を
得

て
し
か
も
A
に
対
し
て
資
金
の
供
給
を
要
し
な
い
場
合
あ
る
い
は
供
給
し
た
資
金
を
取
戻
せ
る
と
き
に
利
得
が
あ
る
。
裏
書
人
C
は
、
手

形
取
得
の
と
き
に
既
に
対
価
を
B
に
供
給
し
て
い
る
か
ら
、

正
当
な
利
益
、
あ
る
い
は
商
才
の
問
題
と
し
て
、

さ
ら
に
裏
書
し
た
と
き
に

D
か
ら
対
価
を
取
得
し
て
も
、
そ
の
差
額
は
C
の

B
か
ら
対
価
を
得
て
、

こ
こ
に
い
う
利
得
に
は
あ
た
ら
な
い
と
す
る
。
約
束
手
形
に
つ
い
て
は
、
振
出
人
A
が

C
等
は
為
替
手
形
の
裏
書
人
と
同
じ
で
あ
る
。

こ
れ
を
保
持
し
て
よ
い
と
き
に
は
利
得
が
あ
る
。
裏
書
人
B
、

通
説
が

A
は
資
金
の
返
還
を
要
し
な
く
な
っ
た
と
い
い
、

ま
た
A
は
対
価
を
保
持
し
て
よ
い
と
い
う
と
き
は
、

A
は
B
に
対
し
て
原
因

関
係
上
も
は
や
債
務
を
負
っ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
少
数
説
は
そ
の
場
合
に
も
、
す
な
わ
ち

A
の
B
に
対
す
る

原
因
債
務
が
残
っ
て
い
る
場
合
に
も
利
得
償
還
請
求
権
の
発
生
を
認
め
る

(
一
ニ
註
(
お
)
参
照
)
。

と
こ
ろ
で
、
少
数
説
も
含
め
て
、
通
説
、
判
例
は
、
原
因
関
係
上
手
形
を
取
得
す
る
際
に
そ
の
対
価
と
し
て
出
指
し
た
も
の
と
、
そ
の
手

い
わ
ゆ
る
差
額
理
論

形
を
交
付
す
る
際
に
そ
の
対
価
と
し
て
取
得
し
た
も
の
と
の
差
額
を
も
っ
て
こ
こ
に
い
う
利
得
と
す
る
、

(
ロ
仲
間
叩
・

同州

W
D
N円
}
同
巾
。

H
F叩
)

を
前
提
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
為
替
手
形
振
出
人
の
利
得
に
関
す
る
叙
述
を
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
為
替
手
形
の
振
出
人
が
対
価
を
取
得
し
、
資
金
を
供
し
な
い
と
き
に
利
得
が
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
差
額
理
論
か
ら
は

通
説
、
判
例
の
承
認
す
る
結
論
は
論
理
的
に
は
出
て
こ
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

第
一
に
、
裏
書
人
が
手
形
の
取
得
と
交
付
に
際
し
て
原
因
関
係
上
得
た
差
額
は
、

一
致
し
て
前
述
の
よ
う
に
「
利
得
」
で
な
い
と
す
る

が
、
「
正
当
な
利
益
」
「
商
才
」
と
い
う
こ
と
は
法
律
的
基
礎
づ
け
と
し
て
成
り
立
ち
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
差
額
理
論
を
と
る
以
上
、
右
の
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差
額
は
裏
書
人
の
利
得
と
解
す
る
の
が
正
当
で
あ
る
。

第
二
に
、
手
形
上
の
権
利
の
時
効
消
滅
前
に
原
因
債
権
が
時
効
消
滅
し
た
場
合
、
約
束
手
形
振
出
人
に
対
す
る
利
得
償
還
請
求
権
は
発

生
し
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
肉
、
そ
れ
が
振
出
入
に
利
得
が
な
い
こ
と
を
根
拠
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
お
か
し
い
r

な
ぜ
な
ら
、
振
出
人
が

手
形
の
交
付
に
よ
っ
て
得
た
対
価
に
は
何
ら
変
化
が
な
く
、
手
形
の
取
得
に
要
し
た
出
損
と
目
す
べ
き
も
の
(
現
実
に
は
約
束
手
形
の
振

出
人
は
手
形
を
取
得
は
し
な
い
の
だ
が
、
差
額
理
論
で
は
観
念
的
に
取
得
を
措
定
す
る
)
は
ゼ
ロ
で
あ
り
、
ま
た
は
当
該
手
形
を
ま
さ
に

決
済
す
べ
き
も
の
と
し
て
引
き
延
ば
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
差
額
理
論
を
と
る
以
上
こ
の
場
合
に
利
得
償
還

請
求
権
を
承
認
す
る
の
が
正
し
円
。
「
既
存
債
権
ノ
消
滅
ハ
時
効
ト
云
フ
法
律
所
定
ノ
特
別
ノ
原
因
-
一
因
リ
テ
生
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
他
ナ
ラ

ス
シ
テ
之
カ
為
メ
ニ
振
出
人
カ
該
手
形
振
出
ニ
因
リ
対
価
ヲ
得
タ
ル
コ
ト
ト
ナ
ラ
サ
ル
ヤ
勿
論
」
、
「
原
因
債
務
の
支
払
い
を
免
れ
た
の

は
、
手
形
の
授
受
と
は
関
係
の
な
い
消
滅
時
効
の
完
成
と
い
う
法
律
上
の
原
因
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
:
:
:
利
益

が
生
じ
て
も
、
そ
れ
は
右
に
い
う
利
得
と
は
い
え
な
い
」
と
い
う
の
は
理
由
に
な
ら
な
い
。
し
か
も
通
説
は
利
得
の
現
存
(
民
法
七

O
三

を
要
し
な
い
と
す
る
か
ら
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

条
対
照
)

第
三
に
、
支
払
に
代
え
て
引
受
を
し
ま
た
は
約
束
手
形
を
振
出
し
た
者
に
、
手
形
の
失
権
に
よ
っ
て
利
得
を
認
め
る
こ
と
に
異
論
は
な

バ
}
。
し
か
し
理
論
的
に
は
、
こ
の
引
受
人
、
振
出
人
の
状
況
は
批
判
の
第
二
で
述
べ
た
と
同
じ
で
あ
る
。
さ
ら
に
手
形
を
交
付
す
る
こ
と

手形利得償還請求権

に
よ
っ
て
得
た
対
価
は
、
交
付
の
と
き
に
確
定
的
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
て

{
汀
)
{
問
}

関
係
も
な
く
、
失
権
に
よ
っ
て
利
益
を
得
た
と
は
い
え
な
い
。

(
支
払
に
代
え
て
だ
か
ら
)
、
手
形
の
失
権
と
は
何
ら
の
因
果

で
は
、
利
得
、
す
な
わ
ち
「
其
ノ
受
ケ
タ
ル
利
益
」
を
ど
う
解
す
べ
き
か
。
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そ
れ
は
、
原
因
関
係
に
お
い
て
そ
の
者
が
手
形
の
支
払
に
よ
っ
て
出
指
す
べ
き
で
あ
っ
た
も
の
を
、
手
形
の
失
権
に
よ
っ
て
節
約
す
る

こ
と
を
得
た
こ
と
、
敷
相
す
れ
ば
、
そ
の
者
が
手
形
団
体
に
お
い
て
最
終
的
に
手
形
の
支
払
を
、
原
因
関
係
の
約
定
上
'H
ら
の
出
揖
に
お



説

(
通
常
は
手
形
連
鎖
の
最
初
に
立
つ
者
)
、
失
権
に
よ
っ
て
出
掲
を
節
約
し
た
こ
と
、

う8い
。て

な
す
者
で
あ
っ
Tこ
の

と
解
す
べ
き
で
あ
ろ

論

か
く
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
通
説
が
正
当
に
認
め
る
よ
う
に
、
裏
書
人
の
得
た
差
額
は
利
得
と
は
な
ら
ず
、
手
形
失
権
前
に
原
因
債

務
が
時
効
消
滅
し
た
場
合
に
は
、
手
形
の
失
権
と
は
無
関
係
な
原
因
債
務
の
時
効
と
い
う
別
の
法
律
上
の
原
因
に
よ
っ
て
、
手
形
失
権
後

は
も
は
や
原
因
関
係
上
出
揖
を
し
な
く
て
よ
く
な
っ
た
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。

ま
た
差
額
理
論
の
い
う
手
形
の
た
め
に
支
出
し
た
費
用
(
与
え
た
対
価
)

と
取
得
し
た
対
価
の
差
は
、
通
説
が
裏
書
人
に
つ
い
て
い
う

よ
う
に
、

正
当
な
取
引
に
よ
る
利
益
、
商
才
の
問
題
で
あ
っ
て

(
売
買
の
例
に
た
と
え
れ
ば
、
安
く
仕
入
れ
た
も
の
を
、
高
く
売
っ
た
に

す
ぎ
な
い
て
手
形
が
失
権
し
た
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
手
形
法
八
五
条
に
よ
っ
て
吐
き
出
さ
せ
る
べ
き
不
当
な
利
得
に
突
如
変
ず
る

も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
通
説
が
差
額
理
論
を
前
提
と
し
た
た
め
に
生
じ
た
誤
っ
た
結
論
、
す
な
わ
ち
裏
書
人
が
一
定
の
対
価
を
得
て

手
形
債
務
の
保
証
を
す
る
目
的
で
裏
一
書
を
し
た
が
、
手
形
の
失
権
に
よ
っ
て
遡
求
義
務
を
免
れ
た
と
き
に
こ
の
裏
書
人
に
対
し
て
利
得
償

還
請
求
、
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
は
生
じ
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
裏
書
人
の
得
た
一
定
の
対
価
、
す
な
わ
ち
保
証
料
、
危
険
の
負
担
料
は
、

一
般
の
裏
書
人
の
得
た
差
額
と
同
じ
く
手
形
が
順
調
に
決
済
さ
れ
た
な
ら
ば
当
然
保
持
し
て
構
わ
な
い
性
質
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
者
が
手
形
金
額
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
あ
り
う
る
が
、

そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
保
険
者
と
同
じ
で
あ
っ
て
、
保
険
事
故
が
生
じ
な

く
と
も
保
険
料
が
不
当
利
得
と
な
ら
な
い
と
同
じ
よ
う
に
、

保
証
料
も
吐
き
出
さ
せ
る
べ
き
不
当
な
利
得
と
は
い
え
な
い
。

(
同
じ
こ
と

は
手
形
保
証
人
も
利
得
償
還
義
務
者
に
加
え
ら
れ
て
い
た
な
ら
ば
、

こ
の
者
に
対
し
て
利
得
償
還
を
請
求
で
き
る
と
い
う
考
え
方
に
対
し

て
も
い
え
る
。
)

し
た
が
っ
て
、
裏
書
人
に
利
得
の
あ
る
の
は
稀
で
あ
る
。
受
取
人
が
そ
の
計
算
に
お
い
て
委
託
手
形
(
手
形
法
三
条
三
項
)

受
け
て
対
価
を
取
得
し
て
裏
書
し
な
が
ら
、
支
払
人
に
資
金
を
供
給
し
な
い
場
合
、
ま
た
約
束
手
形
の
受
取
人
が
振
出
人
か
ら
融
通
手
形

の
振
出
を
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を
振
出
し
て
も
ら
い
こ
れ
を
裏
書
し
て
対
価
を
取
得
し
た
が
、
振
出
人
に
決
済
資
金
を
供
給
し
な
い
場
併
に
、
こ
の
受
取
人
H
裏
書
人
に

対
す
る
遡
求
権
が
失
権
し
た
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

こ
の
受
取
人
H
裏
書
人
は
通
常
な
お
、
支
払
人
(
引
受
人
)
、
振
出
入
に

対
し
手
形
決
済
資
金
給
付
の
義
務
を
負
っ
て
い
る
か
ら
(
列

2
丘町巾

E
ロ
m
g
E胃
5r)、
利
得
は
事
実
上
の
も
の
で
足
る
と
い
う
少
数
説
を

と
ら
な
い
限
り
、
利
得
は
生
じ
て
い
な
い
。
少
数
説
を
と
れ
ば
、
裏
書
人
は
利
得
償
還
請
求
権
と
手
形
決
済
資
金
交
付
請
求
権
の
二
つ
の

請
求
権
に
爆
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
う
す
る
と
、
一
般
に
は
引
受
人
、
約
束
手
形
の
振
出
入
が
利
得
償
還
義
務
者
で
あ
る
。
例
外
は
引
受
、
振
出
が
融
通
の
趣
旨
で
あ
る

と
き
で
あ
碍
o

為
替
手
形
が
引
受
け
ら
れ
ず
に
、
か
つ
失
権
に
よ
り
振
出
人
に
対
す
る
遡
求
権
が
喪
失
し
た
と
き
は
振
出
人
で
あ
る
こ
と

に
つ
き
現
在
で
は
異
論
が
な
い
。
な
ぜ
な
ら
原
因
関
係
を
考
慮
す
る
と
、
支
払
人
を
し
て
引
受
け
さ
せ
、
引
受
人
を
通
じ
て
手
形
を
決
済

す
べ
き
者
は
、
彼
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
よ
う
に
一
般
の
手
形
で
形
成
さ
れ
る
手
形
団
体
で
、
利
得
償
還
義
務
を
負
う
の
は
唯
一
人
の
者
で

(
回
}

あ
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
例
外
は
引
受
、
約
束
手
形
の
振
出
で
手
形
金
額
の
一
部
に
融
通
の
趣
旨
を
含
む
と
き
で
あ
り
、
そ
の
際
は
為
替

手
形
の
振
出
入
、
約
束
手
形
の
受
取
人
H

裏
書
人
も
、
融
通
さ
れ
た
範
囲
で
利
得
償
還
義
務
者
と
な
る
。

私
見
の
よ
う
に
出
摘
す
べ
き
義
務
を
手
形
の
失
権
に
よ
っ
て
免
れ
た
こ
と
、
出
費
を
節
約
し
た
こ
と
を
利
得
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て

手形利得償還請求権

は
、
そ
う
す
れ
ば
「
劇
場
に
赴
か
ざ
る
者
は
入
場
料
だ
け
利
得
し
た
こ
と
と
な
り
、
そ
の
結
果
最
も
貧
乏
な
る
者
が
最
も
利
得
す
る
も
の

と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
批
判
が
あ
る
が
、
正
鵠
を
射
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
利
得
償
還
義
務
者
は
、
原
因
関
係
に
お

い
て
既
に
給
付
を
受
け
た
か
、
給
付
を
う
け
る
債
権
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
右
の
批
判
の
例
で
い
え
ば
既
に
演
劇
な
い
し
映
画
を
観

入
場
料
を
支
払
わ
な
い

た
か
、
常
に
予
約
席
が
リ
ザ
ー
ブ
さ
れ
て
い
る
の
に
、

(
手
形
を
決
済
し
な
い
)

と
い
う
と
こ
ろ
に
利
得
を
見
る

も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

最
後
に
利
得
の
内
容
に
関
し
て
二
、
三
の
問
題
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
う
。
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説

第
一
に
利
得
の
減
少
は
顧
慮
さ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
利
得
の
現
存
(
民
法
七

O
三
条
)
は
必
要
で
な
い
と
さ
れ
る
。
利
得
の
判
断
時
期

は
手
形
失
権
の
時
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
出
揖
を
免
れ
た
こ
と
を
利
得
と
す
る
立
場
で
は
失
権
後
の
利
得
の
減
少
を
云
々
す
る
余
地

は
あ
ま
り
な
い
で
あ
ろ
う
。

論

振
出
人
ま
た
は
引
受
人
が
手
形
の
失
権
に
よ
っ
て
手
形
上
の
債
務
を
免
れ
て
も
、
常
に
手
形
金
額
に
相
当
す
る
利
益
を
受
け
た
も
の
と

速
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
差
額
理
論
の
観
点
か
ら
は
理
論
上
の
帰
結
と
も
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
手
形
の
交
付

に
よ
っ
て
得
た
対
価
は
手
形
金
額
よ
り
少
な
い
こ
と
が
通
常
で
あ
る
か
ら
。
が
、

こ
こ
で
述
べ
た
理
論
の
観
点
か
ら
は
、
手
形
の
交
付
に

よ
っ
て
原
因
関
係
上
に
お
け
る
約
定
で
自
ら
得
た
給
付
の
価
格
に
対
す
る
反
対
給
付
と
し
て
出
揖
す
べ
き
も
の
は
、
手
形
金
額
で
あ
る
の

が
通
常
で
あ
る
か
ら
、
利
得
は
手
形
金
額
で
あ
る
と
の
事
実
上
の
推
定
は
働
く
と
い
え
よ
う
。
判
例
も
、
既
存
の
売
掛
代
金
債
務
が
約
束

手
形
の
振
出
に
よ
っ
て
消
滅
し
(
支
払
に
代
え
て
て
そ
の
後
右
手
形
債
務
も
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
し
た
と
き
は
、
手
形
金
額
で
あ
る
売

掛
代
金
相
当
額
の
利
得
が
あ
る
と
す
る
も
の
が
あ
問
。

第
二
に
利
得
償
還
義
務
者
が
、
権
利
者
に
対
し
て
手
形
失
権
当
時
人
的
抗
弁
を
主
張
で
き
た
と
き
は
、
利
得
償
還
請
求
権
に
対
し
て
も

抗
弁
を
主
張
で
き
る
。
手
形
上
の
権
利
が
利
得
償
還
請
求
権
に
変
っ
た
と
い
う
こ
と
で
義
務
者
の
地
位
が
悪
化
す
る
理
由
が
な
く
、
ま
た

人
的
抗
弁
を
有
し
て
い
た
範
囲
で
は
利
得
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
義
務
者
A
が
権
利
者
C
の
前
者
B
に
対
し
て
人
的
抗
弁
を
有
し
、
手
形
失
権
当
時
こ
れ
を
C
に
対
抗
で
き
な
か
っ
た
場

合
は
ど
う
か
。
判
例
は
、
利
得
償
還
請
求
権
は
所
持
人
が
前
主
の
権
利
を
承
継
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
振
出
人
は
所
持
人
の
前
主
と

の
聞
に
相
殺
す
べ
き
も
の
が
あ
っ
て
も
所
持
人
に
対
し
て
相
殺
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
が
、

A
が
利
得
を
し
て
い
る
か
否

A
の
B
に
対
す
る
人
的
抗
弁
を
C
に
も
対
抗
で
き
る
と
す
る
の
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
判
例
の
よ
う
に
考
え
る

か
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、

と、

B
の
無
資
力
の
危
険
は

A
が
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
第
一
と
も
関
連
す
る
が
、

A
が
客
観
的
価
値
一

O
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。
一
万
円
の
物
を
B
か
ら
一
二

O
万
円
で
買
入
れ
、
金
額
二
一

O
万
円
の
約
束
手
形
を
振
出
し
た
。
と
こ
ろ
が
隠
れ
た
液
庇
の
た
め
に
そ
の

物
の
客
観
的
価
値
は
八

O
万
円
で
あ
っ
た
こ
と
が
後
に
判
明
し
た
。
こ
の
と
き
A
の
た
と
え
ば
C
に
償
還
す
べ
き
利
得
は
幾
ら
に
な
る
の

か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
差
額
理
論
お
よ
び
第
一
に
述
べ
た
通
説
の
考
え
方
か
ら
は
、
手
形
の
対
価
と
し
て
取
得
し
た
物
の
価
格
は
液

庇
が
な
け
れ
ば
一

O
O万
円
で
あ
り
液
庇
が
あ
っ
た
の
で
入

O
万
円
で
あ
る

(
当
然
の
こ
と
な
が
ら
液
庇
は
手
形
失
権
前
の
事
情
で
あ

入
O
万
円
を
償
還
す
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
こ
で
の
理
論
に
よ
れ
ば
聞
い

m

H
剖
い

χ
、
X
H
郎
、
で
九
六
万
円
が

A
の

免
れ
た
出
揖
で
あ
り
、
償
還
す
べ
き
利
得
で
あ
る
。
こ
れ
を
抗
弁
の
方
向
か
ら
見
れ
ば
、

A
は
B
か
ら
の
手
形
金
一
二

O
万
円
の
請
求
に

対
し
、
隠
れ
た
環
庇
を
人
的
抗
弁
と
し
て
九
六
万
円
を
支
払
え
ば
よ
く
、
人
的
抗
弁
が

C
に
は
切
断
さ
れ
C
の
手
形
金
請
求
に
対
し
て
は

一二

O
万
円
金
額
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
利
得
償
還
請
求
に
対
し
て
は
、

B
に
主
張
し
え
た
と
こ
ろ
を
C
に
も
主
張
で
き
、
そ
の

「
受
ケ
タ
ル
利
益
ノ
限
度
」
で
あ
る
九
六
万
円
を
支
払
え
ば
よ
い
。

る
)
か
ら
、

第
三
に
利
得
償
還
請
求
権
の
法
的
性
質
と
も
絡
む
が
、

そ
れ
は
金
銭
債
務
で
あ
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
義
務
者
が
免
れ
た

も
の
は
金
銭
支
払
の
債
務
で
あ
る
か
ら
。
た
だ
利
得
償
還
請
求
権
は
不
当
利
得
の
特
別
形
態
と
理
解
す
る
私
見
で
は
、

不
当
利
得
法
は
原

物
返
還
が
原
別
で
あ
る
か
ら
、
利
得
が
債
権
の
形
で
存
す
る
と
き
は
、
こ
の
債
権
を
利
得
償
還
権
利
者
に
譲
渡
す
れ
ば
よ
寸
。
た
と
え
ば
、

為
替
手
形
の
振
出
人
が
支
払
人
に
対
し
既
に
資
金
を
給
付
し
た
、

ま
た
は
振
出
人
が
支
払
人
に
対
し
て
有
す
る
原
因
債
権
を
資
金
と
し
て

手形利得償還請求権

為
替
手
形
を
振
出
し
た
が
、
支
払
人
が
引
受
、
支
払
を
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
振
出
人
に
は
支
払
人
に
対
す
る
資
金
返
還
請
求
権
が
あ
り

ま
た
は
原
因
債
権
が
残
っ
て
い
る
と
き
で
あ
る
。
利
得
し
て
い
る
債
権
の
債
務
者
が
無
資
力
で
あ
る
と
き
、
ま
た
は
利
得
償
還
義
務
者
が

無
資
力
の
と
き
(
後
者
の
場
合
は
民
法
四
二
三
条
の
債
権
者
代
位
を
問
題
と
す
る
ま
で
も
な
く
)

例
は
利
得
償
還
義
務
の
内
容
は
当
然
に
金
銭
支
払
の
義
務
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。

は
実
際
的
な
意
義
を
も
っ
。
通
説
、
判

北法31(2・27)427



説

(

1

)

「
利
得
」
を
ど
こ
に
見
る
か
は
、
為
替
手
形
の
利
用
の
多
い
ド
イ
ツ
の
議
論
で
は
、
特
に
為
替
手
形
の
振
出
人
の
利
符
に
注
目
さ
れ
る
た
め
、
援
出
人

の
得
た
対
価
と
す
る
①
対
価
説
(
〈
丘
三
担
任

g
巳
巾
)
、
そ
の
亜
種
と
し
て
得
た
対
価
と
給
付
し
た
ま
た
は
し
な
か
っ
た
資
金
と
の
差
額
と
す
る
②
差
額

説

(
E
F
g
gチ
g
己
目
)
、
資
金
の
給
付
を
免
れ
た
す
な
わ
ち
資
金
の
節
約
に
あ
る
と
す
る
③
資
金
説
(
ロ

R
Eロ
怒
任
命

O江
町
)
、
手
形
遡
求
金
額
(
引

受
人
で
あ
れ
ば
手
形
金
額
)
を
免
れ
た
こ
と
に
あ
る
と
す
る
@
手
形
金
額
説

(
m
o
m
B
P
o
ι
2

，d
『
2
z
o
r
c
g
g
g
p
o
o巳
ゆ
)
が
対
立
し
て
い
る
。

①
説
は
、

U
O
B
E
H
m
-
r
r
r
E岳
円
四
E
F
E恩師口
r
g
p
-
4伊丹
B
n
E
ロ
ロ
仏
号
門
司
ユ
ぐ
伊
丹
円

2
r仲間ロ
C
H
B
g
r
ω
F
E
F
M・
E
-
印
・
〉
口
出
・

2

5
・
ω・∞
B
u
r
g
s
p
u
r
z
n
r
ι
o
m
u
m
s
n
r
g
巧
己
主
同

2
5
2
5・
ω・印斗
2
・

②
説
は
ド
イ
ツ
の
通
説
で
あ
る
。
。
円
出
ロ
『
ロ
デ
白

-m・
9
・
ω・
印
∞
印
〉
ロ
ヨ
・
口
一
同

E
E
L
-
白・同・

0
・・

ω・∞
g
r
s
r
ω
司

crcE-m-
同・。・・

ω-

S
T
出

ω
2
B田口
P
田
・
同
・
。
・

ω・印
HH
同
・
一
刻
。

rr巴
p
出

-m・
o・
-
〉
ユ
∞

ω
〉
ロ
日

ω
u
ω
g
z
-
y
p
gロ
N-m
同・。・
(
J
弓・

0
・Y

〉
ユ

-
S
〉
ロ

B
-
r

g
gロ
N
-
p
p
。
・
・
〉
ユ

-
S
〉
ロ
自
由

u
m岳町
0
5・
N
g
z
o
p
p
p
o
-
-
ω
H
5・

③
説
は
、
同
，

ro--
同・国-。・・

ω・
ω
g
z
o
z
ロ・

④
説
は
、
。
自
由
E
P
F
同・。・・

ω・品
N
品
〉
ロ
5
・由

-ω
・
8
0
〉
ロ
自
・
ロ
・

@
説
は
、
手
形
法
八
五
条
の
文
言
に
明
ら
か
に
、
反
す
る
と
い
え
る
。
ま
た
一
で
述
べ
た
よ
う
に
対
価
関
係
と
資
金
関
係
は
内
谷
と
し
て
は
別
の
も
の

で
は
な
い
。
現
に
、
①
説
の
亜
稲
と
い
う
べ
き
②
説
で
も
対
価
を
観
念
で
き
な
い
引
受
人
の
利
得
を
問
題
と
す
べ
き
と
き
に
は
、
資
金
を
受
け
て
手
形
を

支
払
わ
な
い
と
き
に
利
得
あ
り
と
す
る
。
す
な
わ
ち
振
出
人
に
と
っ
て
の
対
価
(
〈
と

cg)
は
、
引
受
人
に
と
っ
て
の
資
金

(
U
2
rロ
ロ
間
)
と
同
じ
も
の

(
の
自
由
件
。

5
・
F

F

9
・
ω・
8
0
〉
ロ
ヨ
・
見
)
な
の
で
あ
る
。
利
得
は
、
φ
J
@
に
述
べ
た
も
の
に
論
理
的
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
本
文

に
述
べ
る
と
お
り
で
あ
る
。

(

2

)

大
判
昭
和
八
・
一
一
-
一
二
裁
判
例
(
七
)
氏
本
二
六
五
頁
。

(

3

)

大
判
大
正
六
・
七
・
五
民
録
二
三
斡
一
二
八
二
頁
、
最
判
昭
和
三
九
・
九
・
円
手
形
研
究
九

O
号
六
三
頁
。

〈

4
)
大
判
大
正
五
・
一

0
・
四
民
録
二
二
輯
一
八
四
八
頁
、
大
判
大
正
八
・
二
・
二
六
民
録
二
五
輯
コ
一
八
一
一
良
、
大
判
昭
和
一
一
・
三
・
三
新
聞
二
六
六
九
号

一
三
頁
。

(

5

)

鈴
木
・
前
掲
三
二
三
氏
、
旧
中
誠
二
・
前
掲
二
七
四
頁
。

(

6

)

伊
沢
・
前
掲
二
四
四
頁
、
鴻
-
前
掲
一
七
三
頁
。

(

7

)

納
寓
・
前
掲
一
一
一
一
一
七
頁
以
下
。

論
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手形利得償還請一求権

(

8

)

理
解
の
た
め
に
い
え
ば
、
為
替
手
形
の
引
受
人

A
、
約
束
手
形
の
振
出
入

A
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
振
出
人

B
ま
た
は
受
取
人

B
と
の
原
因
関
係
上

の
契
約
に
お
い
て
、

B
か
ら
受
け
た
給
付
の
価
格
た
と
え
ば
売
口
の
日
的
物
の
価
格

(
H的
物
自
体
で
な
く
、
ま
た
そ
の
客
観
的
価
値
で
は
な
く
て
、
売

民
契
約
に
お
い
て
当
事
者
が
定
め
た
価
格
〈
色
刷

F
E
Z
-
白
白
・

0
・
ω・由
ω
由
民
-
一
段

E
r
g
H
E
N
-
P
白
・
。
・
(
巧
・

0
・)

e

〉
2
・

S
〉
ロ

B
-
5
u

ω
H
E
R
-
F
同・。・

7
〉
ユ

-
S
〉
ロ
B
・
5
)
消
費
貸
借
上
の
借
入
金
(
た
と
え
ば
利
息
天
引
の
場
合
は
、
売
買
の
と
き
と
同
じ
理
由
か
ら
、
現
実
に
入
手

し
た
金
銭
で
な
く
て
、
返
還
す
べ
き
元
木
)
が
手
形
の
交
付
に
あ
た
っ
て
取
得
し
た
資
金
、
対
価
で
あ
り
、
手
形
を
取
得
す
る
際
に
(
現
実
に
は
、
こ
の

例
で
の

A
は
手
形
を
取
得
は
し
な
い
の
だ
が
〉
出
指
し
た
対
価
は
ゼ
戸
で
あ
る
。
あ
る
い
は
見
方
を
変
え
れ
ば
、
手
形
を
取
得
す
る
際
に
出
摘
す
べ
き
対

価
は
、
原
因
関
係
上
の
契
約
の
反
対
給
付
と
し
て
の
、
売
買
代
金
、
借
金
の
返
済
が
、

A
に
よ
る
手
形
の
支
払
と
い
う
こ
と
に
か
か
ら
し
め
ら
れ
て
、
引

き
延
ば
さ
れ
た
形
で
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て

A
に
対
し
て

D
の
下
で
手
形
が
失
権
(
そ
れ
は
時
効
完
成
以
外
に
な
い
が
)
し
た

と
き
は
、
容
易
に

A
に
対
す
る
利
得
償
還
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
右
売
買
の
例
で

A
が
吐
き
出
さ
れ
る
利
得
は
、
売
買
目
的
物

で
は
な
い
の
は
、
右
目
的
物
を

A
が
保
持
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
有
効
な
売
買
契
約
と
い
う
法
律
上
の
原
因
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
手
形
法
八
五
条
と
い
う
不
当
利
得
規
定
(
ニ
参
照
)
に
よ
っ
て
吐
き
出
す
べ
き
は
、
右
売
口
の
例
で
い
え
ば
、
代
金
た
る
金
銭
で
あ
る
。

(

9

)

菰
淵
清
雄
・
改
正
手
形
法
註
解
二
六
四
頁
H
伊
沢
・
前
世
間
二
四
回
頁
に
よ
る
。

(
川
山
〉
名
古
屋
高
裁
金
沢
支
部
判
昭
和
三
九
・
七
・
三
高
裁
民
集
一
七
巻
五
号
二
九
二
頁
、
最
判
昭
和
凶

0
・
凶
・
一
三
判
例
時
報
四
二
二
号
七
六
頁
。

(
日
〉
時
効
消
滅
の
順
序
が
逆
で
ら
れ
ば
前
述
の
よ
う
に
(
三
、
ハ
)
判
例
は
、
手
形
失
権
時
に
利
得
償
還
請
求
権
は
そ
も
そ
も
発
生
し
な
い
と
す
る
。
私
見

は
、
利
得
償
還
権
利
者
と
称
す
る
も
の
が
義
務
者
に
対
し
て
直
接
の
原
因
債
権
を
有
し
て
い
る
と
き
に
は
、
本
文
後
述
の
よ
う
に
利
得
を
解
す
る
か
ら
、

利
得
償
還
請
求
権
は
発
生
し
な
い
が
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
発
生
す
る
と
解
す
る
。
た
だ
手
形
失
権
の
後
の
時
点
に
お
い
て
原
因
債
務
も
時
効
消
滅
し

k
と
き
は
、
こ
の
後
者
の
時
点
で
の
義
務
者
の
利
得
は
手
形
の
失
権
と
は
何
ら
の
因
果
関
係
も
な
く
、
原
因
債
務
の
時
効
と
い
う
別
の
法
的
原
因
に
基
づ

く
も
の
と
い
え
る
。
こ
れ
を
、
通
説
に
反
し
て
利
得
の
減
少
を
承
認
す
る
と
い
う
か
、
そ
の
時
点
で
利
得
を
欠
依
さ
せ
る
と
い
う
か
は
言
葉
の
問
題
で
あ
ろ

う
。
西
宮
は
、
本
文
で
述
べ
た
と
同
じ
く
、
原
因
債
務
の
時
効
消
滅
は
、
そ
の
後
手
形
法
八
五
条
で
吐
き
出
さ
す
べ
き
「
不
当
利
得
」
性
を
失
う
の
で
あ
る
。

(
ロ
)
回
辺
康
平
「
既
存
債
務
の
消
滅
と
利
得
の
有
無
」
手
形
小
切
手
判
例
百
選
ハ
新
版
・
増
補
〉
一
一
一
九
頁
o
O
F
の
り
出
m
B
E
Cに
(
C
Z冊
目
]
〈
OBAH-
守

5
4印
)
¥
若
宮
巴
ぷ
・

5
5・
∞

2
5
g
n
F出
向
町
民

goy--
同・同・

9
・
〉
ユ

-
S
〉
ロ
B
-
H叶
・
但
し
差
額
理
論
に
つ
い
て
批
判
的
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
〈
間
-
-
H
N
【日ロ・由-

(
日
〉
東
京
区
判
昭
和
一
)
・
凶
・
二
八
新
聞
同

0
0
0号
-
回
頁
。
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説

(
H
)
東
京
高
判
昭
和
五
二
・
五
・
一
八
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
五
九
号
二
八
二
頁
。

(
江
川
〉
東
京
控
判
大
正
一
一
了
一
一
-
一
四
新
聞
九
九
二
号
三

O
頁。

(
日

m
)
東
京
地
判
明
治
三
七
・
一
・
二
七
新
開
一
八
八
号
二

O
頁
、
東
京
控
判
明
治
四
コ
了
六
・
一
一
新
聞
大
六
八
号
一
一
一
良
、
東
京
地
判
昭
和
三
二
・
七
・

一
七
下
級
民
集
八
巻
七
号
一
二
七
一
頁
。

(
口
)
出
口
Eur・(Umwロ
m
w
H
F
P
F
0
・
ω
-
H
N
由同・

(
時
〉
さ
ら
に
差
額
説
を
と
り
つ
つ
、
利
得
償
還
義
務
者
は
手
形
連
鎖
の
初
め
に
い
る
人
間
だ
け
で
あ
る
の
が
通
常
と
す
る
の
は
矛
盾
で
な
か
ろ
う
か
。
〈
包

ω可
S
F
F
F
。
・
・
〉
ユ

-
S
〉
ロ
ヨ
・
由
-
E
-

(
叫
山

)

H

W

・』目

ncz-
田・州
W
O
-
-
ω
・甲山
w

由民・

(
叩
出
)
国
ロ
mnr
ゎ
E
R
F
P
出・

0
・・

ω・
H
N
由
民
・
〈
包
・
問
。
円
ロ
R
-
回目
E
S
E
n
y‘
阻
止
2
g
o
y
-
-
p
m
w・
c・
-
〉
ユ
-
∞
由
〉
ロ
ヨ
・

E
-

(
氾
〉
原
悶
債
務
の
時
効
と
手
形
抗
弁
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
手
形
援
受
の
当
事
者
聞
に
お
い
て
仮
執
行
宣
言
付
支
払
命
令
に
よ
り
手
形
債
権
が
確
定
し
た
場

合
と
原
因
債
権
の
消
滅
時
効
」
氏
商
法
雑
誌
七
九
巻
六
号
八
三
凶
頁
以
下
参
照
。

(
沼
)
鴻
・
前
掲
一
七
三
頁
、
浜
田
・
前
掲
一
四
六
頁
、
田
中
誠
二
・
前
掲
二
七
四
頁
。

ハ
お
)
毛
戸
勝
元
・
改
訂
統
一
手
形
法
論
二
九
五
頁
、
鴻
・
前
掲
一
七
三
頁
、
浜
田
・
前
掲
一
四
七
頁
。
東
京
地
判
昭
和
三
コ
了
一
・
一
一
一
一
下
級
民
集
九
巻
一

ザ
九
頁
は
、
「
裏
書
人
が
手
形
資
金
の
提
供
義
務
者
で
あ
る
こ
と
、
又
は
少
く
と
も
裏
書
人
が
前
者
た
る
振
出
人
若
く
は
裏
書
人
に
対
し
対
価
の
支
払
を

な
し
て
い
な
い
こ
と
を
要
す
る
」
と
す
る
が
、
前
段
は
正
当
で
あ
る
が
、
後
段
は
差
額
理
論
を
と
れ
ば
そ
う
な
る
が
、
不
当
で
あ
る
。

(

M

)

田
中
誠
二
・
前
掲
ニ
七
回
頁
。

(
お
)
こ
の
場
合
、
引
受
人
、
振
出
人
に
対
す
る
手
形
上
の
債
権
の
時
効
消
滅
に
よ
っ
て
、
薬
害
人
に
償
還
す
べ
き
利
得
が
生
ず
る
と
い
う
べ
き
な
の
か
、
あ

る
い
は
裏
書
人
に
対
す
る
失
権
の
時
に
利
得
償
還
請
求
権
は
成
立
し
て
い
る
が
、
こ
の
者
に
な
お
手
形
決
済
資
金
給
付
義
務
が
あ
る
聞
は
行
使
し
え
な
い

と
い
う
べ
き
か
、
あ
る
い
は
こ
の
義
務
が
あ
る
以
上
利
得
償
還
請
求
権
は
発
生
し
な
い
と
い
う
べ
き
か
、
困
難
な
問
題
で
あ
る
。
第
一
説
は
理
論
的
に
お

か
し
い
し
、
第
二
説
、
第
三
説
だ
と
す
る
と
利
得
償
還
請
求
権
の
二
次
性
に
つ
い
て
の
第
二
説
を
と
っ
た
の
と
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
に
な
ろ
う
。
私
見
は
第
三

説
を
と
る
が
そ
の
実
益
あ
る
場
合
と
し
て
は
、
手
形
資
金
を
既
に
給
付
し
た
の
に
、
支
払
人
(
引
受
人
)
、
振
出
人
が
手
形
の
支
払
を
せ
ず
、
そ
の
た
め

に
裏
書
人
は
こ
の
資
金
の
返
還
請
求
権
を
有
す
る
場
合
が
あ
る
。

(
お
)
こ
れ
に
反
し
、
引
受
、
約
束
手
形
の
振
出
(
そ
の
他
為
替
手
形
の
振
出
、
両
手
形
の
甫
訳
書
で
も
同
じ
こ
と
だ
が
)
が
贈
与
と
し
て
行
な
わ
れ
た
と
き

論
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手形利得償還請求権

は
、
ド
イ
ツ
で
は
反
対
説
が
通
説
と
さ
れ
る
が
(
問
。
口
出
己
内
「
曲

P
O
-
-
ω
・
ω宅
一
一
戸
巾
『
自
民
国
同
グ
岱

F

0
・

ω・
印
∞
。
一
の
円
四
E
r
c
p
m
F
。・
4

印
。
酌
戸
山

ωSEσ
‘ωゴ
g
p
p
m
-
。
・
(
巧

-C-Y
〉
ユ

-
S
〉
ロ
ヨ
・
夕
刻
与

r
z
'
N
O
-
Z
R
-
F
P
C
-
-
ω
・
口

ω
利
得
に
つ
い
て
の
対
価
説
、
差
額
説
の
論
理
的

帰
結
で
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
対
価
・
資
金
を
取
得
し
て
い
な
い
か
ら
)
、
利
得
償
還
請
求
権
は
認
め
ら
れ
る
(
吋

r
o
-
-
p
m
-
。・・

ω・
8
∞

Z
o
g
ロ

w

n
E
2
2
F
F
F
O咽

ω・
8

f

E仲
間
口
宮
ア

p
p
。・頃

ω・品。
ω
?
ち
∞
片
山
冨
-
n
v
s
r
-
p
m・
o
・噌〉

H
H
g
〉
ロ
ヨ
・

5
u
何
-
r
n
o
g
-
m
-
m・
o
・-

B
∞
戸
山
切
E
自
ゲ

m
n
F
E
O同
2
2命日子

F
F
0
・
〉

HH・
∞
坦
河
内
回
口
・
∞

-
H叶
山
国

g
n
r・の
HHロ包片岡田
w
p
p
。・・

ω
-
H
N
S。

な
お
、
所
持
人
が
贈
与
を
受
け
た
手
形
を
失
権
さ
せ
て
も
、
利
得
償
還
請
求
権
を
有
す
る
こ
と
は
、
所
持
人
の
損
害
を
要
件
と
し
な
い
手
形
法
八
五
条

で
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
前
述
の
よ
う
に
こ
れ
を
要
件
と
す
る
ド
イ
ツ
で
も
抽
象
的
損
害
説
が
通
説
で
、
こ
れ
を
肯
定
し
て
い
る
。

(幻

)HL包
め
ロ
ゲ
己
吋

m
-
m
w
p
。・・

ω
h
S
は
、
資
金
を
受
取
り
、
か
つ
引
受
な
い
支
払
人
も
、
利
得
償
還
義
務
を
負
う
と
す
る
。

(沼

)
d
-
B
2・
F
目
・
。
ニ
∞

-
N
M
u
g
sロ
p
p
問
。
・
・
〉
ユ

-
g
k
Hロ
S
E
E
-

(
却
)
納
富
・
前
掲
一
一
四

O
頁
註
九
、
。
同
出
口

y
c
p
p
P
9・
ω・
印
由
吋
〉
ロ

B
・
5
u
ω
S
E
T
曲
・
目
・
。
・
(
巧
・
。

-Y
〉
ユ
・

8
〉
ロ

B
・申・

(
却
)
何
・

r
n
c
z
.
国
-
m・
o
.
ω
.
8叶
〉
ロ
ヨ
・

N.

(
お
)
伊
沢
・
前
掲
二
三
九
頁
等
通
説
で
あ
る
。
東
京
控
判
大
正
三
・
一
一
・
一
回
新
聞
九
九
二
号
三

O
頁
ハ
も
っ
と
も
、
一
方
で
利
得
を
受
け
た
給
付
そ
の

も
の
と
し
て
把
握
し
て
お
り
、
他
方
で
給
付
の
約
定
価
格
を
利
得
と
す
る
|
金
銭
債
務
で
あ
る
こ
と
を
判
示
ー
か
ら
利
得
の
概
念
に
混
乱
が
あ
る
と
い
え

よ
う
)
。
反
対
、
台
高
院
判
昭
和
一

0
・
九
・
一
回
評
論
二
五
巻
商
法
一
四
五
頁
。

(
沼
〉
利
得
の
判
断
時
期
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
で
は
三
説
が
あ
る
。
①
訴
提
起
な
い
し
争
点
決
定

(
E
G
B
E
g
g巴
O)
の
時
と
す
る
説
、
岡
山

g

E門「国
-m-

。・・

ω・
ω叶品
uω
唱。

r
D
L
P
p
m
-
。・・

ω
-
u
E
U
(
U
2
5
z
-
p
p
m
-
。・・

ω-hHωω
・

②
対
価
を
取
得
し
た
時
と
す
る
説
(
与
え
た
対
価
な
い
し
資
金
は
利
得
を
欠
敏
さ
せ
る
と
す
る
)
、
。
る
ロ
Y
E
-
B・国・

9
・
ω
-
E印
〉
ロ
ヨ
ロ
一

ωSEr-

E
S
E
-
白
・
白
・
。
・
(
巧
・
。
・
)
唱
〉

2
・
∞
申
〉
ロ

B
-
H
N

③
手
形
失
権
の
時
と
す
る
説
、

o
g
g
c若
田
区
・
〉

5
8
n
z
-
田

E・
o
・-〉同

F
S
〉
ロ
ヨ

-
r
g
gロ
N
-
m
-
F
0・
〉
ユ

-
S
〉
ロ
ヨ
・

5
u
∞2
5
z
n
r
'

固め同
2
5
0
r
f
国
-
P
。
二
〉
同
?
密
閉
仏
ロ

-H∞
u
出
5
n
r・の
S
R
F
F
m
-
。
--ω
・
HN叶
で
あ
る
。

(
お
)
河
本
一
郎
「
小
切
手
の
盗
難
に
よ
る
失
権
と
利
得
償
還
請
求
権
」
商
事
法
務
一
五
八
号
一
凶
頁
(
注
一
〉
。

(
川
剖
)
為
替
手
形
の
振
出
人
に
つ
い
て
、
支
払
人
と
の
代
替
物
の
売
買
契
約
で
支
払
人
に
対
す
る
代
金
債
権
を
資
金
と
し
て
振
出
し
た
が
、
引
受
は
さ
れ
ず
、

ま
た
所
持
人
の
振
出
人
に
対
す
る
遡
求
権
が
失
権
し
た
後
に
、
律
義
に
売
買
契
約
に
従
っ
た
物
を
支
払
人
に
送
付
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
途
で
滅
失
し
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説

た
よ
う
な
場
合
が
考
え
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
註
(
日
)
、
本
文
第
二
、
第
三
つ
一
六
、
七
頁
)
参
照
。

(
お
)
大
判
明
治
三
八
・
一

0
・
二
人
民
録
一
一
瞬
一
三
九
二
頁
、
大
判
大
正
九
・
三
・
一
一
民
録
二
六
輯
二
二
二
頁
。
鴻
・
前
掲
一
七
九
頁
。

(
泌
)
大
判
昭
和
一
凶
・
六
・
二
六
新
聞
凶
凶
五
二
号
二
二
頁
。
同
国
回
、
東
京
区
判
昭
和
六
・
六
・
八
新
聞
三
二
九
一
号
一
一
一
頁
。

(
幻
)
大
判
大
正
二
・
四
・
一
一
間
以
内
録
一
九
瞬
二
一
一
一
六
頁
。
賛
、
鴻
・
前
掲
一
八

O
頁。

(
叩
拍

)
H
W
-
H
ω
口

oz-
白・白・

0
・
ω・
8
∞
・
な
お
、
福
岡
高
判
昭
和
三
七
・
九
・
一
入
金
融
法
務
三
二
一
号
七
頁
、
は
利
得
償
還
義
務
者
が
原
因
関
係
た
る
売
買

を
詐
欺
に
よ
り
取
消
し
た
場
合
に
、
利
得
な
し
と
し
、
権
利
者
は
民
法
九
六
条
三
項
の
第
三
者
に
あ
た
ら
な
い
と
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
述
べ
た
よ
う
に

た
と
え
切
断
さ
れ
た
人
的
抗
介
で
も
利
得
償
還
の
と
き
は
す
べ
て
対
抗
で
き
る
と
し
て
解
決
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
な
い
か
(
民
法
九
六
条
三
項
の
解
釈

に
は
疑
問
を
も
っ
〉
。

(
却
)
〈
包
・
開

-
F
E
E
-
同
・
由
。
・

ω・
8
∞
〉
ロ
ロ
H-H

(

州

制

)

吋

ro--
国-
E
・

o・-ω
・
ω∞
N一
例

-rnor--
同
・
同
・
。
・
・

ω-Eω
一
回
己
巾
円
}
内
自
の
田
口
R
F
目・国・

0
・・

ω-HN申・

(
川
出
)
一
融
通
約
束
手
形
の
振
出
を
う
け
た
受
取
人
H
市
封
書
人
が
既
に
手
形
決
済
資
金
を
振
出
人
に
給
付
し
て
い
る
の
に
、
振
出
人
が
手
形
の
支
払
を
せ
ず
、
受

取
人
H
呉
当
人
に
対
す
る
遡
求
権
が
失
権
し
た
と
き
、
受
取
人
H
哀
詩
人
の
振
出
人
に
対
す
る
手
形
決
済
資
金
返
還
請
求
権
を
利
得
償
還
権
利
者
に
譲
渡

さ
せ
る
べ
き
か
、
利
得
償
還
請
求
権
は
発
生
し
な
い
と
す
べ
き
か
は
困
難
な
問
題
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
註
(
お
〉
参
照
。

(
必
)
「
一
r
n
c
σ
r
p
担
。
・
・

ω・
品
∞
『

-uHNE戸

m
E
Y
回
目
・
。
・
・

ω
ω
叶印

u
h
m
g
m
g
z
-
m
p
。よ

ω・品
NN
同
-
u
C
H出
口
「
ロ
デ
白
・
問
。
・
・

ω・
印
由
印
〉
ロ

B-HJ戸

似
し
問
所
で
提
出
人
の
得
た
対
価
が
債
権
の
形
で
存
す
る
と
き
は
そ
の
譲
渡
で
よ
い
と
す
る

u
ω
S与
-
g
gロ
タ
国
・
同
・

0
(当
・
。

-Y
〉
ユ

-
g
〉
ロ

5
・

5
u
O
E
m
g耳凹
E
-〉
-
F
R
Y
H唱
曲
目
・

9
・
〉
ユ
-
∞
坦
〉
ロ
B
-
y
g
gロデ

F
同・

9
・
〉
ユ

-
S
〉
ロ
B
・
5
u
切

E
s
g
n
r・出。同
2
g
m
E
-
F
F
O
-
-

K
戸

2
・
富
岡
山
内
凶

p
s
u
ω
唱。
σ
O
L
P
回

m・
9
・
ω・
凶
器
は
引
受
人
の
利
得
の
と
き
支
払
担
当
者
に
対
す
る
決
済
資
金
返
還
請
求
権
の
譲
渡
を
認
め
る
が
、

ω・
8
品
で
は
対
価
が
物
の
と
き
は
そ
れ
が
現
存
す
る
か
ぎ
り
そ
れ
が
利
得
で
あ
る
と
し
、
そ
の
物
の
返
還
を
要
す
る
と
す
る
。

諭

五

具
体
的
適
用
(
原
因
債
務
の
消
滅
)

利
得
償
還
請
求
権
の
発
生
要
件
を
考
察
す
る
に
は
後
述
す
る
よ
う
に
手
形
の
交
付
に
よ
っ
て
原
因
関
係
上
の
債
務
が
な
お
併
存
す
る
か

否
か
も
一
定
の
重
要
な
基
準
と
な
る
。
手
形
の
授
受
が
「
支
払
の
た
め
に
」
な
い
し
「
担
保
の
た
め
に
」
で
あ
る
と
き
は
原
因
債
務
が
併
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「
支
払
に
代
え
て
」
の
と
き
は
、
原
因
関
係
上
の
債
務
は
手
形
授
受
の
際
に
消
滅
し
て
い
る
。
ま
た
、
手
形
割
引
の
と
き
は
、
通

説
で
あ
る
手
形
売
買
説
で
は
、
手
形
の
売
買
と
い
う
原
因
関
係
は
あ
る
が
、
割
引
に
よ
っ
て
原
因
債
務
は
残
ら
な
い
(
但
し
、
民
法
丘
六

九
条
参
照
)
。
た
だ
割
引
当
事
者
聞
に
い
わ
ゆ
る
買
戻
し
義
務
(
銀
行
取
引
約
定
書
ひ
な
型
」
ハ
条
)
の
特
約
が
あ
れ
ば
、
原
因
関
係
上
、
手

存
し

形
交
付
者
日
割
引
依
頼
人
に
債
務
が
残
る
。
こ
こ
で
は
手
形
交
付
後
に
原
因
関
係
上
の
債
務
が
残
る
場
合
を
「
支
払
の
た
め
に
」
で
代
表

さ
せ
、
残
ら
な
い
場
合
を
「
支
払
に
代
え
て
」
で
代
表
さ
せ
て
述
べ
る
。

A
が
B
に
対
す
る
原
因
債
務
の
「
支
払
に
代
え
て
」
約
束
手
形
を
振
出
し
、
そ
の
手
形
の

A
に
対
す
る
権
利
が
時
効
に
か
か
っ
た

と
き (1)

失
権
さ
せ
Tこ
者
カミ

B
で
あ
ろ
う
と
、

C
、

D
で
あ
ろ
う
と
、

A
に
対
す
る
利
得
償
還
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
異
論
は
な

ぃ
。
た
だ
そ
の
利
得
の
内
容
が
何
で
あ
る
か
に
つ
き
、
前
述
の
よ
う
に
理
論
的
な
争
い
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

(2) 

A
↓
B
↓
C
↓
D
と
約
束
手
形
が
順
次
後
者
に
対
す
る
原
因
関
係
債
務
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
「
支
払
の
た
め
に
」
流
通
し
、

の
下
で

A
に
対
す
る
手
形
上
の
権
利
が
失
権
し
た
場
合
は
ど
う
か
。

D
が
A
に
対
し
利
得
償
還
を
請
求
す
る
と
き
、
前
述
の
よ
う
に

A
の

B
に
対
す
る
原
因
債
務
が
消
滅
し
て
い
な
け
れ
ば
そ
れ
は
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
「
支
払
の
た
め
」
に
交
付
さ
れ
た
の
で
あ
る

か
ら
、
原
因
債
務
は
手
形
受
領
者
が
手
形
に
よ
っ
て
最
終
的
な
満
足
を
得
た
と
き
に
、
手
形
に
よ
る
弁
済
の
効
果
が
生
じ
て
、

消

滅

す

る
。
し
た
が
っ
て

A
の
B
に
対
す
る
原
因
債
務
の
消
滅
は
、

B
の
C
に
対
す
る
そ
れ
の
消
滅
に
か
か
り
、

B
の
C
に
対
す
る
原
因
債
務
の

手形利得償還請求権

消
滅
は
、

C
の
D
に
対
す
る
そ
れ
の
消
滅
に
か
か
る
。
そ
の
意
味
で

D
の
A
に
対
す
る
利
得
償
還
請
求
権
の
発
生
を
吟
味
す
る
た
め
に

は、

A
↓
D
へ
の
手
形
連
鎖
に
お
け
る
各
原
因
関
係
を
、

D
↓
A
へ
逆
方
向
に
巻
き
揚
げ
て
開
明
す
る
こ
と
(
〉
丘
同
己

g
p
以
下
巻
き
揚

げ
と
い
う
)
が
ま
ず
必
要
に
な
っ
て
き
そ
う
で
あ
る
。

そ
こ
で
問
題
は
二
つ
で
て
く
る
。
こ
の
手
形
連
鎖
に
お
け
る
原
因
関
係
の
巻
き
揚
げ
を
所
持
人
D
に
要
求
す
る
こ
と
は
実
際
的
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
と
、

C
の
D
に
対
す
る
原
因
債
務
は
、

D
が
手
形
に
よ
り
満
足
を
受
け
な
か
っ
た
こ
と
は
明
白
だ
か
ら
、
消
滅
せ
ず
、

D し
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説

た
が
っ
て
、

C
の
原
因
債
務
は
消
滅
せ
ず
そ
れ
故
B
の
そ
れ
も
、

A
の
そ
れ
も
消
滅
せ
ず
、

A
は
な
お

B
に
対
し
て
原
因
債
務
を
負
っ
て

い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。

論

前
の
問
題
は
さ
て
お
き
、
後
の
問
題
、
す
な
わ
ち

D
が
A
に
対
す
る
手
形
上
の
権
利
を
失
権
さ
せ
た
場
合
(
こ
こ
の
例
で
い
う
と

A
に

対
す
る
手
形
債
権
を
時
効
に
か
け
た
と
き
)
、

D
の
C
に
対
す
る
原
因
債
権
は
消
滅
す
る
か
、
換
言
す
れ
ば
、
手
形
を
失
権
さ
せ
た

D
は

C
に
対
し
て
原
因
債
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
、

を
呈
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。

は
学
説
上
も
非
常
に
争
い
が
あ
り
、
複
雑
な
問
題
で
あ
っ
て
、
迷
宮
の
様
相

B
が
A
に
対
す
る
手
形
上
の
権
利
を
失
権
さ
せ

た
場
合
に
、

B
は
A
に
対
す
る
原
因
債
権
を
行
使
で
き
る
か
ら
、
利

(
時
効
に
か
け
)

得
償
還
請
求
権
は
発
生
し
な
い
と
い
う
、
判
例
の
考
え
方
を
、
こ
こ
で
の

D
に
も
あ
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
(
肯
定
判
例
と
し
て
三

註
(
お
)
参
照
)
。
利
得
償
還
請
求
権
が
発
生
し
な
い
と
い
う
点
は
採
り
え
な
い
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
で
は

D
は
無
条
件
に
原
因
債
権
を

C
に
対
し
て
行
使
し
う
る
か
。
こ
こ
で
は
C
の
法
的
地
位
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
判
例
の
ケ
l
ス
で
は

A
が
手
形
上
の
唯
一
の

義
務
者
で
あ
っ
て
、

A
に
と
っ
て
は
手
形
上
の
債
務
を
追
及
さ
れ
る
か
、
原
因
関
係
上
の
債
務
を
追
及
さ
れ
る
か
は
ど
ち
ら
で
も
い
い
ケ

ー
ス
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

C
に
と
っ
て
は
、
原
因
債
務
を
追
及
さ
れ
、
そ
の
履
行
と
引
換
に
失
権
し
た
手
形
を
も
ら
っ

た
と
し
て
も
、

そ
れ
だ
け
で
は

C
の
保
護
に
欠
け
る
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
、

D
が
失
権
前
に

A
に
手
形
上
の
権
利
を
行
使
し
た
な
ら
ば
、

A
に
は
そ
の
当
時
は
資
力
が
あ
っ
て
手
形
が
支
払
わ
れ
、
そ
れ
に
伴
な
っ
て

C
の
D
に
対
す
る
原
因
債
務
も
消
滅
し
た
か
も
し
れ
な
い

し

一
旦

A
に
よ
る
支
払
が
拒
絶
さ
れ
て
も
A
に
対
す
る
手
形
上
の
権
利
が
残
っ
て
い
る
間
な
ら
ば
、

C
は
遡
求
義
務
を
と
き
に
は
自
ら

進
ん
で
果
た
し
て

(
手
形
法
五

O
条
一
項
、

七
七
条
一
項
四
号
)
、

A
に
資
力
の
あ
る
う
ち
に
、
手
形
債
権
の
満
足
を
受
け
え
た
か
も
知

れ
な
い
。
さ
ら
に
A
が
無
資
力
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

B
に
対
す
る
遡
求
権
が
保
全
さ
れ
て
お
れ
ば
、
同
様
に

B
に
対
し
て
再
遡
求
す
る

三
と
も
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
こ
と
に
、

D
の
失
権
が
そ
の
過
失
に
基
づ
く
と
い
う
こ
と
が
多
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
考
え

北法31(2・34)434



呼

hv
ル}、

D
の
無
条
件
で
の
原
因
債
権
行
使
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

D
の
A
に
対
す
る
利
得
償
還
請
求
権
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
因
関
係
の
連
鎖
を
決
済
す
る
最
も
簡
便
な
方
法
は
、

D
が
C
に
対

す
る
原
因
債
権
を
手
形
金
額
に
対
応
す
る
部
分
に
つ
い
て
放
棄
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
ろ
う
。

D
の
C
に
対
す
る
こ
の
放
棄
に
よ
り
、

は
も
は
や
手
形
金
額
分
の
原
因
債
権
の
行
使
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
弁
済
し
た
と
同
じ
効
果
を
生
じ
、

そ
れ
故
B
か
ら
、
そ
の
債
務
の

「
支
払
の
た
め
に
」
受
領
し
た
手
形
に
よ
っ
て
最
終
的
満
足
を
受
け
た
と
い
い
う
る
か
ら
、

B
の
C
に
対
す
る
原
因
債
務
は
手
形
金
額
に

応
じ
る
部
分
に
つ
い
て
消
滅
す
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た

A
の
B
に
対
す
る
原
因
債
務
も
消
滅
す
る
。
だ
か
ら
、

A
は
手
形
を
も
っ
て
決
済

す
べ
き
、
原
因
関
係
上

B
に
対
し
て
反
対
給
付
を
す
べ
き
義
務
を
免
れ
た
と
い
い
う
る
、

と
い
う
論
法
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
考
え
方
に

は
致
命
的
な
欠
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

A
の
利
得
は
手
形
の
失
権
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
は
な
く
て
、

そ
れ
と
は
無
関
係
の

D
の
C
に

対
す
る
原
因
債
権
の
放
棄
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
を
、

C
が

D
に
対
し
て
原
因
債
務

の
「
支
払
の
た
め
に
」
交
付
す
る
か
「
支
払
に
代
え
て
」
交
付
す
る
か
は
、

A
の
関
知
し
な
い
他
人
事
で
あ
る

(
「
支
払
に
代
え
て
」

ら
ば
、

D
が
A
に
利
得
償
還
で
き
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
)

か
ら
、

回
避
す
る
こ
と

A
の
右
の
よ
う
な
主
張
を
許
さ
な
い
と
し
て
、

一
般
的
に
、
資
力
の
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い

A
に
利
得
償
還
請
求
す
る
た
め
に
、

D
が
C
に
対

す
る
原
因
債
権
を
放
棄
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
ろ
う

(
C
が
無
資
力
で
A
が
資
力
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
場
合
に
は
、

D
の
放
棄
と
い

も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

手形利得償還請求権

う
こ
と
も
考
え
う
る
が
)
0

も
っ
と
一
般
的
に
、

D
の
C
に
対
す
る
原
因
債
権
行
使
の
問
題
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

四
説
の
対
立
が
あ
る
が
、
利
得
償
還
請
求
権
発
生
に
関
し
て
重
要
な
こ
と
は
、

D
が
A

D
の
原
因
債
権
の
行
使
の
可
否
に
つ
い
て
は
、

D
の
C
に
対
す
る
原
因
債
権
は

(
手
形
金
額
に
対
応
す
る
部
分
は
)
消

に
対
す
る
手
形
上
の
権
利
を
失
権
さ
せ

(
時
効
に
か
け
)

る
と
、

滅
す
る
か
、
否
か
で
あ
る
。
消
滅
す
る
(
法
律
的
に
原
因
債
権
を
行
使
で
き
な
く
な
る
と
い
っ
て
も
同
じ
)

な
ら
ば
、

C
↓
D、

〆
局
d

寺、

L
ふ
れ
カ

っ
て

B
↓
C
、
そ
し
て
ま
た

A
↓
B
の
手
形
の
交
付
の
目
的
は
達
せ
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
、

A
は
も
は
や

B
に
対
し
て
原
因
債
務
を
負
つ C な

北法31(2・35)435



論

因
関
係
上
の
権
利
も
消
滅
す
る
こ
と
の
理
由
づ
け
が
困
難
で
あ
り
、

そ
う
解
し
た
の
で
は
原
因
関
係
上
の
権
利
を
手
形
上
の
権
利
と
併
存

北法31(2・36)436

説

① 

そ
れ
故
D
の
A
に
対
す
る
利
得
償
還
請
求
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

原
則
と
し
て
こ
れ
を
肯
定
す
る
説
は
、
自
ら
認
め
る
よ
う
に
、
手
形
上
の
権
利
の
消
滅
に
よ
っ
て
そ
れ
と
は
別
の
権
利
で
あ
る
原

て
お
ら
ず
、

さ
せ
た
こ
と
の
実
益
が
乏
し
く
な
る
。
ま
た
、

A
が

点
は
、
利
得
償
還
請
求
権
の
発
生
要
件
に
関
し
て
そ
の
二
次
性
を
承
認
す
る
第
一
説
、
第
二
説
す
な
わ
ち
所
持
人
の
原
因
関
係
上
の
債
務

者
ま
た
は
な
お
存
続
し
て
い
る
手
形
債
務
者
の
無
資
力
を
要
件
と
す
る
説
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

同
じ
結
論
を
「
支
払
の
た
め
に
」
手
形
を
交
付
し
た
こ
と
自
体
の
う
ち
に
見
出
す
説
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
原
因
債
務
の
債
権
者
が
手
形

(
B
も
か
)
無
資
力
の
と
き
は

D
の
C
に
対
す
る
原
因
債
権
は
消
滅
し
な
い
と
す
る

を
受
領
し
て
そ
れ
を
換
金
し
、

し
か
も
遡
求
義
務
を
負
わ
な
く
な
っ
た
と
き
に
原
因
債
務
を
消
滅
さ
せ
る
と
い
う
条
件
附
代
物
弁
済
の
合

(
意
思
の
擬
制
)
。
し
か
し
こ
の
説
に
対
し
て
は
二

意
が
、
当
事
者
に
意
識
さ
れ
な
く
て
も
一
般
に
存
在
す
る
と
推
定
す
る
も
の
で
あ
る

般
に
そ
の
よ
う
な
条
件
附
代
物
弁
済
の
合
意
が
存
在
す
る
と
い
え
る
の
か
、
「
支
払
に
代
え
て
」
と
の
相
違
は
原
因
債
務
が
存
続
す
る
期

間
の
相
違
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
の
か
、
時
効
中
断
の
相
対
性
〈
手
形
法
七
一
条
、
七
七
条
一
項
八
号
)

に
よ
っ
て
、

こ
こ
の
例
で
い

え
ば

D
が
C
に
対
す
る
遡
求
権
は
時
効
に
か
け
た
が
、

B
に
対
す
る
そ
れ
は
中
断
し
て
い
た
場
合
、
あ
る
い
は
そ
の
逆
の
場
合
、

に
は
ど

う
な
る
の
か
、

と
い
う
疑
問
が
あ
る
。

①
説
と
類
似
し
て
、
①
健
全
な
手
形
(
手
形
上
の
権
利
が
保
全
さ
れ
て
い
る
手
形
)
を
C
に
返
還
で
き
な
い
以
上
、

D
は
原
因
債
権

を
行
使
で
き
な
い
と
す
る
説
。
そ
の
理
由
と
し
て

4
8
F
B
B
E
E
Fロ
E
B
官
。
官
2
5
の
禁
止
(
禁
反
言
な
い
し
ク
リ
ー
ン
ハ
ン
ド
の

の
類
推
適
用
に
よ

M
r
自
己
の
過
失
に
よ
っ
て
健
全
な
手
形
を
返
還
で

お
よ
び
ド
イ
ツ
民
法
三
五
一
条
(
日
本
民
法
五
四
八
条
)

原
則
)

き
な
い
者
は
原
因
債
権
を
行
使
で
き
な
い
と
す
る
。

D
が
過
失
に
よ
り
手
形
を
不
健
全
な
も
の
に
し
た
と
き
は
、

D
は
C
に
対
し
て
原
因

債
権
を
行
使
で
き
な
く
な
る
の
で
そ
の
結
果
、

C
が
B
に
対
し
て
原
因
債
権
を
行
使
す
る
場
合
、

C
は
B
が
与
え
た
手
形
に
よ
り
最
終
的



に
満
足
を
得
た
と
い
う
こ
と
を

B
は
抗
弁
で
き
、

B
が
A
に
原
因
債
権
を
行
使
す
る
場
合
に
も
、

A
に
同
じ
抗
弁
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。
そ
の
か
わ
り
に

A
は
利
得
償
還
請
求
権
に
曝
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
す
る
。
こ
の
説
に
対
し
て
は
、
ま
ず
原
因
債
務
と
そ
の
「
支

払
の
た
め
」
に
受
領
し
た
手
形
と
の
関
係
が
、
そ
の
行
使
に
よ
り
原
状
回
復
義
務
を
生
ず
る
解
除
権
の
場
合
と
本
質
的
に
類
似
す
る
か
は

問
題
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
被
担
保
債
務
と
担
保
の
関
係
に
類
似
す
る
の
で
は
な
い
か
。
し
た
が
っ
て
担
保
権
者
が
担
保
目
的
物
を
致
損
し

た
場
合
に
、
被
担
保
債
権
を
行
使
で
き
る
か
否
か
の
問
題
に
連
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
す
る
と
担
保
権
者
の
担
保
設
定
者
に
対
す
る

そ
れ
が
ま
た
次
の
②
説
の
述
べ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
ま
た
こ
の
説
は
、
②
説
の

よ
う
な
手
形
に
お
け
る
原
因
関
係
連
鎖
の
巻
き
揚
げ
は
起
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
メ
リ
ッ
ト
を
お
く
の
で
あ
る
が
所
持
人
D
の
過
失
に
よ

ら
な
い
失
権
の
と
き
ゃ
、
自
ら
認
め
る
よ
う
に

A
が

損
害
賠
償
義
務
で
処
理
す
る
方
が
適
切
で
は
な
い
か
、

(
B
も
か
)
無
資
力
で
あ
る
と
き
は
わ
が
民
法
五
四
八
条
の
「
自
己
ノ
行
為
又
ハ
過

失
」
の
要
件
も
「
著
シ
ク
:
:
:
虫
損
シ
若
グ
ハ
之
ヲ
返
還
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ニ
至
リ
タ
ル
」
の
要
件
も
充
た
さ
な
い
の
で
、

D
は
な
お

C
に
対
し
原
因
債
権
を
行
使
で
き
る
と
す
る
か
ら
こ
の
範
囲
で
は
原
因
連
鎖
の
巻
き
揚
げ
は
避
け
ら
れ
な
い
。
し
か
も
、

D
に
利
得
償
還

請
求
権
が
発
生
す
る
か
、
そ
れ
と
も
原
因
債
権
行
使
を
認
め
る
た
め
に
原
因
連
鎖
の
巻
き
揚
げ
が
生
ず
る
か
、
は

D
の
過
失
の
有
無
、

A

に
資
力
が
あ
る
か
否
か
と
い
う
微
妙
な
事
実
問
題
に
か
か
っ
て
こ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

② 

D
が
A
に
対
す
る
手
形
上
の
権
利
を
失
権
さ
せ
て
も
、
手
形
の
交
付
が
「
支
払
の
た
め
」
で
あ
る
以
上
、

D
は
な
お

C
に
対
し
て

手形利得償還請求権

C
は
D
が
過
失
に
よ
っ
て
手
形
を
失
権
さ
せ
た
こ
と
に
よ
る
損
害
の
賠
償
請
求
権
を
も
っ
て
、
相
殺
す
る

D
の
無
条
件
で
の
原
因
債
権
の
行
使
は
拒
め
る
と
す
る
説
。

そ
の
際
、
損
害
の
額
は
た
だ
ち
に
手
形
金
額
に
相
当
す
る
も
の
で
も
あ
る
い
は
そ
れ
が
推
定
さ
れ
る
も
の
で
も
、
ま
た
は
原
因
債
務
の

に
達
す
る
と
推
定
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
る
ま
い
。
損
害
は
、

C
が

北法31(2・37)437

原
因
債
権
を
行
使
で
き
る
が
、

こ
と
が
で
き
る
と
し
、

額
(
正
確
に
は
原
因
債
務
中
手
形
金
額
に
相
当
す
る
部
分
で
あ
ろ
う
)

手
形
上
の
権
利
で
簡
便
に

A
、
B
に
追
及
で
き
た
も
の
を
、
J
B
に
対
す
る
原
因
債
権
を
行
使
し
ま
た
は
後
述
の
と
こ
ろ
に
し
た
が
っ
て

A



説

に
対
す
る
利
得
償
還
請
求
権
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
た
め
の
費
用
、
手
間
の
増
捕
、

A
、
B
が
そ
れ
ぞ
れ
の
手
形
上
の
義

務
の
消
滅
後
に
、
無
資
力
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
か
「

D
が
C
に
対
し
て

C
の
原
因
債
務
を
追
及
す
る
と
き
ま
で
に
、

B
の
C
に
対
す

A
の
B
に
対
す
る
原
因
債
務
が
時
効
消
滅
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
、
が
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て

A
、
B
の
原
因

る
原
因
債
務
、

債
務
は
な
お
存
続
し
、

A
、
B
に
資
力
、
が
あ
れ
ば

C
が
前
の
部
分
の
費
用
、
手
間
の
増
加
と
い
う
損
害
を
主
張
す
る
か
ど
う
か
は
別
と
し

北法31(2・38)438

論

C て

損後
害の
は部
な{分
いぎの
。損

宝

は
な
し、

と
L 、
え

る。

ま
ずこ
A 

B
が
最
初
か
ら
あ
る
い
は
手
形
満
期
の
と
き
に
既
に
無
資
力
で
あ
っ
た
と
き
に
は

こ
の
よ
う
な

D
の
損
害
賠
償
債
務
を
基
礎
づ
け
る

D
の
配
慮
義
務
(
虫
口
百

gNE-nZ)
の
わ
が
国
で
の
実
定
法
上
の
根
拠
と
し
て
は
、

類
似
し
た
法
状
況
を
規
制
す
る
民
法
五

O
四
条
、
民
事
執
行
法
一
五
八
条
に
求
め
、
さ
ら
に
ま
た
、

D
が
原
因
債
権
の
他
に
手
形
債
権
と

い
う
担
保
を
取
得
し
て
い
る
と
経
済
的
に
評
価
で
き
る
と
い
う
類
似
性
に
よ
り
、
民
法
二
九
八
条
、
三
五

O
条
に
求
め
て
、

肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
義
務
を

と
こ
ろ
で
、

A
に
対
す
る
利
得
償
還
請
求
権
が
D
に
発
生
し
て
い
た
と
き
、
原
因
債
権
を
行
使
さ
れ
た

C
は、

」
の
利
得
償
還
請
求
権

用
に
よ
り
、

を
自
己
に
移
転
さ
せ
う
る
か
に
つ
い
て
、
損
害
賠
償
者
の
権
利
に
関
す
る
ド
イ
ツ
民
法
二
五
五
条
(
日
本
民
法
四
二
二
条
に
対
応
)
の
準

C
は
D
に
利
得
償
還
請
求
権
の
譲
渡
を
請
求
で
き
る
と
さ
れ
、
反
対
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
わ
が
民
法
四
二
二
条
は

法
律
上
当
然
、
の
代
位
を
認
め
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
を
類
推
適
用
す
れ
ば

C
が
原
因
債
務
を
履
行
し
た
と
き
は
、
法
律
上
当
然
に
代
位
す
る

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
原
因
債
権
と
手
形
債
権
の
併
存
が
、
被
担
保
債
権
と
担
保
の
関
係
に
類
似
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
担

保
設
定
者
が
弁
済
し
た
場
合
の
代
位
に
関
す
る
民
法
五

O
O条
を
類
推
適
用
す
べ
き
か
、
あ
る
い
は
物
上
保
証
人
と
し
て
自
己
の
債
権

に
、
第
三
者
の
債
務
の
た
め
に
債
権
質
を
設
定
し
た
者
が
、
第
コ
一
者
の
債
務
を
弁
済
し
た
と
き
に
は
、
自
己
の
債
権
上
の
質
権
は
当
然
消

滅
す
る
と
い
う
、
当
然
の
理
を
、
手
形
の
実
質
的
代
償
物
た
る
利
得
償
還
請
求
権
に
及
ぼ
す
と
す
べ
き
か
、
法
律
構
成
は
種
々
あ
り
え
よ



う(
カ~~

C
が
利
得
償
還
請
求
権
を
当
然
取
得
す
る
と
い
う
こ
と
は
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、

C
の
原
因
債
務
の
履
行
が
現

実
の
金
銭
に
よ
る
出
摘
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
よ
う
と
、
原
因
債
務
の
手
形
金
額
に
対
応
す
る
部
分
が
、
前
述
の

D
に
対
す
る
損
害
賠
償
請

求
権
に
よ
る
相
殺
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
よ
う
と
異
な
ら
な
い
。
後
者
の
場
合
も
自
己
の
債
権
を
出
損
し
て
い
る
点
で
、
金
銭
に
よ
る
出
損

と
変
ら
な
い
か
ら
。

次
に
、

C
は
D
が
A
に
対
し
て
取
得
し
た
利
得
償
還
請
求
権
を
、

D
か
ら
取
得
す
る
こ
と
は
、
右
述
の
と
お
り
で
あ
る
が
、

C
は
B
に

対
す
る
原
因
債
権
を
行
使
で
き
る
か
。

B
が
原
因
債
務
の
「
支
払
の
た
め
」
に

C
に
交
付
し
た
手
形
は
、

C
の
換
金
化

(
D
へ
の
「
支
払
の
た
め
」
の
交
付
)
が
成
功
せ
ず
、

C
は
D
か
ら
原
因
債
務
の
履
行
を
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

C
は
手
形
に
よ
っ
て
最
終
的
満
足
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て

B
の
C
に
対
す
る
原
因
債
務
は
消
滅
の
原
因
を
欠
く
。

C
は
な
お
B
に
原
因
債
権
の
行
使
は
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、

C
は
A
に
対
す
る
手

形
上
の
権
利
の
失
権
に
つ
い
て
過
失
は
な
い
か
ら
無
条
件
に

B
に
対
す
る
原
因
債
権
を
行
使
で
き
る
。

B
が
こ
の
原
因
債
務
を
履
行
す
れ

ば、

C
に
つ
い
て
述
べ
た
と
同
じ
理
由
か
ら
、

C
に
移
転
し
て
い
た

D
の
A
に
対
す
る
利
得
償
還
請
求
権
が
、
法
律
上
当
然
に

B
に
移
転

す
る
。
こ
こ
で
原
因
関
係
上
の
当
事
者
で
あ
る

A
l
B
闘
で
、

B
の
A
に
対
す
る
利
得
償
還
請
求
権
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
判
例
通
説

が
、
原
因
関
係
上
の
当
事
者
間
で
は
、
「
支
払
の
た
め
」
に
手
形
が
交
付
さ
れ
た
と
き
に
、
利
得
償
還
請
求
権
は
発
生
し
な
い
と
す
る
こ

手形利得償還請求権

と
と
、
矛
盾
し
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
こ
こ
で

B
の
も
つ
利
得
償
還
請
求
権
は

D
に
お
い
て

A
に
対
し
て
発
生
し
た
も
の

で
あ
る
。

北法31(2・39)439

C
が
B
に
対
し
て
無
条
件
に
原
因
債
権
を
行
使
し
え
た
と
同
じ
理
由
か
ら
、

B
は
A
に
原
因
債
権
を
行
使
で
き
る
。

A
が
原
因
債
務
を

履
行
す
れ
ば
、
利
得
償
還
請
求
権
は
混
同
(
民
法
五
二

O
条
)
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
O
B
が
利
得
償
還
請
求
権
を
行
使
す
る
こ
と
も
(
両

債
権
の
時
効
中
断
の
関
係
か
ら
)
可
能
で
あ
る
が
、

A
は
原
因
関
係
上
の
当
事
者
で
あ
り
、
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。



説

と
こ
ろ
で
、
右
に
述
べ
た
と
こ
ろ
は
、

A
、
B
間
の
手
形
の
交
付
が
原
因
債
務
の
「
支
払
の
た
め
」
で
あ
っ
て
も
、

A
に
対
し
て

の
)
利
得
償
還
請
求
権
が
発
生
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
た
。
し
か
し
通
説
は

A
が
な
お

B
に
対
し
て
原
因
関
係
上
債
務
を
負
っ
て
い

論

る
と
き
に
は
、

A
に
利
得
が
な
い
と
い
う
理
由
で
、

(
D
の
)
利
得
償
還
請
求
権
の
発
生
を
認
め
て
い
な
い
こ
と
と
、

ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
改
め
て

A
の
利
得
の
問
題
に
も
ど
っ
て
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

収
触
し
な
い
で
あ

A
の
利
得
の
有
無
は
、
手
形
が
失
権
し
た
と
き
に
お
い
て
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
失
権
の
時
、

手
形
を
所
持
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
数
多
く
の
判
例
が
示
す
と
お
り
、
利
得
償
還
請
求
権
は
発
生
し
な
い
。
し
か
し
、

B
は
失
権
の
時
以

前
に
手
形
を

C
に
交
付
し
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
O
B
は
A
に
対
し
て
原
因
債
権
を
有
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
を
行
使
す

る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
。
失
権
の
時
ま
で
に

B
が
こ
れ
を
行
使
す
れ
ば
、

A
は
手
形
と
原
因
債
務
の
二
重
払
い
の
危
険
を
回
避
す

と
い
う
同
時
履
行
の
抗
弁
を
提
出
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
失
権
の
時
点
に
お
い
て
、

B
が
手
形
を
他
に
交

る
た
め
に
、
手
形
と
引
換
に
、

付
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
れ
ば
、

A
は
手
形
上
の
債
務
を
免
れ
て
、

ち
に
弁
済
を
強
要
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
)

か
っ

B
か
ら
原
因
債
務
を
追
及
さ
れ
る
こ
と
も
免
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
を
手
形
失
権
時
に
お
け
る
、

A
の
利
得
と
考
え
る
こ
と
は
不
自

然
で
は
な
い
。
本
稿
に
お
け
る
よ
う
に
、

A
の
利
得
は
、
原
因
関
係
を
考
慮
し
て
、
自
ら
の
出
摘
に
お
い
て
手
形
を
決
済
す
べ
き
者
が
、

手
形
の
失
権
に
よ
っ
て
出
拍
を
免
れ
た
こ
と
と
解
す
る
こ
と
に
は
、

よ
り
合
致
こ
そ
す
れ
、
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
利
得
償
還
請
求

権
を
前
述
ニ
の
不
当
利
得
の
特
別
の
形
態
と
考
え
る
と
き
は
、

不
当
利
得
は
一
時
的
な
債
務
者
の
利
得
を
最
終
的
に
調
整
す
る
も
の
だ
か

戸り、

一
時
的
に
給
付
を
免
れ
て
い
る
こ
と
を
利
得
と
解
し
て
妨
げ
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て

A
は
B
に
原
因
債
務
を
負
っ
て
い
る
か
ら
、

に
利
得
は
な
い
と
い
う
考
え
方
は
、

ま
さ
に
概
念
遊
戯
以
上
の
な
に
も
の
で
も
な
い
の
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
手
形
失
権
時
に
法
律
的

に
A
は
B
か
ら
そ
の
原
因
債
務
を
直
ち
に
弁
済
す
る
こ
と
を
迫
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
。

そ
れ
で
は
手
形
失
権
後
、

A
は
B
か
ら
原
因
債
務
を
無
条
件
で
追
及
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

A
に
と
っ
て
は
、

D 

(
正
確
に
は

D 
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に
は
誰
が
手
形
の
最
終
所
持
人
か
は
わ
か
っ
て
い
な
い
か
ら
B
以
外
の
不
明
の
誰
か
、

と
い
う
べ
き
だ
が
)
利
得
償
還
請
求
権
が
発
生
し

て
い
る
以
上
、

B
に
原
因
債
権
の
追
及
を
許
せ
ば

A
に
二
重
払
い
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
、
失
権
前
と
変
ら
な
い
。
で
は
こ
の
場
合
に

同
時
履
行
の
抗
弁
を
認
め
る
べ
き
か
。
こ
の
問
題
は
、
利

も
失
権
し
た
手
形
で
あ
れ
、

そ
れ
と
引
換
に
原
因
債
務
を
履
行
す
る
と
い
う
、

得
償
還
請
求
権
の
行
使
、
譲
渡
に
失
権
し
た
手
形
の
所
持
、
交
付
を
要
す
る
か
の
問
題
と
絡
ん
で
く
る
が
、

」
こ
で
は
一
応
B
が
A
の

重
払
い
の
可
能
性
が
な
い
こ
と
を
証
明
す
れ
ば
、
な
お
原
因
債
権
の
行
使
が
可
能
で
あ
る
と
解
す
る
。
す
な
わ
ち
B
が
A
に
対
し
て
原
因

債
権
を
行
使
す
る
実
益
は
、

A
に
対
す
る
手
形
上
の
権
利
の
失
権
後
で
あ
れ
ば
、

D
か
ら
順
次
、
原
因
関
係
連
鎖
の
巻
き
揚
げ
が
あ
っ
た

と
き
で
あ
り
、
そ
の
際
わ
が
国
で
は
、

D
に
生
じ
た
A
に
対
す
る
利
得
償
還
請
求
権
は
、
代
位
的
構
成
に
よ
っ
て
法
律
上
当
然
に
D
↓
C

B
が
こ
の
利
得
償
還
請
求
権
も
有
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
れ
ば
、

A
に
対
し
て
原
因
債
権
を
行
使
で
き

↓
B
と
移
転
し
て
い
る
か
ら
、

る
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
換
言
す
れ
ば
、

A
か
ら
「
支
払
の
た
め
」
に
交
付
さ
れ
た
手
形
を
自
ら
も
「
支
払
の
た
め
」
に

C
に

交
付
し
た
が
、
手
形
に
よ
る
支
払
い
決
済
が
失
敗
し
て

C
か
ら
原
因
債
権
を
行
使
さ
れ
た
こ
と
を
立
証
す
れ
ば
、

行
使
で
き
る
と
い
え
よ
う
(
同
じ
こ
と
は
、

B
は
A
に
原
因
債
権
を

C
が
B
に
対
し
て
原
因
債
権
を
行
使
す
る
と
き
に
も
い
え
る
の
で
あ
る
)
。

要
約
す
る
と
、

A
↓
B
i
v
c
i
v
D
が
す
べ
て
原
因
債
務
の
「
支
払
の
た
め
に
」
手
形
が
授
受
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

D
が
A
に
対
す
る

手
形
上
の
権
利
を
失
権
さ
せ
た

(
時
効
に
か
け
た
)
井
]
詩
C

、
D
は
自
己
の
前
者
達
の
資
力
の
有
無
を
問
う
こ
と
な
く
、

A
に
対
し
て
利
得

手形幸1J得償還請求権

償
還
請
求
権
を
行
使
す
る
か
、
自
己
の

C
に
対
す
る
原
因
債
権
を
行
使
す
る
か
、
好
き
な
方
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
o

選
択
の
際
D

A
、
C
の
資
力
の
有
無
で
あ
り
、

C
に
請
求
す
る
と
、
あ
る
い
は
い
わ
ゆ
る
配
慮
義
務

(OF--HmgN匂
日
ロ
宮
)
違

反
の
損
害
賠
償
請
求
権
を
対
抗
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
、
ま
た
立
証
の
容
易
性
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

D
が
利
得
償
還
請
求
権
を

が
考
え
る
べ
き
こ
と
は
、

行
使
し
た
と
き
に
は
、
原
因
連
鎖
の
巻
き
揚
げ
が
必
要
で
な
く
な
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
原
因
連
鎖
の
巻
き
揚
げ
が
非
実
際
的
で

あ
り
、
利
得
償
還
請
求
権
一
本
で
す
べ
て
を
解
決
し
た
い
と
い
う
願
望
が
あ
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
が
、

こ
の
巻
き
揚
げ
を
理
論
的
に
常
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説

に
阻
止
で
き
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
し
「
支
払
の
た
め
L

と
は
、
甲
が
乙
に
そ
の
た
め
に
交
付
し
た
手
形
を
乙
が
さ
ら
に
丙

乙
が
遡
求
義
務
を
免
れ
た
と
き
に
甲
の
原
因
債
務
が
消
滅
す
る
こ
と
で
あ
る
と
概
念
規
定
す
れ
ば
別
で
あ
る
。

に
再
交
付
し
、

論

D
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
は
、
原
因
債
務
を
た
と
え
前
述
の
相
殺
に
よ
っ
て
で
あ
れ
、
履
行
し
た

C
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
。

C
の

考
慮
す
べ
き
事
項
は
、
自
ら
の
責
で
手
形
を
失
権
さ
せ
た
者
で
は
な
い
の
で

A
、
B
の
資
力
の
有
無
で
あ
り
、
立
証
の
容
易
性
で
あ
ろ
う
。

る(
説ぎ③
で
あ
る

D
が
C
に
そ
れ
に
よ
っ
て
も
損
害
を
与
え
な
い
こ
と
を
立
証
し
た
と
き
に
限
り
許
容
す

D
の
C
に
対
す
る
原
因
債
権
の
行
使
を
、

D
に
利
得
償
還
請
求
権
が
発
生
す
る
か
否
か
の
問
題
は
こ
の
説
で
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
発
生
す
る
と
し
て
そ
の
利
得
の
内
容

も
、
前
述
の
差
額
理
論
を
と
っ
て
い
る
こ
と
は
窺
え
る
肉
、

A
が
B
に
原
因
債
務
を
負
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
明
ら
か
で
な

L 、。
こ
の
説
の
唯
一
の
論
理
的
帰
結
で
は
な
い
が
(
と
い
う
こ
と
は
、
②
に
述
べ
た
私
見
の
よ
う
に
利
得
償
還
請
求
権
を
承
認
す
る
余
地
が
あ

る
。
そ
う
す
る
と
、

C
の
損
害
を
受
け
な
い
こ
と
を
立
証
で
き
な
か
っ
た

D
に
は
、

A
に
対
す
る
利
得
償
還
請
求
権
一
本
の
み
が
残
る
。
)
、

利
得
償
還
請
求
権
の
二
次
性
に
つ
い
て
こ
れ
を
肯
定
す
る
前
述
第
一
説
に
立
つ
目
、

D
が
C
に
対
す
る
原
因
債
権
を
行
使
し
よ
う
と
し
て
、

D
に
利
得
償
還
請
求
権
の
発
生
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
そ
う
す
る
と

D
が
C
に

C
が
損
害
を
受
け
な
い
こ
と
の
立
証
に
失
敗
し
た
と
き
は
、

原
因
債
権
を
行
使
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は

C
の
無
損
害
を
立
証
し
よ
う
と
努
力
す
る
で
あ
ろ
う
が
、

A
に
利
得
償
還
請
求
を
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、

C
が
損
害
を
被
っ
て
い
る
こ
と
を
立
証
す
べ
き
な
の
か
、
あ
る
い
は
何
も
し
な
く
て
よ
い
の
か
、
逆
に

A
が
C
の
無
損
害

を
立
証
す
べ
き
な
の
か
っ

ま
た

C
が
B
に
原
因
債
権
を
行
使
す
る
と
き
に
は
ど
う
な
の
か
?

の
問
題
が
続
出
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

は
と
も
か
く
、
利
得
償
還
請
求
権
の
発
生
に
つ
い
て

A
の
利
得
は
手
形
失
権
時
に
客
観
的
に
定
ま
っ
て
い
る
は
ず
の
も
の
が
、

に
お
け
る
損
害
の
存
否
の
立
証
の
巧
拙
し
か
も
拙
の
方
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、

D
の、

い
か
に
も
お
か
し
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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B
I
C
は
「
支
払
に
代
え
て
」
約
束
手
形
が
授
受
さ
れ
、

C
が
A
に
対
す
る
手
形
債
権
を
失
権
さ

せ
た
と
き
。
こ
れ
は
最
判
昭
和
四
三
年
三
月
二
一
日
の
ケ
l
ス
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

C
が
A
に
対
す

を
失
権
さ
せ
て
い
る
の
が
通
常
で
あ
る
(
手
形
法
七

O
条
一

A
l
B
は
「
支
払
の
た
め
」
、

る
手
形
債
権
を
失
権
さ
せ
る
以
前
に
、

一項、

B
に
対
す
る
手
形
債
権
(
遡
求
権
)

二
項
、

七
一
条
、

七
七
条
一
項
八
号
、

七
八
条
一
項
)
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

A
に
対
す
る
手
形
債
権
失
権
の
と
き
B
に
な
お
原
因
債
務
を
負
っ
て
い
た
か
ら
利
得
は
な
い

(
通
説
・
判

右
最
判
の
原
審
は
、

A
は、

し、

B
に
対
す
る
遡
求
権
が
満
期
後
一
年
の
時
効
期
間
経
過
で
消
滅
す
る
こ
と
に
よ
り
、

B
が
C
か
ら
得
た
対
価
の
取
得
は
決
定
的

な
も
の
と
な
り
、
そ
の
結
果
A
に
対
す
る

B
の
原
因
債
権
も
ま
た
消
滅
し
、

A
は
原
因
債
務
の
支
払
い
を
免
れ
る
に
い
た
っ
た
と
い
う
べ

き
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
利
益
の
享
受
は
、

B
の
遡
求
義
務
の
時
効
消
滅
と
い
う
、

A
に
よ
る
手
形
の
振
出
と
は
直
接
関
係
の
な
い
別

個
の
法
律
上
の
原
因
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
手
形
法
八
五
条
に
定
め
る
利
得
に
あ
た
ら
な
い
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
最
高
裁
は

f7u 

C
の
有
す
る
手
形
上
の
権
利
の
時
効
消
滅
に
よ
り
生
じ
た
も
の
で
手
形
法
八
五
条
に
い
う
利
得
に
あ
た
る
と
し
た
。

原
審
の
考
え
方
は
従
来
の
判
例
、
通
説
に
立
脚
す
る
と
十
分
理
に
適
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
結
論
的
に
は
、
理
論
構
成
の
点
は
と

A
の
右
利
得
は
、

も
か
く
多
く
の
判
例
批
評
が
賛
成
す
る
よ
う
に
、
最
高
裁
の
結
論
が
正
し
い
と
い
え
る
。
し
か
し
、
最
高
裁
の
議
論
に
は
概
念
の
混
同
が

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
右
判
例
の
い
う
A
の
利
得
は
、

C
の
B
に
対
す
る
遡
求
権
の
消
滅
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

A
に
対
す
る

手形利得償還請求権

手
形
債
権
の
時
効
消
滅
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
最
高
裁
の
よ
う
に
い
う
と
、
極
端
な
例
で
は
あ
る
が

B
に
対
す
る

遡
求
権
の
時
効
中
断
が
続
い
て
い
る
聞
に
、

七
七
条
一

A
に
対
す
る
手
形
債
権
の
時
効
が
完
成
し
て
し
ま
っ
た
と
き
(
手
形
法
七
一
条
、
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項
八
号
参
照
)

は
A
に
は
判
例
の
い
う
「
利
得
」
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

最
高
裁
の
結
論
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
利
得
償
還
義
務
者
の
利
得
と
は
、
原
因
関
係
を
考
慮
す
る
と
そ
の
者
の
出
摘
に
お
い
て
手
形

を
決
済
す
べ
き
者
が
、
手
形
の
失
権
に
よ
っ
て
出
摘
を
免
れ
て
い
る
こ
と
、
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
理
論
的
に
正
当
に
導
く



説

こ
と
が
で
き
よ
う
O
B
が
当
該
手
形
を
「
支
払
の
た
め
〕
に
さ
ら
に
交
付
し
よ
う
が
、
「
支
払
に
代
え
て
」
交
付
し
よ
う
が
、

A
に
と
っ
て

は
ま
さ
に
他
人
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

百命

同
じ
結
論
を
、
「
支
払
の
た
め
」
と
は
、

B
が
手
形
を
受
取
っ
て
そ
れ
を
換
金
し
、

し
か
も
遡
求
義
務
を
負
わ
な
く
な
っ
た
と
き
に
、

A

A
、
B
の
意
思
を
擬
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
導
く
説
も
あ
る
。

の
原
因
債
務
を
消
滅
さ
せ
る
と
い
う
当
事
者
の
合
意
で
あ
る
と
、

最
高
裁
の
結
論
に
反
対
し
、

わ
が
手
形
法
は
裏
書
人
も
利
得
償
還
義
務
者
に
加
え
て
い
る
か
ら
、
「
支
払
に
代
え
て
」
手
形
を

C
に
交

C
の
B
に
対
す
る
遡
求
権
の
消
滅
に
よ
り
、

C
に
対
し
利
得
償
還
義
務
を
負
い
、

B
は
A
に
対
し
て
原
因
債
権
を
行
使
し

う
る
と
す
る
説
が
あ
る
。
こ
の
説
は
理
論
的
に
は
、
最
も
一
貫
し
た
図
式
を
提
示
で
き
る
。
し
か
し
、
利
得
償
還
義
務
者
の
利
得
に
つ
い

付
し
た

B
は、

て
、
本
稿
と
は
別
の
考
え
方
を
と
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
前
述
の
よ
う
に
、
裏
書
人
は
、
本
来
自
己
の
出
掲
を
も
っ
て
手
形
連
鎖
を
決
、
済

す
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
利
得
償
還
義
務
者
と
な
る
の
は
稀
で
あ
る
と
す
る
立
場
か
ら
は
、
賛
成
で
き
な
い

(
な
お
凶
参
照
)
。

B
i
C
聞
が
と
も
に
「
支
払
に
代
え
て
」
の
と
き
。

A
が
利
得
償
還
義
務
者
で
あ
る
こ
と
は
山
で
述
べ
た
。
閣
の
最
後

の
説
は
、
「
『
利
得
』
あ
る
債
務
者
は
、
手
形
の
流
通
過
程
に
お
い
て
最
初
に
手
形
を
代
物
弁
済
に
供
し
た
手
形
債
務
者
に
つ
い
て
生
ず
る
。

(4) 

A
l
B
、

け
だ
し

こ
れ
に
次
ぐ
代
物
弁
済
提
供
者
は
、
自
己
が
手
形
を
取
得
す
る
の
に
際
し
既
に
出
揖
が
あ
る
か
ら
、
手
形
を
自
己
の
債
務
の
代

(
前
者
後
者
の
関
係
に
あ
る
数

物
弁
済
に
供
す
る
の
は
そ
の
出
指
の
回
収
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
利
得
が
あ
る
者
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る

名
の
手
形
債
務
者
が
、
利
得
を
分
け
持
つ
こ
と
も
あ
り
仁
伊
)
」
と
さ
れ
る
。
「
利
得
」
概
念
の
理
解
の
し
か
た
が
必
ず
し
も
詳
か
で
は
な

、マミ、

L
，刀

理
論
的
に
正
確
で
な
か
ろ
う
か
。

い
わ
ゆ
る
差
額
理
論
を
と
れ
ば
右
の
カ
ッ
コ
書
の
ほ
う
が
、

(

1

)

巧
凶
「
ア
白
・
白
-
。
・

(Fro-8・品
w

品H
0
・

(

2

)

ド
イ
ツ
に
お
け
る
学
説
の
対
立
の
基
本
は
、

ωscr-ggロ
p
p
m
-
。
・
(
当
・

0
)唱
〉

H
F
S
〉
ロ
B

A

T

(

者
・
。
-
Y

〉
ユ
-
∞

ω
〉
ロ
ヨ
-

H

H

同・

(
の
同
出
口

rE-
回

-
m
・

o・-ω
・
印
由
印
〉
ロ

g-
コ
も
同
国
日
)
と
宮
門
n
y
s
-
-
P
F
同・

0
・
・
〉
ユ
∞
ω
〉
ロ

B-
ロ
に
一
不
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
の
争
い
は
、
引

北法31(2・44)444
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受
人

A
が
振
出
人

B
の
振
出
し
た
為
替
手
形
を
、

A
の
B
に
対
す
る
原
因
債
務
の
た
め
に
引
受
を
し
、
ち
は
受
取
人

C
に
対
す
る
原
因
債
務
の
支
払
の
た

め
に
交
付
し
た
と
き
、

C
が
B
に
対
す
る
遡
求
権
を
失
権
し
、
次
で
引
受
人
に
対
し
て
も
失
紘
し
た
と
き
、

A
の
B
に
対
す
る
原
因
債
務
は
消
滅
す
る
か

否
か
で
あ
る
。
笠
宮

σω
片岡田ロ
N

は
こ
れ
を
肯
定
し
、
利
得
償
還
義
務
者
は
引
受
人
で
あ
る
と
す
る
の
に
対
し
、
冨
-
n
z
oロ
m

は
こ
れ
を
否
定
し
、
振
出

人
が
引
受
人
に
対
す
る
原
因
債
権
を
利
得
し
て
い
る
と
す
る
(
振
出
入
白
身
が
、
自
ら
は
利
得
償
還
義
務
を
追
及
さ
れ
な
い
こ
と
が
確
定
し
た
の
に
、
原

因
債
権
を
行
使
す
る
と
き
は
引
受
人
に
害
意
の
抗
弁

1
1
k
c
m
F
E
R
E
7ー
が
認
め
ら
れ
る
〉
。

こ
の
論
争
は
、

B
が
遡
求
義
務
を
免
れ
る
と

A
の
B
に
対
す
る
原
因
債
務
は
消
滅
す
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
否
定
説
の
冨

Hnrsr
が
理
論

的
に
正
し
い
主
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
〈
m-・・

0
5
g
o
d司出
EE〉
v
-
Z
2
Z
-
同・同・

0
・
〉
ユ

-skrロ
自
・
由
・
但
し

B
の
C
に
対
す
る
原
因
債
務
は
消
滅

す
る
と
す
る
〉
ロ
5
・
5
一開・

γ
S
F
白・目・

0
・
ω・
由
ω
由
民
-
u

切

S
B
E各
自
国
民
2
自
or--
但

-
m・

o・
-
巴
巳
・
者
。
列
島
ロ
品

N
F
〉
ユ

-
g
m
E
-

巴
w

国己
onr目

(
U
田口同
H
2・国
-
m
・

o・-ω
・
H
N
u
-
-

と
こ
ろ
で

ω
S
E
-
y
g
s
E
の
論
拠
は
、
ド
イ
ツ
手
形
法
で
は
裏
書
人
が
利
得
償
還
義
務
者
か
ら
除
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
裏
書

人
を
義
務
者
と
し
て
い
る
わ
が
国
に
は
直
ち
に
そ
の
論
拠
を
移
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
も
い
え
る
(
も
っ
と
も
「
利
得
」
の
観
念
の
し
か
た
に
も
よ
る

が)。

ω
S己
γ
2
3
E
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
(
為
替
手
形
)
の
振
出
入
と
同
じ
く
全
て
の
裏
書
人
は
手
形
を
支
払
の
た
め
に
取
得
し
、
さ
ら
に
譲
渡
す

る
。
そ
の
と
き
に
裏
書
人
が
、
手
形
所
持
人
の
遡
求
権
の
喪
失
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裏
書
人
の
直
接
の
前
者
に
対
す
る
民
法
上
の
請
求
権
が
存
続
す
る
と

い
う
こ
と
に
よ
っ
て
利
得
し
て
い
る
と
い
う
な
ら
ば
、
法
律
は
こ
の
場
合
に
裏
書
人
に
対
す
る
所
持
人
の
利
得
償
還
請
求
権
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
。
利
得
償
還
請
求
権
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
法
律
の
意
味
に
従
え
ば
、
手
形
を
さ
ら
に
譲
渡
し
た
振
出
人
お
よ
び
裏
書
人
の
民
法
上
の
債
権
は
、

授
出
入
、
裏
書
人
に
対
す
る
遡
求
権
が
存
在
し
な
く
な
っ
た
と
き
に
は
消
滅
す
る
と
い
う
こ
と
に
基
づ
く
か
、
ま
た
は
民
法
上
の
誇
求
権
の
存
続
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
ド
イ
ツ
手
形
法
八
九
条
の
意
味
で
の
利
得
は
存
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
基
づ
く
。

(

3

)

拙
稿
・
前
掲
新
商
法
演
習
八
六
頁
以
下
参
照
。

(

4

)

河
本
一
郎
・
約
束
手
形
法
入
門
〔
第
三
版
〕
一
一
一
一
一
頁
以
下
、
二
五
五
頁
、
大
隅
!
河
本
・
前
掲
四
四
四
頁
以
下
、
す
な
わ
ち
註
(

2

)

で
述
べ
た

ω
E
5
5
R
の
説
で
あ
る
。
〈
m
Y
E
-
-
0
3
4司
2
z
o
-
E
L
C
H
E
E同

OH含

Bass-ω
・
3
・

(
5
〉
河
本
・
前
掲
入
門
二
二
二
頁
。

(

6

)

豊
崎
光
衛
「
利
得
償
還
請
求
権
の
発
生
と
原
因
債
権
と
の
関
係
」
ジ
品
り
ス
ト
凶
一
二
一
二
号
(
昭
和
四
=
一
年
度
重
要
判
例
解
説
)
八
七
頁
。

(
7
〉
坂
井
・
前
掲
三
五
九
頁
。
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説

(
8
)
一
方
は
交
付
の
と
き
、
他
方
は
原
因
債
務
の
債
務
者
に
対
す
る
遡
求
権
消
滅
の
と
き
。
ま
た
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
原
因
債
務
の
債
務
者
が
「
弁
済

の
た
め
に
」
無
担
保
裏
書
し
た
と
き
(
手
形
法
一
五
条
一
項
、
七
七
条
一
項
一
号
)
、
白
地
式
裏
書
の
あ
る
手
形
を
単
な
る
交
付
で
譲
渡
し
た
と
き
(
手
形

法
一
四
条
二
項
三
号
)
、
振
出
人
以
外
の
者
が
持
参
入
払
式
小
切
手
(
小
切
手
法
五
条
一
項
三
号
、
二
項
、
一
二
項
)
を
単
な
る
交
付
で
譲
渡
し
た
と
き
は
、

そ
の
と
き
に
原
因
債
務
は
消
滅
す
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
そ
う
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
場
合
は
反
対
の
意
思
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
は
「
弁
済
に
代

え
て
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

(
9
)
小
橋
一
郎
「
利
得
償
還
請
求
権
」
新
商
法
演
習
3
二
七
二
頁
、
出
口
向
島
・

(US同片山田・田・同・
0
・uω
・
5
N
ぬ・

(
叩
)
出

5n}?の
自
由

H
F
白・白・

0
・
ω・
5ω
・
健
全
な
手
形
を
返
還
で
き
な
い
こ
と
を
、
債
権
者
の
過
失
(
〈

2
R
r
z
z
g
)
と
著
し
き
段
損
(
唱

2
8
E
n
y
o

〈
2
2
E
R
Z
Rロ
ロ
四
)
と
の
両
者
に
か
け
て
、
柔
軟
な
取
扱
い
を
図
ろ
う
と
す
る
。

(
日
〉
国
ロ

onrわ
ωロ
mユ
m-mw-m-
。・・

ω・
HN叶
R
・
5
N
同・

(
ロ
)
出

5
n
r
h
g田ユ
P

同
-
田
・
。
・

ω-HN戸
同
日

ω・

(
日
〉
た
と
え
ば
こ
こ
で
の

A
↓

D
の
説
明
で
は
適
切
で
な
い
が
、

D
か
ら
さ
ら
に

E
に
裏
書
さ
れ

E
の
過
失
で
失
権
し
た
場
合
(
裏
書
人
の
後
者
は
す
べ
て

裏
話
人
の
施
行
補
助
者
と
考
え
れ
ば
|
|
段
門

E
N
L
-
白・

0
・
〉
ユ

-
S
〉
口
B-
お
|
|
別
で
あ
る
が
〉
、
ま
た
公
証
人
に
よ
る
不
適
法
な
拒
絶
註
警
の

作
成
の
場
合
。

(
は
)
出

con-内'hmロ
mwHF
白
-
F
。・・

ω

5品・

(
日
)
上
柳
克
郎
「
小
切
手
の
原
因
債
権
に
基
く
請
求
と
小
切
手
の
返
還
と
の
同
時
履
行
」
民
商
法
雑
誌
凶

O
巻
一
号
七
九
頁
以
下
、
古
瀬
村
邦
夫
「
原
因
債

権
の
行
使
と
手
形
の
返
還
」
商
法
演
羽
田
(
旧
版
)
皿
一
八
九
頁
、
拙
稿
・
前
掲
八
九
頁
、

g
g
r・2
H
E
N
-
p
m・
o-(巧
・
。
・
)
・
〉
ユ

-
S
〉
ロ
ヨ

-N∞
2

2
5ロ
Nw
同
-
F
O
-
-
〉
ユ
∞
叩
〉
ロ
ヨ

-
N
T
回

E
B
g
n
y・出。向。円
BmE-
国
・
目
。
・
・
何
回
ロ
]
・

4
司
の
河
内
回
ロ
・
品
印

R-uHNorrzaNo--ロ
2
・

m-m-
。・・

ω-

H
O
C
-

論

(
山
山
〉
大
阪
高
判
昭
和
三
九
・
七
・
三
高
裁
民
集
一
七
巻
五
号
三

O
二
頁
。

(
げ
)
富
山
口

o
F
F
問
。
・

ω
-
H
8・

(
国
〉
伊
沢
孝
平
「
手
形
の
口
五
一
ホ
と
受
戻
」
手
形
法
・
小
切
手
法
講
座
町
一
七
三
頁
註
(
ニ
)
、

C
-
B
R祖
国
・
目
・
。

-wω-NUHT
回

g
B
E
n
r・
阻
止

REor--

P
P
0
.
何
日
ロ
】
・
巧
の
同

N
E
B
-

(
山
口
)
〈
開
]
・
・
出
口
町

nr・(

U

忠
岡
田
江
田
-m-
国・。・・

ω・
5u-

北法31(2・46)446



手形利得償還請求権

(
州
出
)
河
本
・
前
掲
入
門
二
二

O
頁
以
下
、
大
隅

l
河
本
・
前
掲
四
四
五
頁
は
こ
れ
を
実
際
上
不
可
能
な
実
質
的
損
害
の
算
定
と
さ
れ
る
が
、
死
亡
幼
児
の
受

ベ
か
り
し
利
益
の
算
定
よ
り
も
困
難
で
あ
ろ
う
か
。

(
幻
〉
こ
の
損
害
は
、

A
、

B
が
破
産
し
、

C
が
破
産
配
当
し
か
受
け
ら
れ
な
い
と
き
に
は
最
も
判
然
と
す
る
。

(幻〕

B
の
原
因
債
務
が
時
効
消
滅
す
れ
ば
、

B
が
時
効
を
援
用
す
る
限
り

C
は
B
か
ら
は
な
に
も
の
を
も
と
れ
な
い
。
ま
た

A
の
原
因
債
務
が
時
効
消
滅
す

れ
ば
、
前
述
の
よ
う
に
(
回
参
照
)
、
そ
れ
が
手
形
失
権
前
で
あ
れ
ば

A
に
対
す
る
利
得
償
還
請
求
権
は
何
者
に
も
発
生
し
な
い
し
、
手
形
失
権
後
で
あ

れ
ば
時
効
完
成
と
い
う
法
律
上
の
原
因
に
よ
っ
て
利
得
の
欠
依
を
招
来
す
る
と
い
え
る
。

(お

)
ω
H
E
r・ω可
g
p
p
m
W
0・
(
巧
・

0・Y
〉
ユ

-gkFロ
自
・
以
内
凶
・
満
期
か
ら
手
形
失
権
ま
で
の
期
間
の

A
、

B
の
無
資
力
化
の
危
険
は

C
が
負
う
か
、

D
が
負
う
か
は
問
題
で
あ
る
が
、
民
事
執
行
法
一
五
八
条
の
趣
旨
か
ら

D
が
負
う
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
泊
)
〈
由

-
-
-
Z
2
2・
F
P
C
-
-
ω
-
S
R
山
田
z
o
n
日?の

g
R
F
m
w
-
田・

0
・・

ω・
H
h・
5ω
・
な
お
、
小
橋
・
前
掲
新
商
法
演
習
3
二
六
九
頁
参
照
。

(
お
)
拙
稿
・
前
掲
新
商
法
演
習
八
九
頁
。
民
事
執
行
法
一
五
八
条
は
昭
和
五
四
年
改
正
前
民
事
訴
訟
法
六
一
一
条
に
あ
た
る
。

(
お
)
大
阪
高
判
昭
和
三
九
・
七
・
三
高
裁
民
集
一
七
巻
五
号
一
ニ

O
二
頁
、
東
京
高
判
昭
和
四
九
・
六
・
二
一
金
融
法
務
七
二
六
号
三
八
頁
参
照
。

(幻〉

ω
H
E
r・2
5
R
L
白・

0
・
(
宅
・
。
-
Y

〉
ユ

-
S
〉
ロ
ヨ
・

5
山一

F
E
B
E各
自
固
め
同

2
B
o
r
f
p
p
o
-
-
K
E
-
g
河
合
・
日
・

(
お
)
上
柳
克
郎
「
利
得
償
還
請
求
権
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
一
判
例
」
民
商
法
雑
誌
三
六
巻
六
号
八

O
六
頁
註

ω。

(
お
)
原
因
債
権
が
主
で
、
そ
の
支
払
の
た
め
に
交
付
さ
れ
た
手
形
債
権
が
従
で
あ
り
、
手
形
債
権
が
原
因
債
権
を
担
保
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
手

形
債
権
が
消
滅
し
て
発
生
す
る
利
得
償
還
請
求
権
も
原
因
債
権
に
対
し
て
従
た
る
関
係
に
立
ち
こ
れ
を
担
保
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、

C
が

原
因
債
権
を
履
行
し
た
と
き
に
利
得
償
還
請
求
権
を
損
害
賠
償
者
の
代
位
(
民
法
四
二
二
条
〉
、
担
保
設
定
者
に
よ
る
弁
済
の
代
位
(
民
法
五

O
O条
)

に
よ
り
取
得
す
る
、
あ
る
い
は
自
己
の
債
権
に
債
権
質
を
設
定
し
た
者
が
被
担
保
債
務
を
弁
済
す
れ
ば
当
然
債
権
質
は
消
滅
す
る
と
い
う
構
成
で
取
得
す

る
、
と
い
う
の
と
は
関
係
が
逆
さ
ま
に
な
る
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し

D
に
と
っ
て
は

C
、

D
聞
の
原
因
関
係
上
の
約
定
で
給
付
を
受

け
る
べ
き
も
の
を
、
原
因
債
権
の
行
使
で
得
ら
れ
よ
う
と
手
形
債
権
の
行
使
ま
た
は
そ
の
実
質
的
代
償
物
た
る
利
得
償
還
請
求
権
で
得
ら
れ
よ
う
と
、
経

済
的
に
は
ど
ち
ら
で
も
構
わ
な
い
か
ら
、
原
因
債
権
と
利
得
償
還
請
求
権
は
相
互
に
担
保
し
あ
っ
て
い
る
の
だ
と
解
す
る
こ
と
も
あ
な
が
ち
不
当
と
は
い

え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
原
因
債
権
と
手
形
債
権
に
つ
い
て
も
相
互
に
担
保
し
あ
う
と
見
た
場
合
に
、

C
が
失
権
前
に
、
手
形
債
権
の
方
を
履
行
し
た
と

き
に
も

D
に
代
位
し
て

D
の
原
因
債
権
を
取
得
す
る
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は

D
の
C
に
対
す
る
佼
様
で
あ
る
か
ら

C
の
も
と
で
混
同
(
民
法
五
二

O

条
〉
に
よ
り
消
滅
し
法
律
的
に
は
意
味
が
な
い
。
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説

(
ぬ
〉
似
し
、

C
の
手
形
上
の
後
半
引
は
す
べ
て

C
の
い
わ
ゆ
る
配
慮
義
務

(E--百
gN℃
岳
n
y
C
に
関
す
る
版
行
補
助
者
と
し

(ω
片岡田ロ

N祖
国
・
同
・
。
ニ
〉
同

?
S

〉ロ
B
N
ω
)、
あ
る
い
は

C
の
過
失
を
問
わ
ず

C
の
B
に
対
す
る
原
因
債
権
が
消
滅
す
る
(
宮
巴
芯
同

HHH山片岡
σ
R
Y
F
白・

0
・・

ω・
5hH)
と
解
す
れ
ば
別
で

あ
る
が
。
反
対
、
回
E
B
E
n
r
'同町内
2
5
α
r
r
p
p
。
・
・
凡
目
立
・
∞
申
河
内
同
ロ
・
ロ
一
回
5
n
r‘(
U
S
R
F
F
内ro--ω
・
HE-

(
氾
)
四
註
(
況
)
参
照
。

(
幻
)
拙
稿
・
前
掲
新
商
法
演
習
八
三
頁
以
下
。

(
お
)
出
口
2
r・。
g
R
F
F
F
O
-
-
ω
・
む
こ
・
・

5
f
ロ
2
5
5口
}fEO同
2
B
o
r
-
-
m
-
m
-
。
・
・
〉
ユ
-
∞
申
河
内
】
ロ

-
E
U
問。
B
E
E
P
F
印
。
4ω
・
5ω
品・

ハ
斜
)
本
文
の
考
え
方
は
、

B
が
自
分
は
誰
に
も
手
形
を
交
付
せ
ず
、
自
分
の
手
下
で
手
形
を
失
権
さ
せ
た
、
そ
し
て
手
形
は
喪
失
し
て
い
る
が
、

A
に
対
し

て
原
因
債
権
を
行
使
す
る
と
主
張
し
た
と
き
に
は
問
題
が
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
に
も
立
証
の
問
題
と
考
え
た
い
。
こ
の
こ
と
は
利
得
償
還
請
求
権
の
行

使
、
譲
渡
に
手
形
の
所
持
、
交
付
を
要
し
、
手
形
喪
失
の
と
き
に
は
除
権
判
決
を
許
す
と
解
し
た
と
し
て
も
解
決
に
は
な
ら
な
い
。
通
説
、
判
例
は
こ
の

間
場
合

(
A
i
B
問
が
支
払
の
た
め
)
利
得
償
還
請
求
権
は
発
生
し
な
い
と
す
る
し
、
行
使
す
る
の
は
利
得
償
還
請
求
権
で
な
く
、
原
因
債
権
だ
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
場
合
に
も
利
得
償
選
請
求
権
の
発
生
を
認
め
(
鈴
木
・
前
掲
三
一
二
頁
註
(
九
)
、

d
-
5
2・
F
凶
-
。
・

ω
-
N吋
NU

HW・同
m
g
z
-
m
-
m・
o
-
ω
-
S
H
R
-
u
一閃

O
B
E
E
p
p
m・
o
・-∞

-
H
8
8、
か
つ
利
得
低
迷
請
求
権
の
立
証
の
た
め
、
原
因
債
権
の
行
伎
の
た
め
で
は
な

く
て
、
除
機
判
決
の
申
立
を
…
古
川
市
甘
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

(
お
)
利
得
償
還
請
求
権
の
発
生
に
は

D
に
過
失
が
あ
っ
て
も
構
わ
な
い
こ
と
に
異
論
は
あ
る
ま
い
。

〈
お
〉
た
と
え
ば
国
巴

2
rわ
同
ロ
日
目
的
w

国・同・

0
・也

ω・
5
ω
u
欠。
B
B田口
P
ω
ω
・。・・

ω・
5
臼
な
ど
。

(
幻
)
豊
崎
・
前
掲
八
七
頁
は
こ
れ
に
近
い
が
、
勿
論
例
外
を
承
認
さ
れ
る
。

〈
叩
ぬ
)
伊
沢
・
前
掲
講
座
一
七
二
頁
、
鴻
‘
前
掲
一
七
一
一
氏
、
同
「
原
因
債
権
行
使
の
方
法
」
手
形
小
切
手
判
例
百
選
(
新
版
・
域
補
)
一

O
九
一
氏
、
河
本
・

前
掲
入
門
二
二

O
頁。

(
ぬ
)
河
本
・
前
掲
入
門
の
立
場
は
①
で
論
じ
た
。

(
的
制
)
鴻
・
前
掲
研
究
ノ

l
ト
一
七
一
一
員
以
下
、
伊
沢
・
前
掲
手
形
法
・
小
切
手
法
二
三
八
頁
以
下
。

(

4

)

伊
沢
・
前
掲
二
三
五
頁
以
下
。

〈
円
切
〉
凹
辺
・
前
掲
法
学
新
報
三
一
一
良
以
下
。
な
お
、
同
論
文
三
一
一
良
が
、
利
得
償
還
請
求
権
の
二
次
性
に
つ
い
て
第
二
、
第
三
説
を
と
っ
て
、
利
得
の
意
義

に
つ
き
実
質
関
係
上
対
価
を
得
て
し
か
も
手
形
上
の
義
務
を
免
れ
て
お
れ
ば
足
り
、
一
般
民
商
法
上
の
義
務
を
免
れ
て
い
る
こ
と
を
要
し
な
い
と
い
う
説

論
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を
と
れ
ば
、
こ
の
場
合

D
に
利
得
償
還
請
求
権
が
発
生
す
る
と
さ
れ
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
同
論
文
三
九
頁
が
、
二
次
性
に
つ
い
て
第

二
、
第
三
説
を
と
れ
ば
利
得
を
右
の
よ
う
に
解
し
な
け
れ
ば
全
く
無
意
味
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
は
理
解
で
き
な
い
。

(
必
)
民
集
二
二
巻
三
号
六
六
五
頁
。

(
H
H

〉
坂
井
・
前
掲
一
一
一
四
九
頁
。

(
必
)
坂
井
・
前
掲
三
五

O
頁。

(
必
)
豊
崎
・
前
掲
八
七
頁
。
そ
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
註
ハ

6
)
に
対
応
す
る
本
文
参
照
。

(
円
む
坂
井
・
前
渇
三
五
五
頁
以
下
。

(
必
)
坂
井
・
前
掲
三
五
五
頁
以
下
。

...... 
ノ、

お

わ

り

に

利
得
償
還
請
求
権
の
問
題
は
、

い
わ
ゆ
る
そ
の
二
次
性
の
問
題
を
除
け
ば
、
実
際
上
の
価
値
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
は
な
い
の
に
、
た
だ

し
呈
示
期
間
が
短
く
ま
た
主
た
る
債
務
は
な
く
す
べ
て
遡
求
権
と
し
て
処
理
さ
れ
る
小
切
手
の
と
き
に
は
実
際
上
の
価
値
も
無
視
で
き
な

い
と
思
わ
れ
る
が
、
学
説
上
好
ん
で
と
り
あ
げ
ら
れ
る
テ
l
マ
と
い
え
よ
う
。

私
見
を
要
約
す
れ
ば
、

い
わ
ゆ
る
二
次
性
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
利
得
償
還
の
権
利
者
と
義
務
者
の
聞
に
原
因
関
係
上
の
債
権
、
債
務

が
あ
る
と
き
に
も
利
得
償
還
請
求
権
を
認
む
べ
き
か
に
つ
い
て
は
若
干
の
疑
問
を
も
ち
つ
つ
も
こ
れ
を
否
定
し
、
利
得
償
還
請
求
権
に
二

手形利得償還請求権

次
性
は
な
い
と
す
る
第
三
説
を
と
る
。
利
得
の
内
容
と
し
て
は
、
原
因
関
係
を
考
慮
す
る
と
そ
の
者
の
出
指
に
お
い
て
手
形
を
決
済
す
ベ

き
者
(
引
受
人
、

約
束
手
形
の
振
出
入
、
未
引
受
為
替
手
形
の
振
出
入
、
融
通
手
形
の
受
取
人
H
裏
書
人
)
が
手
形
の
失
権
に
よ
っ
て
一

時
的
に
せ
よ
出
椙
を
免
れ
て
い
る
こ
と
、

と
解
す
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
者
が
、
手
形
を
「
支
払
の
た
め
」
に
交
付
し
よ
う
と
「
支
払
に
代

え
て
」
交
付
し
よ
う
と
、
利
得
償
還
請
求
権
の
発
生
に
は
か
か
わ
り
が
な
い
。
ま
た
手
形
の
受
領
者
が
さ
ら
に
後
者
に
対
し
て
「
支
払
の

た
め
」
に
交
付
し
よ
う
と
「
支
払
に
代
え
て
」
(
手
形
買
戻
義
務
を
伴
わ
な
い
手
形
割
引
に
出
し
て
も
同
じ
)
交
付
し
よ
う
と
変
わ
り
が
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説

な
い
。
そ
し
て
利
得
が
債
権
の
形
で
存
在
す
る
な
ら
ば
そ
れ
を
利
得
償
還
請
求
権
者
に
譲
渡
す
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
他
利
得
償
還
請
求
権
に
つ
い
て
は
書
換
手
形
の
場
合
の
利
得
、
そ
の
行
使
、
譲
渡
に
手
形
ま
た
は
そ
れ
に
代
る
除
権
判
決
の
所
持

を
要
す
る
か
、
等
々
の
問
題
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
割
愛
す
る
。

論

(

1

)

出

5
n
r・
の
自
由
門
広
場
回
・
国
-
。
・
・

ω
-
E
Y
ω
g
s
r
2
7・問。同
2
B
o
r
-
-
p
m・
o・
-
〉
ユ
-
∞
mv

列島ロ・

E-

(

2

)

書
換
手
形
の
場
合
、
利
得
の
有
無
は
旧
手
形
に
つ
い
て
判
断
す
る
と
す
る
の
が
確
定
し
た
判
例
と
い
え
る
。
大
判
明
治
四

0
・
六
・
二
六
新
聞
四

O
七

号
九
頁
、
大
判
大
正
四
・
一

0
・
ニ
六
民
録
二
一
一
瞬
一
七
七
五
頁
、
大
判
大
正
五
・
一
-
一
一
一
一
民
録
二
二
輯
九
九
頁
、
大
判
大
正
五
・
九
・
六
民
録
二
ニ

輯
二
ハ
九
一
一
具
、
大
判
昭
和
五
・
九
・
一
三
新
聞
二
六
二
一
号
一
六
頁
等
。

そ
の
理
論
付
は
難
し
い
問
題
で
あ
る
が
、
私
見
の
立
場
か
ら
の
試
論
と
し
て
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
新
手
形
の
失
権
に
よ
り
、
利
得
償
還
義
務

者
は
旧
手
形
債
務
を
免
れ
る
と
い
う
利
得
を
し
て
い
る
か
ら
、
旧
手
形
債
務
を
権
利
者
に
譲
渡
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
旧
手
形
債
務
も
失
権
し

て
い
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
旧
手
形
債
務
の
失
権
に
よ
り
利
得
し
吃
い
る
も
の
を
返
還
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
旧
手
形
債
務
が
失
権
し
て
い
な
け
れ
ば
、

権
利
者
は
当
然
問
手
形
に
よ
り
権
利
を
行
使
す
る
で
あ
ろ
う
。

(

3

)

本
稿
を
草
す
る
に
当
り
大
い
に
参
考
に
し
た
の

2
2
Z
に
は
な
口
氏
宅
2
Z巴
z
s
r
Z
E
Z
g
g匂
Envwu
巧
忍

S
R
E
の
論
文
が
あ
る
が
、

当
該
当
冨
(
当

2
G目
立
己
主
言
色

5
m
g
)・
5
3
が
欠
号
の
た
め
参
照
し
え
な
か
っ
た
。
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<Summaries of Contents} 

Uber den Wechselbereicherungsanspruch 

Ryuji OHTSUKAネ

Art. 85 des japanisches Wechselgesetzes gewahrt dem Inhaber 

des羽Techsels ein Anspruch gegn den Aussteller， Akzeptant oder 

Indossant， wenn deren Wechselverbindlichkeit durch Verjahrung 

oder dadurch erloschen its， das eine zur Erhaltung des Wechselrecht 

notwendige Handlung versaumt wurde， ohne das der Schaden des 

Inhabers vorausgesetzt ist (Wechselbereicherungsanspruch). In 

Literatur und Rechtsprechung ist das 羽Tesendes羽Techselbereiche-

rungsanspruchs seine Rechtsnatur， seine Voraussetzungen insbesondere 

seine Subsidiaritat， seiner 1nhalt u. s. w. sehr umstritten. 

1ch komme zu folgendem Ergebnis : 

(1) Der羽Techselbereicherungsanspruchwirt qualifiziert nicht 

als Residuum des ursprunglichen Wechselansprchs， sondern als 

Unterart des burgerlich-rechtlichen Bereicherungsanspruchs， denn er 

sich an den Art. 15 des 2. Anhangs des Genfer Wechselrechts-

abkommens anlehnt. 

(2) Der Wechselbereicherungsanspruch ist weder gegenuber 

den wechselmassigen Anspruchen noch gegenuber dem zum Hingabe 

des Wechsels zugrunde liegenden burgerlich-rechtlichen Anspruch 

subsid邑r;i. e. die Subsidiaritat des Wechselbereicherungsanspruchs 

ist nicht anzunehmen. Aber der Wechselbereicherungsanspruch 

kann nicht entsteht， wenn der羽Techselinhaberzugleich den Anspruch 

aus der Grundforderung gegen den angenommenen Bereicherungs-

schuldner hat， denn der Schuldner damals nicht bereichert its. 

勢 AuserordentlicherProfessor an der Universitat Hokkaido (Die juristische 
Fakultat) 
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(3) Die Bereicherung des Schuldners liegt darin， daβder 

Wechselschuldner， der nach seinem Kausalverhaltnis letztlich alle 

(eventuelle) Grundforderungen der Beteiligten einer Wechselkette 

durch seine Wechselzahlung auslosen sollte， durch die Prajudizierung 

bzw. die Verjahrung das nicht zu leisten braucht， was er nach seinem 

Kausalgeschaft hatte leisten mussen. Demgemaβist in der Regel 

der Bereicherungsschuldner in einer Wechselkette der einzige; Der 

Akzeptant bei dem akzeptierten gezogenen Wechsel bzw. der Aus. 

steller bei dem eigenen Wechsel uud bei dem nicht.akzeptierten 

gezogenen Wechsel. 1m Ausnahmsfall kommt der 1ndossant als 

Bereicherungsschuldner in Betracht ; er ist der Bereicherungsschuldner， 

wenn der Wechsel in seinem Rechnung akzeptiert oder ausgestellt 

wurde (Gefalligkeistwechsel). Ebenso ist der Aussteller des ak. 

zeptieren gezogenen Wechsel der Bereicherungsschuldner， wenn das 

Akzept aus Gefalligkeit gegeben wurde. 

(4) Der Wechselinhaber， der nicht in Kausalverhaltnis mit 

dem Bereicherungsschuldner steht， kann ihn Anspruch nehmen， wenn 

auch er noch seinen Kausalpartner verpflichtet bleibt， denn er vom 

ersten Nehmer (Kausalpartner) weder aus der Wechselforderung 

noch aus der zugrunde liegenden burgerlich.rechtlichen Forderung 

in Anspruch genommen wird. 

Da der erste Nehmer， der den Wechsel weitergab， den Wechsel 

nicht innehabt zur Zeit des Erloschen des Wechselanspruchs 

des letzten 1nhabers gegen den Geber， er kann das eventuelle 

Wechselforderung gegen den Geber nicht geltend machen. Wenn 

es sich aus den U mstanden erklart， daβder erste Nehmereinem 

anderen den Wechsel fruher weitergab， es steht fest， daβder 

羽Techselbereicherungsanspruch gegen den Geber an diesem anderen 

oder dessen Nachmanner entsteht. Es ist sonst nicht einzusehen， 

das der， wer beim Nichterloschen des Wechselanspruchs des anderen 

oder dessen Nachmanner seine Grundforderung gegen den Geber 

nicht geltend machen konnte (Einrede Zug um Zug)， beim Erloschen 

dessen die Grundforderung erst geltend machen konne. 
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